
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整

備
等
に
関
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

目
次

○

医
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品
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医
療
機
器
等
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品
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有
効
性
及
び
安
全
性
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確
保
等
に
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第
一
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・
・
・
・
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・
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○

医
薬
品
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療
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器
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効
性
及
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安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手
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令
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平
成
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七
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政
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十
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（
抄
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第
二
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・
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・
・
・
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）
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・
・
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・
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・
・
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攻
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け
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保
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た
め
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措
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に
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律
施
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令
（
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・
・
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○

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
十
一
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章
～
第
四
章

（
略
）

第
一
章
～
第
四
章

（
略
）

第
五
章

医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
及
び
製
造
業

第
五
章

医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
及
び
製
造
業

等

等

第
一
節

医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
及
び
製
造

第
一
節

医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
及
び
製
造

業
（
第
三
十
六
条
―
第
三
十
七
条
の
四
十
）

業
（
第
三
十
六
条
―
第
三
十
七
条
の
三
十
九
）

第
二
節

（
略
）

第
二
節

（
略
）

第
六
章

再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
及
び
製
造
業
（
第
四
十
三
条
の

第
六
章

再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
及
び
製
造
業
（
第
四
十
三
条
の

二
―
第
四
十
三
条
の
四
十
七
）

二
―
第
四
十
三
条
の
四
十
六
）

第
七
章

（
略
）

第
七
章

（
略
）

第
八
章

医
薬
品
等
の
検
査
（
第
五
十
八
条
―
第
六
十
二
条
）

第
八
章

医
薬
品
等
の
検
定
（
第
五
十
八
条
―
第
六
十
二
条
）

第
九
章
～
第
十
五
章

（
略
）

第
九
章
～
第
十
五
章

（
略
）

附
則

附
則

（
製
造
販
売
業
の
許
可
の
有
効
期
間
）

（
製
造
販
売
業
の
許
可
の
有
効
期
間
）

第
三
条

法
第
十
二
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。
た

第
三
条

法
第
十
二
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。
た

だ
し
、
法
第
二
条
第
十
七
項
第
三
号
及
び
第
三
十
六
条
の
十
一
第
一
項
第
一

だ
し
、
法
第
二
条
第
十
七
項
第
三
号
に
規
定
す
る
医
薬
品
（
以
下
「
薬
局
製

号
に
規
定
す
る
医
薬
品
（
以
下
「
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
」
と
い
う
。
）
の

造
販
売
医
薬
品
」
と
い
う
。
）
の
製
造
販
売
に
係
る
許
可
に
つ
い
て
は
、
法

製
造
販
売
に
係
る
許
可
に
つ
い
て
は
、
法
第
十
二
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め

第
十
二
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
六
年
と
す
る
。

る
期
間
は
、
六
年
と
す
る
。

（
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
及
び
化
粧
品
の
承
認
台
帳
）

（
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
及
び
化
粧
品
の
承
認
台
帳
）

第
十
九
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
十
三
項
（
法
第

第
十
九
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
十
五
項
（
法
第

十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
十
九

十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
十
九

条
の
二
第
一
項
の
承
認
に
関
す
る
台
帳
を
備
え
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

条
の
二
第
一
項
の
承
認
に
関
す
る
台
帳
を
備
え
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
な
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
な
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
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２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
の
基
準
を
適
用
す
る
医
薬
品
、
医
薬
部

（
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
の
基
準
を
適
用
す
る
医
薬
品
、
医
薬
部

外
品
及
び
化
粧
品
の
範
囲
）

外
品
及
び
化
粧
品
の
範
囲
）

第
二
十
条

法
第
十
四
条
第
二
項
第
四
号
及
び
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同

第
二
十
条

法
第
十
四
条
第
二
項
第
四
号
及
び
第
七
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同

条
第
十
三
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

条
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
及
び
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次

。
）
及
び
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
政
令
で
定
め
る
医
薬
品
は
、
法
第
十
四
条
第
一
項

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
政
令
で
定
め
る
医
薬
品
は
、
法
第
十
四
条
第
一
項

に
規
定
す
る
医
薬
品
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
医
薬
品
以
外
の
も
の
と
す
る
。

に
規
定
す
る
医
薬
品
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
医
薬
品
以
外
の
も
の
と
す
る
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

２

法
第
十
四
条
第
二
項
第
四
号
及
び
第
六
項
の
政
令
で
定
め
る
医
薬
部
外
品

２

法
第
十
四
条
第
二
項
第
四
号
及
び
第
七
項
の
政
令
で
定
め
る
医
薬
部
外
品

は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
薬
部
外
品
の
う
ち
、
製
造
管
理
又
は
品
質

は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
薬
部
外
品
の
う
ち
、
製
造
管
理
又
は
品
質

管
理
に
注
意
を
要
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
と
す

管
理
に
注
意
を
要
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
と
す

る
。

る
。

（
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
の
基
準
に
係
る
調
査
の
期
間
）

（
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
の
基
準
に
係
る
調
査
の
期
間
）

第
二
十
一
条

法
第
十
四
条
第
六
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準

第
二
十
一
条

法
第
十
四
条
第
七
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。

（
医
薬
品
等
適
合
性
調
査
の
申
請
）

（
医
薬
品
等
適
合
性
調
査
の
申
請
）

第
二
十
二
条

法
第
十
四
条
第
六
項
（
同
条
第
十
三
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第

第
二
十
二
条

法
第
十
四
条
第
七
項
（
同
条
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
八
項
（
法
第
十
九
条
の

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
九
項
（
法
第
十
九
条
の

二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
四
条
の
二
の
二

二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
四
条
の
二
の
二

の
二
第
二
項
（
医
薬
品
の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方

第
二
項
（
医
薬
品
の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に

法
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
十
四
条
の
三
第
二
項
（
法

つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
十
四
条
の
三
第
二
項
（
法
第
二

第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の

十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二
第

二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
（
以

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
（
以
下
こ

下
こ
の
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
に
お
い
て
「
医
薬
品
等
適
合
性
調
査
」
と

の
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
に
お
い
て
「
医
薬
品
等
適
合
性
調
査
」
と
い
う

い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
厚
生
労
働
大
臣
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
医
薬
品
等
適
合
性
調
査
の
結
果
の
通
知
）

（
医
薬
品
等
適
合
性
調
査
の
結
果
の
通
知
）

第
二
十
三
条

法
第
十
四
条
第
六
項
（
同
条
第
十
三
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第

第
二
十
三
条

法
第
十
四
条
第
七
項
（
同
条
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
八
項
（
法
第
十
九
条
の

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
九
項
（
法
第
十
九
条
の

二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
二
の
二
の

二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第

二
第
二
項
（
法
第
十
四
条
の
三
第
二
項
（
法
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準

二
項
（
法
第
十
四
条
の
三
第
二
項
（
法
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の

を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第

二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
又
は

五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
又
は
第
八

第
八
十
条
第
二
項
（
第
七
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
医
薬

十
条
第
二
項
（
第
七
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
医
薬
品
等

品
等
適
合
性
調
査
を
行
う
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
医
薬
品
等
適
合
性

適
合
性
調
査
を
行
う
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
医
薬
品
等
適
合
性
調
査

調
査
実
施
者
」
と
い
う
。
）
と
、
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
若
し
く
は
第

実
施
者
」
と
い
う
。
）
と
、
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
若
し
く
は
第
八
十

八
十
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
当
該
品

条
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
当
該
品
目
に

目
に
係
る
製
造
販
売
業
の
許
可
を
行
う
者
（
以
下
こ
の
条
、
第
二
十
六
条
の

係
る
製
造
販
売
業
の
許
可
を
行
う
者
（
以
下
こ
の
条
、
第
二
十
六
条
の
二
及

二
及
び
第
三
十
二
条
の
五
に
お
い
て
「
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
許
可
権
者
」

び
第
三
十
二
条
の
五
に
お
い
て
「
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
許
可
権
者
」
と
い

と
い
う
。
）
又
は
法
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
十
三
項
（
法
第
十
九
条
の
二

う
。
）
又
は
法
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
第

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項

一
項
の
規
定
若
し
く
は
第
八
十
条
第
二
項
（
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。

の
規
定
若
し
く
は
第
八
十
条
第
二
項
（
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の

）
の
規
定
に
よ
り
当
該
品
目
に
係
る
承
認
を
行
う
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
第

規
定
に
よ
り
当
該
品
目
に
係
る
承
認
を
行
う
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十

二
十
六
条
の
二
に
お
い
て
「
医
薬
品
等
承
認
権
者
」
と
い
う
。
）
が
異
な
る

六
条
の
二
に
お
い
て
「
医
薬
品
等
承
認
権
者
」
と
い
う
。
）
が
異
な
る
場
合

場
合
に
は
、
医
薬
品
等
適
合
性
調
査
実
施
者
は
、
医
薬
品
等
適
合
性
調
査
を

に
は
、
医
薬
品
等
適
合
性
調
査
実
施
者
は
、
医
薬
品
等
適
合
性
調
査
を
行
つ

行
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の

そ
の
結
果
を
機
構
を
経
由
し
て
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
許
可
権
者
又
は
医
薬

結
果
を
機
構
を
経
由
し
て
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
許
可
権
者
又
は
医
薬
品
等

品
等
承
認
権
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

承
認
権
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
医
薬
品
等
適
合
性
調
査
の
特
例
）

（
医
薬
品
等
適
合
性
調
査
の
特
例
）

第
二
十
五
条

法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
承
認
を
受

第
二
十
五
条

法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
承
認
を
受

け
た
者
が
当
該
品
目
に
つ
い
て
承
認
さ
れ
た
事
項
の
一
部
を
変
更
し
よ
う
と

け
た
者
が
当
該
品
目
に
つ
い
て
承
認
さ
れ
た
事
項
の
一
部
を
変
更
し
よ
う
と

す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
変
更
が
当
該
品
目
の
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理

す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
変
更
が
当
該
品
目
の
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
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の
方
法
に
影
響
を
与
え
な
い
も
の
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る

の
方
法
に
影
響
を
与
え
な
い
も
の
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る

。
）
で
あ
る
と
き
は
、
法
第
十
四
条
第
十
三
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項

。
）
で
あ
る
と
き
は
、
法
第
十
四
条
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
準

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
十
四
条
第
六
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

用
す
る
法
第
十
四
条
第
七
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２

法
第
十
四
条
第
十
三
項
に
お
い
て
同
条
第
六
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合

２

法
第
十
四
条
第
十
五
項
に
お
い
て
同
条
第
七
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合

に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
第
一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
同
項

に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
第
一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
同
項

の
承
認
を
受
け
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す

の
承
認
を
受
け
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
五
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
」
と
、
「
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
、
及
び
当
該
承
認
の
取

る
者
」
と
、
「
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
、
及
び
当
該
承
認
の
取

得
後
三
年
を
下
ら
な
い
政
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
ご
と
に
」
と
あ
る

得
後
三
年
を
下
ら
な
い
政
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
ご
と
に
」
と
あ
る

の
は
「
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

の
は
「
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

る
。

（
医
薬
品
の
製
造
販
売
の
承
認
に
お
け
る
優
先
審
査
等
に
係
る
我
が
国
と
同

等
の
水
準
の
承
認
制
度
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
制
度
を
有
す
る
国
）

第
二
十
五
条
の
二

法
第
十
四
条
第
九
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
国
は
、
ア

（
新
設
）

メ
リ
カ
合
衆
国
、
英
国
、
カ
ナ
ダ
、
ド
イ
ツ
又
は
フ
ラ
ン
ス
と
す
る
。

（
機
構
を
経
由
し
な
い
で
行
う
承
認
の
申
請
の
範
囲
）

（
機
構
を
経
由
し
な
い
で
行
う
承
認
の
申
請
の
範
囲
）

第
二
十
六
条

法
第
十
四
条
第
十
五
項
（
法
第
十
四
条
の
五
第
一
項
（
法
第
十

第
二
十
六
条

法
第
十
四
条
第
十
七
項
（
法
第
十
四
条
の
五
第
一
項
（
法
第
十

九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
十
九
条
の
二
第

九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
十
九
条
の
二
第

五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る

五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る

承
認
の
申
請
は
、
次
に
掲
げ
る
医
薬
品
及
び
医
薬
部
外
品
に
つ
い
て
の
承
認

承
認
の
申
請
は
、
次
に
掲
げ
る
医
薬
品
及
び
医
薬
部
外
品
に
つ
い
て
の
承
認

の
申
請
と
す
る
。

の
申
請
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
緊
急
承
認
に
係
る
医
薬
品
の
範
囲
）

（
緊
急
承
認
に
係
る
医
薬
品
の
範
囲
）

第
二
十
六
条
の
七

法
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
二

第
二
十
六
条
の
七

法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
医
薬
品
は

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
医
薬
品
は
、
新

、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
の
コ

の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
二
年
一
月
に
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら
世
界
保

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
二
年
一
月
に
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら
世
界
保
健
機

健
機
関
に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
新
た
に
報
告
さ

関
に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
新
た
に
報
告
さ
れ
た
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れ
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
第
二
十
八
条
第
一
項
に
お
い

も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
第
二
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
同

て
同
じ
。
）
に
係
る
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
法
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一

じ
。
）
に
係
る
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号

項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

及
び
第
三
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

（
機
構
に
よ
る
医
薬
品
等
審
査
等
に
係
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
及
び
化
粧

（
機
構
に
よ
る
医
薬
品
等
審
査
等
に
係
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
及
び
化
粧

品
の
範
囲
）

品
の
範
囲
）

第
二
十
七
条

法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及

第
二
十
七
条

法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及

び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
（
法

。
）
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
五
項
（
法

第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
九

第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
九

条
の
二
第
一
項
の
承
認
の
た
め
の
審
査
及
び
法
第
十
四
条
第
五
項
（
同
条
第

条
の
二
第
一
項
の
承
認
の
た
め
の
審
査
及
び
法
第
十
四
条
第
六
項
若
し
く
は

十
三
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

第
十
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項

及
び
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お

十
四
条
の
二
の
二
第
三
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
（
法
第

場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
二
項
（
法
第
十
四
条
第

十
四
条
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限

三
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第

り
、
法
第
十
四
条
の
三
第
二
項
（
法
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

十
四
条
の
三
第
二
項
（
法
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
行
わ
せ
る
場
合
に
お
け
る
法
第
十
四
条
の

の
規
定
に
よ
る
調
査
を
行
わ
せ
る
場
合
に
お
け
る
法
第
十
四
条
の
二
の
三
第

二
の
三
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ

一
項
の
政
令
で
定
め
る
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が

る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
、
医
薬
部
外
品
（
専
ら
動

目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
、
医
薬
部
外
品
（
専
ら
動
物
の
た
め

物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
又

に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
化
粧
品

は
化
粧
品
は
、
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た

は
、
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用

め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
、
医
薬
部

さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
、
医
薬
部
外
品
（
専

外
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の

ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。

を
除
く
。
）
又
は
化
粧
品
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又

）
又
は
化
粧
品
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品

は
化
粧
品
以
外
の
も
の
と
す
る
。

以
外
の
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
法
第
十
四
条
第
六

２

法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
法
第
十
四
条
第
七

項
（
同
条
第
十
三
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

項
（
同
条
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
及
び
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

を
含
む
。
）
及
び
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
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む
。
）
若
し
く
は
第
八
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

む
。
）
若
し
く
は
第
九
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
二
項
（
医
薬
品
の
製
造

場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
（
医
薬
品
の
製
造
所
に

所
に
お
け
る
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部

お
け
る
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に

分
に
限
り
、
法
第
十
四
条
の
三
第
二
項
（
法
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準

限
り
、
法
第
十
四
条
の
三
第
二
項
（
法
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
行
わ
せ
る
場
合
に
お
け
る
法
第
十

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
行
わ
せ
る
場
合
に
お
け
る
法
第
十
四
条

四
条
の
二
の
三
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使

の
二
の
三
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ

用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
、
医
薬
部
外
品
（

れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
、
医
薬
部
外
品
（
専
ら

専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く

動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

。
）
又
は
化
粧
品
は
、
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
（
専
ら
動

又
は
化
粧
品
は
、
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の

物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
、

た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
、
医
薬

医
薬
部
外
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い

部
外
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も

る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
化
粧
品
の
う
ち
、
第
八
十
条
第
二
項
第
七
号
に
規

の
を
除
く
。
）
又
は
化
粧
品
の
う
ち
、
第
八
十
条
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す

定
す
る
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
以
外
の
も
の
と
す
る
。

る
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
以
外
の
も
の
と
す
る
。

（
特
例
承
認
）

（
特
例
承
認
）

第
二
十
八
条

（
略
）

第
二
十
八
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
十
四
条
の
三
第
三
項
（
法
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

３

法
第
十
四
条
の
三
第
三
項
（
法
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。

合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。

一

当
該
品
目
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
と
し
て
厚
生

一

当
該
品
目
の
使
用
の
成
績
そ
の
他
そ
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に

労
働
省
令
で
定
め
る
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告

関
す
る
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
す
る
措
置

す
る
措
置

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

（
機
構
に
よ
る
再
審
査
の
確
認
等
の
実
施
に
関
す
る
技
術
的
読
替
え
）

（
機
構
に
よ
る
再
審
査
の
確
認
等
の
実
施
に
関
す
る
技
術
的
読
替
え
）

第
三
十
条

法
第
十
四
条
の
五
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す

第
三
十
条

法
第
十
四
条
の
五
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り

と
す
る
。

と
す
る
。

法
の
規
定
中
読
み

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

法
の
規
定
中
読
み

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

替
え
る
規
定

替
え
る
規
定
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第
十
四
条
第
十
五

第
一
項
及
び
第
十
三
項

第
十
四
条
の
四
第
一
項

第
十
四
条
第
十
七

第
一
項
及
び
第
十
五
項

第
十
四
条
の
四
第
一
項

項

の
承
認

（
第
十
九
条
の
四
に
お

項

の
承
認

（
第
十
九
条
の
四
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を

い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
次
条
に
お
い
て

含
む
。
次
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
再
審
査

同
じ
。
）
の
再
審
査

第
十
四
条
の
二
の

（
略
）

（
略
）

第
十
四
条
の
二
の

（
略
）

（
略
）

三
第
一
項

第
十
四
条
の
承
認
の
た

第
十
四
条
の
四
第
四
項

三
第
一
項

第
十
四
条
の
承
認
の
た

第
十
四
条
の
四
第
四
項

め
の
審
査
、
同
条
第
五

（
第
十
九
条
の
四
に
お

め
の
審
査
、
同
条
第
六

（
第
十
九
条
の
四
に
お

項
及
び
第
六
項
（
こ
れ

い
て
準
用
す
る
場
合
を

項
及
び
第
七
項
（
こ
れ

い
て
準
用
す
る
場
合
を

ら
の
規
定
を
同
条
第
十

含
む
。
）
の
規
定
に
よ

ら
の
規
定
を
同
条
第
十

含
む
。
）
の
規
定
に
よ

三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
確
認
及
び
第
十
四
条

五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
確
認
及
び
第
十
四
条

る
場
合
を
含
む
。
）
並

の
四
第
六
項
（
第
十
九

る
場
合
を
含
む
。
）
、

の
四
第
六
項
（
第
十
九

び
に
第
八
項
、
第
十
四

条
の
四
に
お
い
て
準
用

第
九
項
並
び
に
第
十
三

条
の
四
に
お
い
て
準
用

条
の
二
第
二
項
、
第
十

す
る
場
合
を
含
む
。
）

項
（
同
条
第
十
五
項
に

す
る
場
合
を
含
む
。
）

四
条
の
二
の
二
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
調
査

お
い
て
準
用
す
る
場
合

の
規
定
に
よ
る
調
査

並
び
に
前
条
第
二
項
（

を
含
む
。
）
、
第
十
四

次
条
第
二
項
に
お
い
て

条
の
二
第
二
項
並
び
に

準
用
す
る
場
合
を
含
む

前
条
第
二
項
（
次
条
第

。
）
の
規
定
に
よ
る
調

二
項
に
お
い
て
準
用
す

査
並
び
に
第
十
四
条
の

る
場
合
を
含
む
。
）
の

二
第
三
項
の
規
定
に
よ

規
定
に
よ
る
調
査
並
び

る
基
準
確
認
証
の
交
付

に
第
十
四
条
の
二
第
三

及
び
同
条
第
五
項
の
規

項
の
規
定
に
よ
る
基
準

定
に
よ
る
基
準
確
認
証

確
認
証
の
交
付
及
び
同

の
返
還
の
受
付

条
第
五
項
の
規
定
に
よ

る
基
準
確
認
証
の
返
還

の
受
付

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
四
条
の
二
の

（
略
）

（
略
）

第
十
四
条
の
二
の

（
略
）

（
略
）

三
第
三
項

第
十
四
条
の
承
認
の
申

第
十
四
条
の
四
第
一
項

三
第
三
項

第
十
四
条
の
承
認
の
申

第
十
四
条
の
四
第
一
項
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請
者
、
同
条
第
六
項
（

の
再
審
査
の
申
請
者
は

請
者
、
同
条
第
七
項
若

の
再
審
査
の
申
請
者
は

同
条
第
十
三
項
に
お
い

、
機
構
が
行
う
医
薬
品

し
く
は
第
十
三
項
（
こ

、
機
構
が
行
う
医
薬
品

て
準
用
す
る
場
合
を
含

確
認
等
を
受
け
な
け
れ

れ
ら
の
規
定
を
同
条
第

確
認
等
を
受
け
な
け
れ

む
。
）
、
第
十
四
条
の

ば

十
五
項
に
お
い
て
準
用

ば

二
第
二
項
若
し
く
は
第

す
る
場
合
を
含
む
。
）

十
四
条
の
二
の
二
第
三

若
し
く
は
第
十
四
条
の

項
の
規
定
に
よ
る
調
査

二
第
二
項
の
規
定
に
よ

の
申
請
者
又
は
第
十
四

る
調
査
の
申
請
者
又
は

条
の
二
第
五
項
の
規
定

同
条
第
五
項
の
規
定
に

に
よ
り
基
準
確
認
証
を

よ
り
基
準
確
認
証
を
返

返
還
す
る
者
は
、
機
構

還
す
る
者
は
、
機
構
が

が
行
う
審
査
、
調
査
若

行
う
審
査
、
調
査
若
し

し
く
は
基
準
確
認
証
の

く
は
基
準
確
認
証
の
交

交
付
を
受
け
、
又
は
機

付
を
受
け
、
又
は
機
構

構
に
基
準
確
認
証
を
返

に
基
準
確
認
証
を
返
還

還
し
な
け
れ
ば

し
な
け
れ
ば

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
機
構
に
よ
る
再
評
価
の
確
認
等
の
実
施
に
関
す
る
技
術
的
読
替
え
）

（
機
構
に
よ
る
再
評
価
の
確
認
等
の
実
施
に
関
す
る
技
術
的
読
替
え
）

第
三
十
二
条

法
第
十
四
条
の
七
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用

第
三
十
二
条

法
第
十
四
条
の
七
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お

り
と
す
る
。

り
と
す
る
。

法
の
規
定
中
読
み

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

法
の
規
定
中
読
み

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

替
え
る
規
定

替
え
る
規
定

第
十
四
条
の
二
の

（
略
）

（
略
）

第
十
四
条
の
二
の

（
略
）

（
略
）

三
第
一
項

第
十
四
条
の
承
認
の
た

第
十
四
条
の
六
第
二
項

三
第
一
項

第
十
四
条
の
承
認
の
た

第
十
四
条
の
六
第
二
項

め
の
審
査
、
同
条
第
五

（
第
十
九
条
の
四
に
お

め
の
審
査
、
同
条
第
六

（
第
十
九
条
の
四
に
お

項
及
び
第
六
項
（
こ
れ

い
て
準
用
す
る
場
合
を

項
及
び
第
七
項
（
こ
れ

い
て
準
用
す
る
場
合
を

ら
の
規
定
を
同
条
第
十

含
む
。
）
の
規
定
に
よ

ら
の
規
定
を
同
条
第
十

含
む
。
）
の
規
定
に
よ

三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
確
認
及
び
第
十
四
条

五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
確
認
及
び
第
十
四
条

る
場
合
を
含
む
。
）
並

の
六
第
五
項
（
第
十
九

る
場
合
を
含
む
。
）
、

の
六
第
五
項
（
第
十
九
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び
に
第
八
項
、
第
十
四

条
の
四
に
お
い
て
準
用

第
九
項
並
び
に
第
十
三

条
の
四
に
お
い
て
準
用

条
の
二
第
二
項
、
第
十

す
る
場
合
を
含
む
。
）

項
（
同
条
第
十
五
項
に

す
る
場
合
を
含
む
。
）

四
条
の
二
の
二
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
調
査

お
い
て
準
用
す
る
場
合

の
規
定
に
よ
る
調
査

並
び
に
前
条
第
二
項
（

を
含
む
。
）
、
第
十
四

次
条
第
二
項
に
お
い
て

条
の
二
第
二
項
並
び
に

準
用
す
る
場
合
を
含
む

前
条
第
二
項
（
次
条
第

。
）
の
規
定
に
よ
る
調

二
項
に
お
い
て
準
用
す

査
並
び
に
第
十
四
条
の

る
場
合
を
含
む
。
）
の

二
第
三
項
の
規
定
に
よ

規
定
に
よ
る
調
査
並
び

る
基
準
確
認
証
の
交
付

に
第
十
四
条
の
二
第
三

及
び
同
条
第
五
項
の
規

項
の
規
定
に
よ
る
基
準

定
に
よ
る
基
準
確
認
証

確
認
証
の
交
付
及
び
同

の
返
還
の
受
付

条
第
五
項
の
規
定
に
よ

る
基
準
確
認
証
の
返
還

の
受
付

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
四
条
の
二
の

（
略
）

（
略
）

第
十
四
条
の
二
の

（
略
）

（
略
）

三
第
三
項

第
十
四
条
の
承
認
の
申

第
十
四
条
の
六
第
一
項

三
第
三
項

第
十
四
条
の
承
認
の
申

第
十
四
条
の
六
第
一
項

請
者
、
同
条
第
六
項
（

の
再
評
価
の
申
請
者
は

請
者
、
同
条
第
七
項
若

の
再
評
価
の
申
請
者
は

同
条
第
十
三
項
に
お
い

、
機
構
が
行
う
医
薬
品

し
く
は
第
十
三
項
（
こ

、
機
構
が
行
う
医
薬
品

て
準
用
す
る
場
合
を
含

確
認
等
を
受
け
な
け
れ

れ
ら
の
規
定
を
同
条
第

確
認
等
を
受
け
な
け
れ

む
。
）
、
第
十
四
条
の

ば

十
五
項
に
お
い
て
準
用

ば

二
第
二
項
若
し
く
は
第

す
る
場
合
を
含
む
。
）

十
四
条
の
二
の
二
第
三

若
し
く
は
第
十
四
条
の

項
の
規
定
に
よ
る
調
査

二
第
二
項
の
規
定
に
よ

の
申
請
者
又
は
第
十
四

る
調
査
の
申
請
者
又
は

条
の
二
第
五
項
の
規
定

同
条
第
五
項
の
規
定
に

に
よ
り
基
準
確
認
証
を

よ
り
基
準
確
認
証
を
返

返
還
す
る
者
は
、
機
構

還
す
る
者
は
、
機
構
が

が
行
う
審
査
、
調
査
若

行
う
審
査
、
調
査
若
し
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し
く
は
基
準
確
認
証
の

く
は
基
準
確
認
証
の
交

交
付
を
受
け
、
又
は
機

付
を
受
け
、
又
は
機
構

構
に
基
準
確
認
証
を
返

に
基
準
確
認
証
を
返
還

還
し
な
け
れ
ば

し
な
け
れ
ば

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
機
構
に
よ
る
医
薬
品
等
変
更
計
画
確
認
及
び
医
薬
品
等
適
合
性
確
認
の
実

（
機
構
に
よ
る
医
薬
品
等
変
更
計
画
確
認
及
び
医
薬
品
等
適
合
性
確
認
の
実

施
に
関
す
る
技
術
的
読
替
え
）

施
に
関
す
る
技
術
的
読
替
え
）

第
三
十
二
条
の
四

法
第
十
四
条
の
七
の
二
第
九
項
（
法
第
十
九
条
の
四
に
お

第
三
十
二
条
の
四

法
第
十
四
条
の
七
の
二
第
九
項
（
法
第
十
九
条
の
四
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の

表
の
と
お
り
と
す
る
。

表
の
と
お
り
と
す
る
。

法
の
規
定
中
読
み

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

法
の
規
定
中
読
み

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

替
え
る
規
定

替
え
る
規
定

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
四
条
の
二
の

（
略
）

（
略
）

第
十
四
条
の
二
の

（
略
）

（
略
）

三
第
三
項

同
項
の
政
令
で
定
め
る

医
薬
品
等
変
更
計
画
確

三
第
三
項

同
項
の
政
令
で
定
め
る

医
薬
品
等
変
更
計
画
確

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品

認
等
の
申
請
者

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品

認
等
の
申
請
者

又
は
化
粧
品
に
つ
い
て

又
は
化
粧
品
に
つ
い
て

第
十
四
条
の
承
認
の
申

第
十
四
条
の
承
認
の
申

請
者
、
同
条
第
六
項
（

請
者
、
同
条
第
七
項
若

同
条
第
十
三
項
に
お
い

し
く
は
第
十
三
項
（
こ

て
準
用
す
る
場
合
を
含

れ
ら
の
規
定
を
同
条
第

む
。
）
、
第
十
四
条
の

十
五
項
に
お
い
て
準
用

二
第
二
項
若
し
く
は
第

す
る
場
合
を
含
む
。
）

十
四
条
の
二
の
二
第
三

若
し
く
は
第
十
四
条
の

項
の
規
定
に
よ
る
調
査

二
第
二
項
の
規
定
に
よ

の
申
請
者
又
は
第
十
四

る
調
査
の
申
請
者
又
は

条
の
二
第
五
項
の
規
定

同
条
第
五
項
の
規
定
に

に
よ
り
基
準
確
認
証
を

よ
り
基
準
確
認
証
を
返

返
還
す
る
者

還
す
る
者

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
承
認
台
帳
）

（
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
承
認
台
帳
）

第
三
十
七
条
の
十
九

厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項

第
三
十
七
条
の
十
九

厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項

及
び
第
十
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

及
び
第
十
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
の
承
認
に
関
す

場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
の
承
認
に
関
す

る
台
帳
を
備
え
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
な
事
項

る
台
帳
を
備
え
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
な
事
項

を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
の
基
準
を
適
用
す
る
医
療
機
器
及
び
体

（
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
の
基
準
を
適
用
す
る
医
療
機
器
及
び
体

外
診
断
用
医
薬
品
の
範
囲
）

外
診
断
用
医
薬
品
の
範
囲
）

第
三
十
七
条
の
二
十

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
四
号
及
び
第
六
項

第
三
十
七
条
の
二
十

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
四
号
及
び
第
七
項

（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項

（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
医
療
機
器
又

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
医
療
機
器
又

は
体
外
診
断
用
医
薬
品
は
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る

は
体
外
診
断
用
医
薬
品
は
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る

医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
と
す
る
。

医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
と
す
る
。

（
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
の
基
準
に
係
る
調
査
の
期
間
）

（
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
の
基
準
に
係
る
調
査
の
期
間
）

第
三
十
七
条
の
二
十
一

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
（
法
第
二
十
三
条

第
三
十
七
条
の
二
十
一

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
七
項
（
法
第
二
十
三
条

の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め

の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め

る
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。

る
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。

（
医
療
機
器
等
適
合
性
調
査
の
申
請
）

（
医
療
機
器
等
適
合
性
調
査
の
申
請
）

第
三
十
七
条
の
二
十
二

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項

第
三
十
七
条
の
二
十
二

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
七
項
若
し
く
は
第
九
項

（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項

（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の

三
第
二
項
（
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
又
は
品
質
管

二
第
二
項
（
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
又
は
品
質
管

理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の

理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の

八
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

八
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
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を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
三
十
七
条
の
二

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
三
十
七
条
の
二

十
五
ま
で
に
お
い
て
「
医
療
機
器
等
適
合
性
調
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ

十
五
ま
で
に
お
い
て
「
医
療
機
器
等
適
合
性
調
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大

う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大

臣
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

臣
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
医
療
機
器
等
適
合
性
調
査
の
特
例
）

（
医
療
機
器
等
適
合
性
調
査
の
特
例
）

第
三
十
七
条
の
二
十
五

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条

第
三
十
七
条
の
二
十
五

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条

の
二
の
十
七
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
が
当
該
品
目
に
つ
い
て
承
認
さ
れ

の
二
の
十
七
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
が
当
該
品
目
に
つ
い
て
承
認
さ
れ

た
事
項
の
一
部
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
変
更
が
当
該

た
事
項
の
一
部
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
変
更
が
当
該

品
目
の
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
影
響
を
与
え
な
い
も
の
（
厚
生

品
目
の
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
影
響
を
与
え
な
い
も
の
（
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
法
第
二
十
三
条
の

労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
法
第
二
十
三
条
の

二
の
五
第
十
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

二
の
五
第
十
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十

る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十

三
条
の
二
の
五
第
六
項
及
び
第
八
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

三
条
の
二
の
五
第
七
項
及
び
第
九
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
三
項
に
お
い
て
同
条
第
六
項
又
は
第
八
項

２

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
五
項
に
お
い
て
同
条
第
七
項
又
は
第
九
項

の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
第
一
項
の
承

の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
第
一
項
の
承

認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
同
項
の
承
認
を
受
け
た
者
」
と
あ
る
の
は
「

認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
同
項
の
承
認
を
受
け
た
者
」
と
あ
る
の
は
「

第
十
三
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
当
該
承

第
十
五
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
」
と
、
同
条
第
七
項
中
「
当
該
承

認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
、
及
び
当
該
承
認
の
取
得
後
三
年
を
下
ら
な
い

認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
、
及
び
当
該
承
認
の
取
得
後
三
年
を
下
ら
な
い

政
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
ご
と
に
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
承
認
を
受

政
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
ご
と
に
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
承
認
を
受

け
よ
う
と
す
る
と
き
は
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

け
よ
う
と
す
る
と
き
は
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
の
承
認
に
お
け
る
優
先

審
査
等
に
係
る
我
が
国
と
同
等
の
水
準
の
承
認
制
度
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る

制
度
を
有
す
る
国
）

第
三
十
七
条
の
二
十
六

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
九
項
第
一
号
の
政
令
で

（
新
設
）

定
め
る
国
は
、
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い

る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
以
外
の
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用

医
薬
品
の
製
造
販
売
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
す
る
。
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（
機
構
を
経
由
し
な
い
で
行
う
承
認
の
申
請
の
範
囲
）

第
三
十
七
条
の
二
十
七

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
五
項
（
法
第
二
十
三

（
新
設
）

条
の
二
の
十
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
承
認
の
申
請
は
、
専
ら

動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
療
機
器
及
び
体

外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
の
承
認
の
申
請
と
す
る
。

第
三
十
七
条
の
二
十
八
・
第
三
十
七
条
の
二
十
九

（
略
）

第
三
十
七
条
の
二
十
六
・
第
三
十
七
条
の
二
十
七

（
略
）

（
機
構
を
経
由
し
な
い
で
行
う
承
認
の
申
請
の
範
囲
）

（
削
る
）

第
三
十
七
条
の
二
十
八

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
七
項
（
法
第
二
十
三

条
の
二
の
十
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
承
認
の
申
請
は
、
専
ら

動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
療
機
器
及
び
体

外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
の
承
認
の
申
請
と
す
る
。

（
機
構
に
よ
る
医
療
機
器
等
審
査
等
に
係
る
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医

（
機
構
に
よ
る
医
療
機
器
等
審
査
等
に
係
る
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医

薬
品
の
範
囲
）

薬
品
の
範
囲
）

第
三
十
七
条
の
三
十

次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七

第
三
十
七
条
の
二
十
九

次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の

第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用

七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準

す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
政
令
で
定
め
る
医

用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
政
令
で
定
め
る

療
機
器
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も

医
療
機
器
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る

の
を
除
く
。
）
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ

も
の
を
除
く
。
）
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ

る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
法
第
二
十
三
条
の
二

れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
法
第
二
十
三
条
の

の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
機
器
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ

二
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
機
器
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る

と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
専

こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
（

ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。

専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く

）
と
す
る
。

。
）
と
す
る
。
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一

法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
法
第
二
十
三

一

法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
法
第
二
十
三

条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七

条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の

十
七
第
一
項
の
承
認
の
た
め
の
審
査
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
五

十
七
第
一
項
の
承
認
の
た
め
の
審
査
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六

項
（
同
条
第
十
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準

項
若
し
く
は
第
十
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
五
項
（
法
第
二
十

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お

三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
三
項

第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第

。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の

三
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法

五
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り

第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に

、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
第
一

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
行
わ
せ

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
行

る
場
合

わ
せ
る
場
合

二

法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
法
第
二
十
三

二

法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
法
第
二
十
三

条
の
二
の
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
三

条
の
二
の
五
第
七
項
若
し
く
は
第
九
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
五

項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
二
項
（
医
療
機
器
又

合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
（
医
療
機
器
又

は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の

は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の

調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
二
項
（
法
第
二

調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
二
項
（
法
第
二

十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び

十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び

第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
調
査
並
び
に
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
第
一
項
の
規
定
に

の
規
定
に
よ
る
調
査
並
び
に
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
基
準
適
合
証
の
交
付
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
適
合
証

よ
る
基
準
適
合
証
の
交
付
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
適
合
証

の
返
還
の
受
付
を
行
わ
せ
る
場
合

の
返
還
の
受
付
を
行
わ
せ
る
場
合

（
特
例
承
認
を
受
け
た
者
に
義
務
と
し
て
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
措
置
）

（
特
例
承
認
を
受
け
た
者
に
義
務
と
し
て
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
措
置
）

第
三
十
七
条
の
三
十
一

法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条

第
三
十
七
条
の
三
十

法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の

の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め

二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る

る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。

措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。
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一

当
該
品
目
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
と
し
て
厚
生

一

当
該
品
目
の
使
用
の
成
績
そ
の
他
そ
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に

労
働
省
令
で
定
め
る
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告

関
す
る
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
す
る
措
置

す
る
措
置

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

第
三
十
七
条
の
三
十
二

（
略
）

第
三
十
七
条
の
三
十
一

（
略
）

（
機
構
に
よ
る
使
用
成
績
評
価
の
確
認
等
の
実
施
に
関
す
る
技
術
的
読
替
え

（
機
構
に
よ
る
使
用
成
績
評
価
の
確
認
等
の
実
施
に
関
す
る
技
術
的
読
替
え

）

）

第
三
十
七
条
の
三
十
三

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条

第
三
十
七
条
の
三
十
二

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条

の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
技
術
的

の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
技
術
的

読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

法
の
規
定
中
読
み

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

法
の
規
定
中
読
み

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

替
え
る
規
定

替
え
る
規
定

第
二
十
三
条
の
二

第
一
項
及
び
第
十
三
項

第
二
十
三
条
の
二
の
九

第
二
十
三
条
の
二

第
一
項
及
び
第
十
五
項

第
二
十
三
条
の
二
の
九

の
五
第
十
五
項

の
承
認

第
一
項
（
第
二
十
三
条

の
五
第
十
七
項

の
承
認

第
一
項
（
第
二
十
三
条

の
二
の
十
九
に
お
い
て

の
二
の
十
九
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む

準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
第
二
十
三
条
の
二
の

。
第
二
十
三
条
の
二
の

七
に
お
い
て
同
じ
。
）

七
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
使
用
成
績
に
関
す
る

の
使
用
成
績
に
関
す
る

評
価

評
価

第
二
十
三
条
の
二

第
二
十
三
条
の
二
の
五

第
二
十
三
条
の
二
の
九

第
二
十
三
条
の
二

第
二
十
三
条
の
二
の
五

第
二
十
三
条
の
二
の
九

の
七
第
一
項

の
承
認
の
た
め
の
審
査

第
三
項
（
第
二
十
三
条

の
七
第
一
項

の
承
認
の
た
め
の
審
査

第
三
項
（
第
二
十
三
条

、
同
条
第
五
項
、
第
六

の
二
の
十
九
に
お
い
て

、
同
条
第
六
項
、
第
七

の
二
の
十
九
に
お
い
て

項
及
び
第
八
項
（
こ
れ

準
用
す
る
場
合
を
含
む

項
、
第
九
項
及
び
第
十

準
用
す
る
場
合
を
含
む

ら
の
規
定
を
同
条
第
十

。
）
の
規
定
に
よ
る
確

三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定

。
）
の
規
定
に
よ
る
確

三
項
に
お
い
て
準
用
す

認
及
び
第
二
十
三
条
の

を
同
条
第
十
五
項
に
お

認
及
び
第
二
十
三
条
の

る
場
合
を
含
む
。
）
、

二
の
九
第
五
項
（
第
二

い
て
準
用
す
る
場
合
を

二
の
九
第
五
項
（
第
二

第
二
十
三
条
の
二
の
六

十
三
条
の
二
の
十
九
に

含
む
。
）
、
前
条
第
二

十
三
条
の
二
の
十
九
に

の
二
第
三
項
、
前
条
第

お
い
て
準
用
す
る
場
合

項
（
次
条
第
二
項
に
お

お
い
て
準
用
す
る
場
合
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二
項
（
次
条
第
二
項
に

を
含
む
。
）

い
て
準
用
す
る
場
合
を

を
含
む
。
）

お
い
て
準
用
す
る
場
合

含
む
。
）
並
び
に
第
二

を
含
む
。
）
並
び
に
第

十
三
条
の
二
の
十
の
二

二
十
三
条
の
二
の
十
の

第
八
項

二
第
八
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
十
三
条
の
二

（
略
）

（
略
）

第
二
十
三
条
の
二

（
略
）

（
略
）

の
七
第
三
項

、
同
条
第
六
項
（
同
条

は
、
機
構
が
行
う
医
療

の
七
第
三
項

、
同
条
第
七
項
若
し
く

は
、
機
構
が
行
う
医
療

第
十
三
項
に
お
い
て
準

機
器
等
確
認
等
を
受
け

は
第
十
三
項
（
こ
れ
ら

機
器
等
確
認
等
を
受
け

用
す
る
場
合
を
含
む
。

な
け
れ
ば

の
規
定
を
同
条
第
十
五

な
け
れ
ば

）
若
し
く
は
第
二
十
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る

条
の
二
の
六
の
二
第
三

場
合
を
含
む
。
）
の
調

項
の
調
査
の
申
請
者
又

査
の
申
請
者
又
は
第
二

は
第
二
十
三
条
の
二
の

十
三
条
の
二
の
六
第
三

六
第
三
項
の
規
定
に
よ

項
の
規
定
に
よ
り
基
準

り
基
準
適
合
証
を
返
還

適
合
証
を
返
還
す
る
者

す
る
者
は
、
機
構
が
行

は
、
機
構
が
行
う
審
査

う
審
査
、
調
査
若
し
く

、
調
査
若
し
く
は
基
準

は
基
準
適
合
証
の
交
付

適
合
証
の
交
付
を
受
け

を
受
け
、
又
は
機
構
に

、
又
は
機
構
に
基
準
適

基
準
適
合
証
を
返
還
し

合
証
を
返
還
し
な
け
れ

な
け
れ
ば

ば

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
七
条
の
三
十
四
・
第
三
十
七
条
の
三
十
五

（
略
）

第
三
十
七
条
の
三
十
三
・
第
三
十
七
条
の
三
十
四

（
略
）

（
機
構
に
よ
る
医
療
機
器
等
変
更
計
画
確
認
及
び
医
療
機
器
等
適
合
性
確
認

（
機
構
に
よ
る
医
療
機
器
等
変
更
計
画
確
認
及
び
医
療
機
器
等
適
合
性
確
認

の
実
施
に
関
す
る
技
術
的
読
替
え
）

の
実
施
に
関
す
る
技
術
的
読
替
え
）

第
三
十
七
条
の
三
十
六

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
十
項
（
法
第
二
十

第
三
十
七
条
の
三
十
五

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
十
項
（
法
第
二
十

三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
技

三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
技
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術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

法
の
規
定
中
読
み

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

法
の
規
定
中
読
み

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

替
え
る
規
定

替
え
る
規
定

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
十
三
条
の
二

（
略
）

（
略
）

第
二
十
三
条
の
二

（
略
）

（
略
）

の
七
第
三
項

同
項
の
政
令
で
定
め
る

医
療
機
器
等
変
更
計
画

の
七
第
三
項

同
項
の
政
令
で
定
め
る

医
療
機
器
等
変
更
計
画

医
療
機
器
又
は
体
外
診

確
認
等
の
申
請
者

医
療
機
器
又
は
体
外
診

確
認
等
の
申
請
者

断
用
医
薬
品
に
つ
い
て

断
用
医
薬
品
に
つ
い
て

第
二
十
三
条
の
二
の
五

第
二
十
三
条
の
二
の
五

の
承
認
の
申
請
者
、
同

の
承
認
の
申
請
者
、
同

条
第
六
項
（
同
条
第
十

条
第
七
項
若
し
く
は
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す

十
三
項
（
こ
れ
ら
の
規

る
場
合
を
含
む
。
）
若

定
を
同
条
第
十
五
項
に

し
く
は
第
二
十
三
条
の

お
い
て
準
用
す
る
場
合

二
の
六
の
二
第
三
項
の

を
含
む
。
）
の
調
査
の

調
査
の
申
請
者
又
は
第

申
請
者
又
は
第
二
十
三

二
十
三
条
の
二
の
六
第

条
の
二
の
六
第
三
項
の

三
項
の
規
定
に
よ
り
基

規
定
に
よ
り
基
準
適
合

準
適
合
証
を
返
還
す
る

証
を
返
還
す
る
者

者（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
七
条
の
三
十
七
～
第
三
十
七
条
の
四
十

（
略
）

第
三
十
七
条
の
三
十
六
～
第
三
十
七
条
の
三
十
九

（
略
）

（
指
定
高
度
管
理
医
療
機
器
等
の
製
造
販
売
の
認
証
に
係
る
機
構
に
よ
る
調

査
の
立
会
い
等
に
関
す
る
技
術
的
読
替
え
）

第
四
十
条
の
五

法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
三
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
技

（
新
設
）

術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

法
の
規
定
中
読
み

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

替
え
る
規
定
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第
二
十
三
条
の
二

前
項

第
二
十
三
条
の
二
の
二

の
七
第
二
項

十
三
第
十
項

に
医
療
機
器
等
審
査
等

に
同
条
第
九
項
の
立
会

い
及
び
助
言
（
以
下
こ

の
項
及
び
第
六
項
に
お

い
て
「
立
会
い
等
」
と

い
う
。
）

当
該
医
療
機
器
等
審
査

当
該
立
会
い
等

等と
す
る
。
こ
の
場
合
に

と
す
る

お
い
て
、
厚
生
労
働
大

臣
は
、
第
二
十
三
条
の

二
の
五
の
承
認
を
す
る

と
き
は
、
機
構
が
第
六

項
の
規
定
に
よ
り
通
知

す
る
審
査
及
び
調
査
の

結
果
を
考
慮
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い

第
二
十
三
条
の
二

医
療
機
器
等
審
査
等
を

立
会
い
等
を
行
つ
た
と

の
七
第
六
項

行
つ
た
と
き
、
第
四
項

き
は

の
規
定
に
よ
る
届
出
を

受
理
し
た
と
き
、
又
は

前
項
の
規
定
に
よ
る
報

告
を
受
け
た
と
き
は

当
該
医
療
機
器
等
審
査

当
該
立
会
い
等
の
結
果

等
の
結
果
、
届
出
の
状

を

況
又
は
報
告
を
受
け
た

旨
を

第
四
十
条
の
六
・
第
四
十
条
の
七

（
略
）

第
四
十
条
の
五
・
第
四
十
条
の
六

（
略
）
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（
再
生
医
療
等
製
品
の
承
認
台
帳
）

（
再
生
医
療
等
製
品
の
承
認
台
帳
）

第
四
十
三
条
の
二
十
二

厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一

第
四
十
三
条
の
二
十
二

厚
生
労
働
大
臣
は
、
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一

項
及
び
第
十
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

項
及
び
第
十
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
一
項
の
承
認
に
関
す
る

場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
一
項
の
承
認
に
関
す
る

台
帳
を
備
え
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
な
事
項
を

台
帳
を
備
え
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
な
事
項
を

記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
再
生
医
療
等
製
品
適
合
性
調
査
の
申
請
）

（
再
生
医
療
等
製
品
適
合
性
調
査
の
申
請
）

第
四
十
三
条
の
二
十
四

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
（
同
条
第
十
三
項

第
四
十
三
条
の
二
十
四

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
（
同
条
第
十
一
項

（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

及
び
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

及
び
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
若
し
く
は
第
八
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

）
若
し
く
は
第
八
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
（
再
生
医
療

る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
（
再
生
医
療

等
製
品
の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の

等
製
品
の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の

調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
二
項
（
法
第
二
十

調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
二
項
（
法
第
二
十

三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三

三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三

条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

調
査
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
四
十
三
条
の
二
十
七
ま
で
に
お
い
て
「
再
生
医

調
査
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
四
十
三
条
の
二
十
七
ま
で
に
お
い
て
「
再
生
医

療
等
製
品
適
合
性
調
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労

療
等
製
品
適
合
性
調
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な

働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
再
生
医
療
等
製
品
適
合
性
調
査
の
特
例
）

（
再
生
医
療
等
製
品
適
合
性
調
査
の
特
例
）

第
四
十
三
条
の
二
十
七

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条

第
四
十
三
条
の
二
十
七

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条

の
三
十
七
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
が
当
該
品
目
に
つ
い
て
承
認
さ
れ
た

の
三
十
七
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
が
当
該
品
目
に
つ
い
て
承
認
さ
れ
た

事
項
の
一
部
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
変
更
が
当
該
品

事
項
の
一
部
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
変
更
が
当
該
品

目
の
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
影
響
を
与
え
な
い
も
の
（
厚
生
労

目
の
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
影
響
を
与
え
な
い
も
の
（
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
法
第
二
十
三
条
の
二

働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
法
第
二
十
三
条
の
二

十
五
第
十
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

十
五
第
十
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条

合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
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の
二
十
五
第
六
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

の
二
十
五
第
六
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三
項
に
お
い
て
同
条
第
六
項
の
規
定
を
準

２

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
一
項
に
お
い
て
同
条
第
六
項
の
規
定
を
準

用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
第
一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る

用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
第
一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
又
は
同
項
の
承
認
を
受
け
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
項
の
承
認
を
受

者
又
は
同
項
の
承
認
を
受
け
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
一
項
の
承
認
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
」
と
、
「
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
、
及
び
当

け
よ
う
と
す
る
者
」
と
、
「
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
、
及
び
当

該
承
認
の
取
得
後
三
年
を
下
ら
な
い
政
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
ご
と

該
承
認
の
取
得
後
三
年
を
下
ら
な
い
政
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
ご
と

に
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
」
と
読
み
替
え

に
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

（
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
の
承
認
に
お
け
る
優
先
審
査
等
に
係
る
我

が
国
と
同
等
の
水
準
の
承
認
制
度
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
制
度
を
有
す
る
国

）
第
四
十
三
条
の
二
十
八

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
九
項
第
一
号
の
政
令
で

（
新
設
）

定
め
る
国
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
英
国
、
カ
ナ
ダ
、
ド
イ
ツ
又
は
フ
ラ
ン

ス
と
す
る
。

（
機
構
を
経
由
し
な
い
で
行
う
承
認
の
申
請
の
範
囲
）

（
機
構
を
経
由
し
な
い
で
行
う
承
認
の
申
請
の
範
囲
）

第
四
十
三
条
の
二
十
九

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
五
項
（
法
第
二
十
三

第
四
十
三
条
の
二
十
八

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三
項
（
法
第
二
十
三

条
の
三
十
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

条
の
三
十
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準

含
む
。
）
並
び
に
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
承
認
の
申
請
は
、
専
ら
動
物
の

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
承
認
の
申
請
は
、
専
ら
動
物
の

た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い

た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い

て
の
承
認
の
申
請
と
す
る
。

て
の
承
認
の
申
請
と
す
る
。

第
四
十
三
条
の
三
十
～
第
四
十
三
条
の
三
十
六

（
略
）

第
四
十
三
条
の
二
十
九
～
第
四
十
三
条
の
三
十
五

（
略
）

（
特
例
承
認
を
受
け
た
者
に
義
務
と
し
て
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
措
置
）

（
特
例
承
認
を
受
け
た
者
に
義
務
と
し
て
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
措
置
）

第
四
十
三
条
の
三
十
七

法
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条

第
四
十
三
条
の
三
十
六

法
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条

の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
措

の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
措

置
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。

置
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。

一

当
該
品
目
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
と
し
て
厚
生

一

当
該
品
目
の
使
用
の
成
績
そ
の
他
そ
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
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労
働
省
令
で
定
め
る
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告

関
す
る
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
す
る
措
置

す
る
措
置

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

第
四
十
三
条
の
三
十
八

（
略
）

第
四
十
三
条
の
三
十
七

（
略
）

（
機
構
に
よ
る
再
審
査
の
確
認
等
の
実
施
に
関
す
る
技
術
的
読
替
え
）

（
機
構
に
よ
る
再
審
査
の
確
認
等
の
実
施
に
関
す
る
技
術
的
読
替
え
）

第
四
十
三
条
の
三
十
九

法
第
二
十
三
条
の
三
十
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の

第
四
十
三
条
の
三
十
八

法
第
二
十
三
条
の
三
十
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の

三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替

三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替

え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

法
の
規
定
中
読
み

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

法
の
規
定
中
読
み

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

替
え
る
規
定

替
え
る
規
定

第
二
十
三
条
の
二

第
一
項
及
び
第
十
三
項

第
二
十
三
条
の
二
十
九

第
二
十
三
条
の
二

第
一
項
及
び
第
十
一
項

第
二
十
三
条
の
二
十
九

十
五
第
十
五
項

の
承
認

第
一
項
（
第
二
十
三
条

十
五
第
十
三
項

の
承
認

第
一
項
（
第
二
十
三
条

の
三
十
九
に
お
い
て
準

の
三
十
九
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。

用
す
る
場
合
を
含
む
。

第
二
十
三
条
の
二
十
七

第
二
十
三
条
の
二
十
七

に
お
い
て
同
じ
。
）
の

に
お
い
て
同
じ
。
）
の

再
審
査

再
審
査

第
二
十
三
条
の
二

第
二
十
三
条
の
二
十
五

第
二
十
三
条
の
二
十
九

第
二
十
三
条
の
二

第
二
十
三
条
の
二
十
五

第
二
十
三
条
の
二
十
九

十
七
第
一
項

の
承
認
の
た
め
の
審
査

第
三
項
（
第
二
十
三
条

十
七
第
一
項

の
承
認
の
た
め
の
審
査

第
三
項
（
第
二
十
三
条

、
同
条
第
五
項
及
び
第

の
三
十
九
に
お
い
て
準

、
同
条
第
五
項
及
び
第

の
三
十
九
に
お
い
て
準

六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定

用
す
る
場
合
を
含
む
。

六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定

用
す
る
場
合
を
含
む
。

を
同
条
第
十
三
項
に
お

）
の
規
定
に
よ
る
確
認

を
同
条
第
十
一
項
に
お

）
の
規
定
に
よ
る
確
認

い
て
準
用
す
る
場
合
を

及
び
第
二
十
三
条
の
二

い
て
準
用
す
る
場
合
を

及
び
第
二
十
三
条
の
二

含
む
。
）
並
び
に
第
八

十
九
第
五
項
（
第
二
十

含
む
。
）
並
び
に
第
八

十
九
第
五
項
（
第
二
十

項
、
第
二
十
三
条
の
二

三
条
の
三
十
九
に
お
い

項
、
第
二
十
三
条
の
二

三
条
の
三
十
九
に
お
い

十
五
の
二
に
お
い
て
準

て
準
用
す
る
場
合
を
含

十
五
の
二
に
お
い
て
準

て
準
用
す
る
場
合
を
含

用
す
る
第
十
四
条
の
二

む
。
）
の
規
定
に
よ
る

用
す
る
第
十
四
条
の
二

む
。
）
の
規
定
に
よ
る

第
二
項
並
び
に
前
条
第

調
査

第
二
項
並
び
に
前
条
第

調
査

二
項
（
次
条
第
二
項
に

二
項
（
次
条
第
二
項
に
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お
い
て
準
用
す
る
場
合

お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に

を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
調
査
並
び
に
第
二

よ
る
調
査
並
び
に
第
二

十
三
条
の
二
十
五
の
二

十
三
条
の
二
十
五
の
二

に
お
い
て
準
用
す
る
第

に
お
い
て
準
用
す
る
第

十
四
条
の
二
第
三
項
の

十
四
条
の
二
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
基
準
確
認

規
定
に
よ
る
基
準
確
認

証
の
交
付
及
び
第
二
十

証
の
交
付
及
び
第
二
十

三
条
の
二
十
五
の
二
に

三
条
の
二
十
五
の
二
に

お
い
て
準
用
す
る
第
十

お
い
て
準
用
す
る
第
十

四
条
の
二
第
五
項
の
規

四
条
の
二
第
五
項
の
規

定
に
よ
る
基
準
確
認
証

定
に
よ
る
基
準
確
認
証

の
返
還
の
受
付

の
返
還
の
受
付

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
十
三
条
の
二

（
略
）

（
略
）

第
二
十
三
条
の
二

（
略
）

（
略
）

十
七
第
三
項

第
二
十
三
条
の
二
十
五

第
二
十
三
条
の
二
十
九

十
七
第
三
項

第
二
十
三
条
の
二
十
五

第
二
十
三
条
の
二
十
九

の
承
認
の
申
請
者
、
同

第
一
項
の
再
審
査
の
申

の
承
認
の
申
請
者
、
同

第
一
項
の
再
審
査
の
申

条
第
六
項
（
同
条
第
十

請
者
は
、
機
構
が
行
う

条
第
六
項
（
同
条
第
十

請
者
は
、
機
構
が
行
う

三
項
に
お
い
て
準
用
す

再
生
医
療
等
製
品
確
認

一
項
に
お
い
て
準
用
す

再
生
医
療
等
製
品
確
認

る
場
合
を
含
む
。
）
若

等
を
受
け
な
け
れ
ば

る
場
合
を
含
む
。
）
若

等
を
受
け
な
け
れ
ば

し
く
は
第
二
十
三
条
の

し
く
は
第
二
十
三
条
の

二
十
五
の
二
に
お
い
て

二
十
五
の
二
に
お
い
て

準
用
す
る
第
十
四
条
の

準
用
す
る
第
十
四
条
の

二
第
二
項
の
規
定
に
よ

二
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
調
査
の
申
請
者
又
は

る
調
査
の
申
請
者
又
は

第
二
十
三
条
の
二
十
五

第
二
十
三
条
の
二
十
五

の
二
に
お
い
て
準
用
す

の
二
に
お
い
て
準
用
す

る
第
十
四
条
の
二
第
五

る
第
十
四
条
の
二
第
五

項
の
規
定
に
よ
り
基
準

項
の
規
定
に
よ
り
基
準

確
認
証
を
返
還
す
る
者

確
認
証
を
返
還
す
る
者
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は
、
機
構
が
行
う
審
査

は
、
機
構
が
行
う
審
査

、
調
査
若
し
く
は
基
準

、
調
査
若
し
く
は
基
準

確
認
証
の
交
付
を
受
け

確
認
証
の
交
付
を
受
け

、
又
は
機
構
に
基
準
確

、
又
は
機
構
に
基
準
確

認
証
を
返
還
し
な
け
れ

認
証
を
返
還
し
な
け
れ

ば

ば

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
四
十
三
条
の
四
十

（
略
）

第
四
十
三
条
の
三
十
九

（
略
）

（
機
構
に
よ
る
再
評
価
の
確
認
等
の
実
施
に
関
す
る
技
術
的
読
替
え
）

（
機
構
に
よ
る
再
評
価
の
確
認
等
の
実
施
に
関
す
る
技
術
的
読
替
え
）

第
四
十
三
条
の
四
十
一

法
第
二
十
三
条
の
三
十
二
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条

第
四
十
三
条
の
四
十

法
第
二
十
三
条
の
三
十
二
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の

の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読

三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替

替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

法
の
規
定
中
読
み

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

法
の
規
定
中
読
み

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

替
え
る
規
定

替
え
る
規
定

第
二
十
三
条
の
二

第
二
十
三
条
の
二
十
五

第
二
十
三
条
の
三
十
一

第
二
十
三
条
の
二

第
二
十
三
条
の
二
十
五

第
二
十
三
条
の
三
十
一

十
七
第
一
項

の
承
認
の
た
め
の
審
査

第
二
項
（
第
二
十
三
条

十
七
第
一
項

の
承
認
の
た
め
の
審
査

第
二
項
（
第
二
十
三
条

、
同
条
第
五
項
及
び
第

の
三
十
九
に
お
い
て
準

、
同
条
第
五
項
及
び
第

の
三
十
九
に
お
い
て
準

六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定

用
す
る
場
合
を
含
む
。

六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定

用
す
る
場
合
を
含
む
。

を
同
条
第
十
三
項
に
お

）
の
規
定
に
よ
る
確
認

を
同
条
第
十
一
項
に
お

）
の
規
定
に
よ
る
確
認

い
て
準
用
す
る
場
合
を

及
び
第
二
十
三
条
の
三

い
て
準
用
す
る
場
合
を

及
び
第
二
十
三
条
の
三

含
む
。
）
並
び
に
第
八

十
一
第
五
項
（
第
二
十

含
む
。
）
並
び
に
第
八

十
一
第
五
項
（
第
二
十

項
、
第
二
十
三
条
の
二

三
条
の
三
十
九
に
お
い

項
、
第
二
十
三
条
の
二

三
条
の
三
十
九
に
お
い

十
五
の
二
に
お
い
て
準

て
準
用
す
る
場
合
を
含

十
五
の
二
に
お
い
て
準

て
準
用
す
る
場
合
を
含

用
す
る
第
十
四
条
の
二

む
。
）
の
規
定
に
よ
る

用
す
る
第
十
四
条
の
二

む
。
）
の
規
定
に
よ
る

第
二
項
並
び
に
前
条
第

調
査

第
二
項
並
び
に
前
条
第

調
査

二
項
（
次
条
第
二
項
に

二
項
（
次
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合

お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に

を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
調
査
並
び
に
第
二

よ
る
調
査
並
び
に
第
二
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十
三
条
の
二
十
五
の
二

十
三
条
の
二
十
五
の
二

に
お
い
て
準
用
す
る
第

に
お
い
て
準
用
す
る
第

十
四
条
の
二
第
三
項
の

十
四
条
の
二
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
基
準
確
認

規
定
に
よ
る
基
準
確
認

証
の
交
付
及
び
第
二
十

証
の
交
付
及
び
第
二
十

三
条
の
二
十
五
の
二
に

三
条
の
二
十
五
の
二
に

お
い
て
準
用
す
る
第
十

お
い
て
準
用
す
る
第
十

四
条
の
二
第
五
項
の
規

四
条
の
二
第
五
項
の
規

定
に
よ
る
基
準
確
認
証

定
に
よ
る
基
準
確
認
証

の
返
還
の
受
付

の
返
還
の
受
付

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
十
三
条
の
二

（
略
）

（
略
）

第
二
十
三
条
の
二

（
略
）

（
略
）

十
七
第
三
項

第
二
十
三
条
の
二
十
五

第
二
十
三
条
の
三
十
一

十
七
第
三
項

第
二
十
三
条
の
二
十
五

第
二
十
三
条
の
三
十
一

の
承
認
の
申
請
者
、
同

第
一
項
の
再
評
価
の
申

の
承
認
の
申
請
者
、
同

第
一
項
の
再
評
価
の
申

条
第
六
項
（
同
条
第
十

請
者
は
、
機
構
が
行
う

条
第
六
項
（
同
条
第
十

請
者
は
、
機
構
が
行
う

三
項
に
お
い
て
準
用
す

再
生
医
療
等
製
品
確
認

一
項
に
お
い
て
準
用
す

再
生
医
療
等
製
品
確
認

る
場
合
を
含
む
。
）
若

等
を
受
け
な
け
れ
ば

る
場
合
を
含
む
。
）
若

等
を
受
け
な
け
れ
ば

し
く
は
第
二
十
三
条
の

し
く
は
第
二
十
三
条
の

二
十
五
の
二
に
お
い
て

二
十
五
の
二
に
お
い
て

準
用
す
る
第
十
四
条
の

準
用
す
る
第
十
四
条
の

二
第
二
項
の
規
定
に
よ

二
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
調
査
の
申
請
者
又
は

る
調
査
の
申
請
者
又
は

第
二
十
三
条
の
二
十
五

第
二
十
三
条
の
二
十
五

の
二
に
お
い
て
準
用
す

の
二
に
お
い
て
準
用
す

る
第
十
四
条
の
二
第
五

る
第
十
四
条
の
二
第
五

項
の
規
定
に
よ
り
基
準

項
の
規
定
に
よ
り
基
準

確
認
証
を
返
還
す
る
者

確
認
証
を
返
還
す
る
者

は
、
機
構
が
行
う
審
査

は
、
機
構
が
行
う
審
査

、
調
査
若
し
く
は
基
準

、
調
査
若
し
く
は
基
準

確
認
証
の
交
付
を
受
け

確
認
証
の
交
付
を
受
け
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、
又
は
機
構
に
基
準
確

、
又
は
機
構
に
基
準
確

認
証
を
返
還
し
な
け
れ

認
証
を
返
還
し
な
け
れ

ば

ば

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
四
十
三
条
の
四
十
二
・
第
四
十
三
条
の
四
十
三

（
略
）

第
四
十
三
条
の
四
十
一
・
第
四
十
三
条
の
四
十
二

（
略
）

（
機
構
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
変
更
計
画
確
認
及
び
再
生
医
療
等
製
品
適

（
機
構
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
変
更
計
画
確
認
及
び
再
生
医
療
等
製
品
適

合
性
確
認
の
実
施
に
関
す
る
技
術
的
読
替
え
）

合
性
確
認
の
実
施
に
関
す
る
技
術
的
読
替
え
）

第
四
十
三
条
の
四
十
四

法
第
二
十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
九
項
（
法
第
二
十

第
四
十
三
条
の
四
十
三

法
第
二
十
三
条
の
三
十
二
の
二
第
九
項
（
法
第
二
十

三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
技
術

三
条
の
三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
技
術

的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

法
の
規
定
中
読
み

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

法
の
規
定
中
読
み

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

替
え
る
規
定

替
え
る
規
定

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
十
三
条
の
二

（
略
）

（
略
）

第
二
十
三
条
の
二

（
略
）

（
略
）

十
七
第
三
項

同
項
の
政
令
で
定
め
る

再
生
医
療
等
製
品
変
更

十
七
第
三
項

同
項
の
政
令
で
定
め
る

再
生
医
療
等
製
品
変
更

再
生
医
療
等
製
品
に
つ

計
画
確
認
等
の
申
請
者

再
生
医
療
等
製
品
に
つ

計
画
確
認
等
の
申
請
者

い
て
第
二
十
三
条
の
二

い
て
第
二
十
三
条
の
二

十
五
の
承
認
の
申
請
者

十
五
の
承
認
の
申
請
者

、
同
条
第
六
項
（
同
条

、
同
条
第
六
項
（
同
条

第
十
三
項
に
お
い
て
準

第
十
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。

用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
若
し
く
は
第
二
十
三

）
若
し
く
は
第
二
十
三

条
の
二
十
五
の
二
に
お

条
の
二
十
五
の
二
に
お

い
て
準
用
す
る
第
十
四

い
て
準
用
す
る
第
十
四

条
の
二
第
二
項
の
規
定

条
の
二
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
調
査
の
申
請
者

に
よ
る
調
査
の
申
請
者

又
は
第
二
十
三
条
の
二

又
は
第
二
十
三
条
の
二

十
五
の
二
に
お
い
て
準

十
五
の
二
に
お
い
て
準

用
す
る
第
十
四
条
の
二

用
す
る
第
十
四
条
の
二
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第
五
項
の
規
定
に
よ
り

第
五
項
の
規
定
に
よ
り

基
準
確
認
証
を
返
還
す

基
準
確
認
証
を
返
還
す

る
者

る
者

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
四
十
三
条
の
四
十
五
～
第
四
十
三
条
の
四
十
七

（
略
）

第
四
十
三
条
の
四
十
四
～
第
四
十
三
条
の
四
十
六

（
略
）

第
八
章

医
薬
品
等
の
検
査

第
八
章

医
薬
品
等
の
検
定

（
検
査
の
申
請
）

（
検
定
の
申
請
）

第
五
十
八
条

法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定

第
五
十
八
条

法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定

し
た
医
薬
品
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

し
た
医
薬
品
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
し
た
医
療
機
器
に
つ
い
て
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二

厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
し
た
医
療
機
器
に
つ
い
て
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
し
た
者
（
以
下
「
検
査
機
関
」
と

項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
し
た
者
（
以
下
「
検
定
機
関
」
と

い
う
。
）
の
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
出
願
者
」
と
い
う
。
）

い
う
。
）
の
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
出
願
者
」
と
い
う
。
）

は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る

は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る

額
の
手
数
料
を
添
え
て
、
検
査
機
関
に
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

額
の
手
数
料
を
添
え
て
、
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
検
定
機
関
に
申
請
書

い
。

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
検
査
の
試
験
品
）

（
検
定
の
試
験
品
）

第
五
十
九
条

出
願
者
は
、
前
条
に
規
定
す
る
医
薬
品
、
再
生
医
療
等
製
品
又

第
五
十
九
条

都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
の
申
請
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
厚

は
医
療
機
器
が
検
査
機
関
に
お
け
る
試
験
品
の
検
査
を
要
す
る
も
の
と
し
て

生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
薬
事
監
視
員
に
試
験
品
を
採
取
さ

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

せ
、
申
請
書
と
と
も
に
、
こ
れ
を
検
定
機
関
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
条
の
申
請
書
と
と
も
に
、
試
験
品
を
検
査
機
関
に
送
付

。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
検
査
合
格
証
明
書
）

（
検
定
合
格
証
明
書
）

第
六
十
条

検
査
機
関
は
、
第
五
十
八
条
に
規
定
す
る
医
薬
品
、
再
生
医
療
等

第
六
十
条

検
定
機
関
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
送
付
さ
れ
た
試
験
品
に
つ
い

製
品
又
は
医
療
機
器
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
よ
つ
て

て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
よ
つ
て
検
定
を
行
い
、
そ
の
結
果
を

検
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
出
願
者
に
通
知
し
、
か
つ
、
当
該
医
薬
品
、
再

都
道
府
県
知
事
に
通
知
し
、
か
つ
、
当
該
医
薬
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
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生
医
療
等
製
品
又
は
医
療
機
器
が
検
査
に
合
格
し
た
と
き
は
、
出
願
者
の
氏

療
等
製
品
が
検
定
に
合
格
し
た
と
き
は
、
出
願
者
の
氏
名
及
び
住
所
そ
の
他

名
及
び
住
所
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
検
査
合

の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
検
定
合
格
証
明
書
を
都
道
府

格
証
明
書
を
出
願
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

県
知
事
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
）

２

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
検
定
の
結
果
の
通
知
を
受
け
た

と
き
は
、
こ
れ
を
出
願
者
に
通
知
し
、
か
つ
、
検
定
合
格
証
明
書
の
送
付
を

受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
を
出
願
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
検
定
に
合
格
し
た
医
薬
品
等
に
係
る
表
示
）

第
六
十
一
条

削
除

第
六
十
一
条

出
願
者
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
検
定
合
格
証
明
書
の

交
付
を
受
け
た
と
き
は
、
検
定
に
合
格
し
た
医
薬
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生

医
療
等
製
品
を
収
め
た
容
器
又
は
被
包
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
検
定
に
合
格
し
た
旨
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

の
表
示
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
医
薬
品
、
医
療
機
器

又
は
再
生
医
療
等
製
品
が
緊
急
に
使
用
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
た
め
当
該
医
薬

品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
を
収
め
た
容
器
又
は
被
包
に
当
該
表

示
を
付
す
い
と
ま
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
指

定
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
薬
事
監
視
員
に
前
項
の
表
示
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
確
認
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
省
令
へ
の
委
任
）

（
省
令
へ
の
委
任
）

第
六
十
二
条

こ
の
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
又
は
再

第
六
十
二
条

こ
の
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
又
は
再

生
医
療
等
製
品
の
検
査
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

生
医
療
等
製
品
の
検
定
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

。

。

第
九
章

医
薬
品
等
の
取
扱
い

第
九
章

医
薬
品
等
の
取
扱
い

（
機
構
に
よ
る
感
染
症
評
価
報
告
の
情
報
の
整
理
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品

（
機
構
に
よ
る
感
染
症
定
期
報
告
の
情
報
の
整
理
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品

の
範
囲
）

の
範
囲
）

第
六
十
四
条
の
三

（
略
）

第
六
十
四
条
の
三

（
略
）
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（
準
用
）

（
準
用
）

第
七
十
二
条

（
略
）

第
七
十
二
条

（
略
）

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄

に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る

に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

第
二
十
二
条
第
一

第
十
四
条
第
六
項
（
同

第
八
十
条
第
一
項

第
二
十
二
条
第
一

第
十
四
条
第
七
項
（
同

第
八
十
条
第
一
項

項

条
第
十
三
項
（
法
第
十

項

条
第
十
五
項
（
法
第
十

九
条
の
二
第
五
項
に
お

九
条
の
二
第
五
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を

い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
及
び
法
第
十

含
む
。
）
及
び
法
第
十

九
条
の
二
第
五
項
に
お

九
条
の
二
第
五
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を

い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
若
し
く
は
第

含
む
。
）
若
し
く
は
第

八
項
（
法
第
十
九
条
の

九
項
（
法
第
十
九
条
の

二
第
五
項
に
お
い
て
準

二
第
五
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。

用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
又
は
第
十
四
条
の
二

）
又
は
第
十
四
条
の
二

の
二
の
二
第
二
項
（
医

の
二
第
二
項
（
医
薬
品

薬
品
の
製
造
所
に
お
け

の
製
造
所
に
お
け
る
製

る
製
造
管
理
又
は
品
質

造
管
理
又
は
品
質
管
理

管
理
の
方
法
に
つ
い
て

の
方
法
に
つ
い
て
の
調

の
調
査
に
係
る
部
分
に

査
に
係
る
部
分
に
限
り

限
り
、
法
第
十
四
条
の

、
法
第
十
四
条
の
三
第

三
第
二
項
（
法
第
二
十

二
項
（
法
第
二
十
条
第

条
第
一
項
に
お
い
て
準

一
項
に
お
い
て
準
用
す

用
す
る
場
合
を
含
む
。

る
場
合
を
含
む
。
）
及

）
及
び
第
十
九
条
の
二

び
第
十
九
条
の
二
第
五

第
五
項
に
お
い
て
準
用

項
に
お
い
て
準
用
す
る

す
る
場
合
を
含
む
。
）

場
合
を
含
む
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
準
用
）

（
準
用
）

第
七
十
三
条
の
四

（
略
）

第
七
十
三
条
の
四

（
略
）

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄

に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る

に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

第
三
十
七
条
の
二

第
二
十
三
条
の
二
の
五

第
八
十
条
第
二
項

第
三
十
七
条
の
二

第
二
十
三
条
の
二
の
五

第
八
十
条
第
二
項

十
二
第
一
項

第
六
項
若
し
く
は
第
八

十
二
第
一
項

第
七
項
若
し
く
は
第
九

項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を

項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を

同
条
第
十
三
項
（
法
第

同
条
第
十
五
項
（
法
第

二
十
三
条
の
二
の
十
七

二
十
三
条
の
二
の
十
七

第
五
項
に
お
い
て
準
用

第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）

す
る
場
合
を
含
む
。
）

及
び
法
第
二
十
三
条
の

及
び
法
第
二
十
三
条
の

二
の
十
七
第
五
項
に
お

二
の
十
七
第
五
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を

い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
又
は
第
二
十

含
む
。
）
又
は
第
二
十

三
条
の
二
の
六
の
三
第

三
条
の
二
の
六
の
二
第

二
項
（
医
療
機
器
又
は

二
項
（
医
療
機
器
又
は

体
外
診
断
用
医
薬
品
の

体
外
診
断
用
医
薬
品
の

製
造
管
理
又
は
品
質
管

製
造
管
理
又
は
品
質
管

理
の
方
法
に
つ
い
て
の

理
の
方
法
に
つ
い
て
の

調
査
に
係
る
部
分
に
限

調
査
に
係
る
部
分
に
限

り
、
法
第
二
十
三
条
の

り
、
法
第
二
十
三
条
の

二
の
八
第
二
項
（
法
第

二
の
八
第
二
項
（
法
第

二
十
三
条
の
二
の
二
十

二
十
三
条
の
二
の
二
十

第
一
項
に
お
い
て
準
用

第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）

す
る
場
合
を
含
む
。
）

及
び
第
二
十
三
条
の
二

及
び
第
二
十
三
条
の
二

の
十
七
第
五
項
に
お
い

の
十
七
第
五
項
に
お
い



- 30 -

て
準
用
す
る
場
合
を
含

て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）

む
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
準
用
）

（
準
用
）

第
七
十
三
条
の
六

（
略
）

第
七
十
三
条
の
六

（
略
）

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄

に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る

に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

第
四
十
三
条
の
二

第
二
十
三
条
の
二
十
五

第
八
十
条
第
三
項

第
四
十
三
条
の
二

第
二
十
三
条
の
二
十
五

第
八
十
条
第
三
項

十
四
第
一
項

第
六
項
（
同
条
第
十
三

十
四
第
一
項

第
六
項
（
同
条
第
十
一

項
（
法
第
二
十
三
条
の

項
（
法
第
二
十
三
条
の

三
十
七
第
五
項
に
お
い

三
十
七
第
五
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含

て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
及
び
法
第
二
十

む
。
）
及
び
法
第
二
十

三
条
の
三
十
七
第
五
項

三
条
の
三
十
七
第
五
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場

に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
若
し
く

合
を
含
む
。
）
若
し
く

は
第
八
項
（
法
第
二
十

は
第
八
項
（
法
第
二
十

三
条
の
三
十
七
第
五
項

三
条
の
三
十
七
第
五
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場

に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
又
は
第

合
を
含
む
。
）
又
は
第

二
十
三
条
の
二
十
六
の

二
十
三
条
の
二
十
六
の

二
第
二
項
（
再
生
医
療

二
第
二
項
（
再
生
医
療

等
製
品
の
製
造
所
に
お

等
製
品
の
製
造
所
に
お

け
る
製
造
管
理
又
は
品

け
る
製
造
管
理
又
は
品

質
管
理
の
方
法
に
つ
い

質
管
理
の
方
法
に
つ
い

て
の
調
査
に
係
る
部
分

て
の
調
査
に
係
る
部
分

に
限
り
、
法
第
二
十
三

に
限
り
、
法
第
二
十
三

条
の
二
十
八
第
二
項
（

条
の
二
十
八
第
二
項
（
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法
第
二
十
三
条
の
四
十

法
第
二
十
三
条
の
四
十

第
一
項
に
お
い
て
準
用

第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）

す
る
場
合
を
含
む
。
）

及
び
第
二
十
三
条
の
三

及
び
第
二
十
三
条
の
三

十
七
第
五
項
に
お
い
て

十
七
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む

準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）

。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
薬
局
に
お
け
る
製
造
販
売
の
特
例
）

（
薬
局
に
お
け
る
製
造
販
売
の
特
例
）

第
七
十
四
条
の
四

薬
局
開
設
者
が
そ
の
薬
局
に
お
い
て
薬
局
製
造
販
売
医
薬

第
七
十
四
条
の
四

薬
局
開
設
者
が
そ
の
薬
局
に
お
い
て
薬
局
製
造
販
売
医
薬

品
（
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
毒
薬
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す

品
（
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
毒
薬
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す

る
劇
薬
で
あ
る
も
の
並
び
に
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的

る
劇
薬
で
あ
る
も
の
並
び
に
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的

と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
場
合
に
つ
い

と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
場
合
に
つ
い

て
法
第
四
条
第
三
項
、
第
九
条
第
一
項
、
第
三
十
六
条
の
四
第
一
項
、
第
二

て
法
第
四
条
第
三
項
、
第
九
条
第
一
項
、
第
三
十
六
条
の
四
第
一
項
、
第
二

項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合

項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合

に
お
い
て
は
、
法
第
四
条
第
三
項
第
四
号
ロ
中
「
又
は
一
般
用
医
薬
品
」
と

に
お
い
て
は
、
法
第
四
条
第
三
項
第
四
号
ロ
中
「
一
般
用
医
薬
品
」
と
あ
る

あ
る
の
は
「
、
一
般
用
医
薬
品
又
は
第
二
条
第
十
七
項
第
三
号
及
び
第
三
十

の
は
「
一
般
用
医
薬
品
又
は
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
（
医
薬
品
、
医
療
機
器

六
条
の
十
一
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
医
薬
品
（
第
四
十
四
条
第
一
項
に

等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和

規
定
す
る
毒
薬
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
劇
薬
で
あ
る
も
の
並
び
に
専

三
十
六
年
政
令
第
十
一
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
を

ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。

い
い
、
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
毒
薬
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す

第
九
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
「
薬
局
製

る
劇
薬
で
あ
る
も
の
並
び
に
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的

造
販
売
医
薬
品
」
と
い
う
。
）
」
と
、
法
第
九
条
第
一
項
第
二
号
中
「
イ
又

と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
第
九
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
五
十
七
条
の

は
ロ
に
掲
げ
る
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
イ
若
し
く
は
ロ
に
掲
げ
る
医
薬
品

二
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
法
第
九
条
第
一
項
第
二
号
中
「
同
じ

又
は
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
」
と
、
法
第
三
十
六
条
の
四
第
一
項
中
「
薬
剤

。
）
」
と
あ
る
の
は
「
同
じ
。
）
又
は
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
」
と
、
法
第

師
に
、
対
面
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
薬
剤
師
に
」
と
、
「
提
供
さ
せ
、
及

三
十
六
条
の
四
第
一
項
中
「
薬
剤
師
に
、
対
面
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
薬

び
必
要
な
薬
学
的
知
見
に
基
づ
く
指
導
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は

剤
師
に
」
と
、
「
提
供
さ
せ
、
及
び
必
要
な
薬
学
的
知
見
に
基
づ
く
指
導
を

「
提
供
さ
せ
な
け
れ
ば
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
提
供
及
び
指
導
」
と
あ
る

行
わ
せ
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
「
提
供
さ
せ
な
け
れ
ば
」
と
、
同
条
第
二

の
は
「
提
供
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
提
供
さ
せ
、
又
は
必
要
な
薬
学
的
知

項
中
「
提
供
及
び
指
導
」
と
あ
る
の
は
「
提
供
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
提

見
に
基
づ
く
指
導
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
「
提
供
さ
せ
な
け
れ

供
さ
せ
、
又
は
必
要
な
薬
学
的
知
見
に
基
づ
く
指
導
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
」
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ば
」
と
、
法
第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
中
「
要
指
導
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は

と
あ
る
の
は
「
提
供
さ
せ
な
け
れ
ば
」
と
、
法
第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
中

「
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
、
要
指
導
医
薬
品
」
と
す
る
。

「
要
指
導
医
薬
品
」
と
あ
る
の
は
「
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
、
要
指
導
医
薬

品
」
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
品
目
の
製
造
販
売
に
係
る
法
第
十
四
条
第

４

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
品
目
の
製
造
販
売
に
係
る
法
第
十
四
条
第

一
項
及
び
第
十
三
項
の
承
認
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
薬
局
ご
と
に
与
え
る
。

一
項
及
び
第
十
五
項
の
承
認
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
薬
局
ご
と
に
与
え
る
。

５
・
６

（
略
）

５
・
６

（
略
）

（
法
第
八
十
条
第
八
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等

（
緊
急
承
認
及
び
特
例
承
認
に
係
る
医
薬
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等

製
品
に
関
す
る
特
例
）

製
品
に
関
す
る
特
例
）

第
七
十
五
条

法
第
八
十
条
第
八
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
、
医
療
機
器
、
体
外

第
七
十
五
条

法
第
八
十
条
第
八
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
、
医
療
機
器
、
体
外

診
断
用
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
（
緊
急
に
使
用
さ
れ
る
必
要
が
あ
る

診
断
用
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
（
緊
急
に
使
用
さ
れ
る
必
要
が
あ
る

た
め
、
法
第
四
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
検
査
を
受
け
る
い
と
ま
が
な

た
め
、
法
第
四
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
検
定
を
受
け
る
い
と
ま
が
な

い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。

い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。

）
に
つ
い
て
は
、
法
第
四
十
三
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

）
に
つ
い
て
は
、
法
第
四
十
三
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

法
第
十
四
条
第
十
項
（
同
条
第
十
三
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お

（
新
設
）

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
医
薬
品
、
法
第
二

十
三
条
の
二
の
五
第
十
項
（
同
条
第
十
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の

十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ

れ
た
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
又
は
法
第
二
十
三
条
の
二
十

五
第
十
項
（
同
条
第
十
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
再
生
医
療
等
製

品
に
つ
い
て
法
第
五
十
二
条
第
一
項
、
第
六
十
三
条
の
二
第
一
項
又
は
第
六

十
五
条
の
三
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「

そ
の
容
器
又
は
被
包
」
と
あ
る
の
は
、
「
こ
れ
に
添
付
す
る
文
書
又
は
そ
の

容
器
若
し
く
は
被
包
」
と
す
る
。

６

法
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い

５

法
第
八
十
条
第
八
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
、
医
療
機
器
、
体
外
診
断
用
医
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て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
十
四
条
の
三
第
一
項
（
法
第
二

薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
法
第
五
十
二
条
、
第
六
十
三
条
の
二

十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
法
第
十

又
は
第
六
十
五
条
の
三
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
五
十

四
条
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
受
け
て
製
造
販
売
が
さ
れ
た
医
薬

二
条
第
一
項
中
「
そ
の
容
器
又
は
被
包
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
に
添
付
す
る

品
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七

文
書
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
添
付
文
書
」
と
い
う
。
）
又
は
そ
の
容
器

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二

若
し
く
は
被
包
」
と
、
「
を
入
手
す
る
た
め
に
必
要
な
番
号
、
記
号
そ
の
他

の
八
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

の
符
号
が
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
（
第
十
九
条

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十

の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
て
製
造
販
売
が
さ
れ
た
医
療
機
器
若
し
く

若
し
く
は
第
十
四
条
の
三
第
一
項
（
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

は
体
外
診
断
用
医
薬
品
又
は
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
（
法
第

場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
第
十
四
条
若
し
く

二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く

は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
受
け
て
い
る
旨
の
情
報
を
入
手
す
る
た
め
に
必

は
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い

要
な
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
が
記
載
さ
れ
、
又
は
当
該
注
意
事
項
等
情

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
若

報
が
記
載
さ
れ
、
か
つ
、
添
付
文
書
又
は
そ
の
容
器
若
し
く
は
被
包
に
、
当

し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
を
受
け
て
製
造
販
売
が
さ
れ
た
再
生

該
承
認
を
受
け
て
い
る
旨
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
と

医
療
等
製
品
に
つ
い
て
法
第
五
十
二
条
、
第
六
十
三
条
の
二
又
は
第
六
十
五

、
同
条
第
二
項
中
「
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
「
記
載
さ
れ

条
の
三
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
五
十
二
条
第
一
項
中

、
か
つ
、
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
又
は
第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定

「
そ
の
容
器
又
は
被
包
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
に
添
付
す
る
文
書
（
以
下
こ

に
よ
る
第
十
四
条
又
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
受
け
て
い
る
旨
が
厚
生
労

の
項
に
お
い
て
「
添
付
文
書
」
と
い
う
。
）
又
は
そ
の
容
器
若
し
く
は
被
包

働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
」
と
、
法
第
六

」
と
、
「
を
入
手
す
る
た
め
に
必
要
な
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
が
」
と

十
三
条
の
二
第
一
項
中
「
そ
の
容
器
又
は
被
包
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
に
添

あ
る
の
は
「
及
び
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五

付
す
る
文
書
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
添
付
文
書
」
と
い
う
。
）
又
は
そ

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は

の
容
器
若
し
く
は
被
包
」
と
、
「
を
入
手
す
る
た
め
に
必
要
な
番
号
、
記
号

第
十
四
条
の
三
第
一
項
（
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

そ
の
他
の
符
号
が
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一

む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
第
十
四
条
若
し
く
は
第
十
九

項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

条
の
二
の
承
認
を
受
け
て
い
る
旨
の
情
報
を
入
手
す
る
た
め
に
必
要
な
番
号

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
（
第
二

、
記
号
そ
の
他
の
符
号
が
記
載
さ
れ
、
又
は
当
該
注
意
事
項
等
情
報
が
記
載

十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お

さ
れ
、
か
つ
、
添
付
文
書
又
は
そ
の
容
器
若
し
く
は
被
包
に
、
当
該
承
認
を

い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三

受
け
て
い
る
旨
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
と
、
同
条
第

条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
て
い
る
旨
の
情
報
を
入
手
す
る
た
め
に
必
要

二
項
中
「
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
「
記
載
さ
れ
、
か
つ
、

な
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
が
記
載
さ
れ
、
又
は
当
該
注
意
事
項
等
情
報

第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
又
は
第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

が
記
載
さ
れ
、
か
つ
、
添
付
文
書
又
は
そ
の
容
器
若
し
く
は
被
包
に
、
当
該

る
第
十
四
条
又
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
受
け
て
い
る
旨
が
厚
生
労
働
省

承
認
を
受
け
て
い
る
旨
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
と
、

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
」
と
、
法
第
六
十
三

同
条
第
二
項
中
「
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
「
記
載
さ
れ
、

条
の
二
第
一
項
中
「
そ
の
容
器
又
は
被
包
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
に
添
付
す

か
つ
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
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る
文
書
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
添
付
文
書
」
と
い
う
。
）
又
は
そ
の
容

一
項
の
規
定
に
よ
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七

器
若
し
く
は
被
包
」
と
、
「
を
入
手
す
る
た
め
に
必
要
な
番
号
、
記
号
そ
の

の
承
認
を
受
け
て
い
る
旨
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
記
載

他
の
符
号
が
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
（

さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
」
と
、
法
第
六
十
五
条
の
三
中
「
そ
の
容
器
又
は
被
包

第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項

」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
に
添
付
す
る
文
書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
添
付

に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
（
第
二
十
三

文
書
」
と
い
う
。
）
又
は
そ
の
容
器
若
し
く
は
被
包
」
と
、
「
を
入
手
す
る

条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て

た
め
に
必
要
な
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
が
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
第
二

同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の

十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て

二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
て
い
る
旨
の
情
報
を
入
手
す
る
た
め
に
必
要
な
番

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
（
第

号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
が
記
載
さ
れ
、
又
は
当
該
注
意
事
項
等
情
報
が
記

二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

載
さ
れ
、
か
つ
、
添
付
文
書
又
は
そ
の
容
器
若
し
く
は
被
包
に
、
当
該
承
認

よ
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
を
受

を
受
け
て
い
る
旨
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
と
、
同
条

け
て
い
る
旨
の
情
報
を
入
手
す
る
た
め
に
必
要
な
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符

第
二
項
中
「
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
「
記
載
さ
れ
、
か
つ

号
が
記
載
さ
れ
、
又
は
当
該
注
意
事
項
等
情
報
が
記
載
さ
れ
、
か
つ
、
添
付

、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項

文
書
又
は
そ
の
容
器
若
し
く
は
被
包
に
、
当
該
承
認
を
受
け
て
い
る
旨
が
厚

の
規
定
に
よ
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承

生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
と
す
る
。

認
を
受
け
て
い
る
旨
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
記
載
さ
れ

て
い
な
け
れ
ば
」
と
、
法
第
六
十
五
条
の
三
中
「
そ
の
容
器
又
は
被
包
」
と

あ
る
の
は
「
こ
れ
に
添
付
す
る
文
書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
添
付
文
書

」
と
い
う
。
）
又
は
そ
の
容
器
若
し
く
は
被
包
」
と
、
「
を
入
手
す
る
た
め

に
必
要
な
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
が
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
第
二
十
三

条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
（
第
二
十

三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

第
二
十
三
条
の
二
十
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
を
受
け
て

い
る
旨
の
情
報
を
入
手
す
る
た
め
に
必
要
な
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
が

記
載
さ
れ
、
又
は
当
該
注
意
事
項
等
情
報
が
記
載
さ
れ
、
か
つ
、
添
付
文
書

又
は
そ
の
容
器
若
し
く
は
被
包
に
、
当
該
承
認
を
受
け
て
い
る
旨
が
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
と
す
る
。

７

法
第
八
十
条
第
八
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
、
医
療
機
器
、
体
外
診
断
用
医

６

法
第
八
十
条
第
八
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
、
医
療
機
器
、
体
外
診
断
用
医

薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
法
第
五
十
四
条
（
法
第
六
十
四
条
及

薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
に
つ
い
て
法
第
五
十
四
条
（
法
第
六
十
四
条
及

び
第
六
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お

び
第
六
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
中
「
内
袋
を

い
て
同
じ
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
中
「
内
袋
を
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含
む
」
と
あ
る
の
は
「
内
袋
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
」
と
、

含
む
」
と
あ
る
の
は
「
内
袋
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
」
と
、

「
次
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
て
は
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
第

「
次
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
て
は
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
第

一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項

一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
（
第

（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四

十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の

条
の
三
第
一
項
（
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

三
第
一
項
（
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第

、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項

二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
（

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
（
第
二

第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二

第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お

十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
（
第

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
（
第
二
十

二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

よ
る
第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
、
第
二
十
三
条

第
十
四
条
、
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
、
第
二
十
三
条
の
二

の
二
の
十
七
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認

の
十
七
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認
に
係

に
係
る
当
該
医
薬
品
、
医
療
機
器
、
体
外
診
断
用
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等

る
当
該
医
薬
品
、
医
療
機
器
、
体
外
診
断
用
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品

製
品
の
用
途
以
外
の
用
途
が
記
載
さ
れ
て
い
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
医

の
用
途
以
外
の
用
途
が
記
載
さ
れ
て
い
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
医
薬
品

薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法

、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施

律
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
十
一
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
、
第
三

行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
十
一
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
、
第
三
項
、

項
、
第
十
項
若
し
く
は
第
十
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る

第
九
項
若
し
く
は
第
十
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
医
薬

医
薬
品
、
医
療
機
器
、
体
外
診
断
用
医
薬
品
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
又

品
、
医
療
機
器
、
体
外
診
断
用
医
薬
品
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
又
は
こ

は
こ
れ
ら
の
容
器
若
し
く
は
被
包
（
直
接
の
容
器
又
は
直
接
の
被
包
が
包
装

れ
ら
の
容
器
若
し
く
は
被
包
（
直
接
の
容
器
又
は
直
接
の
被
包
が
包
装
さ
れ

さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
外
部
の
容
器
又
は
外
部
の
被
包
を
除
く
。
）
に

て
い
る
場
合
に
お
け
る
外
部
の
容
器
又
は
外
部
の
被
包
を
除
く
。
）
に
な
さ

な
さ
れ
た
外
国
語
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
す
る
。

れ
た
外
国
語
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
す
る
。

８

第
二
項
、
第
三
項
、
第
十
項
及
び
第
十
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣

７

第
二
項
、
第
三
項
、
第
九
項
及
び
第
十
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣

の
指
定
す
る
医
薬
品
、
医
療
機
器
、
体
外
診
断
用
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等

の
指
定
す
る
医
薬
品
、
医
療
機
器
、
体
外
診
断
用
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等

製
品
に
つ
い
て
法
第
五
十
五
条
第
一
項
（
法
第
六
十
四
条
、
第
六
十
五
条
の

製
品
に
つ
い
て
法
第
五
十
五
条
第
一
項
（
法
第
六
十
四
条
、
第
六
十
五
条
の

四
又
は
第
六
十
八
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

四
又
は
第
六
十
八
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で
」
と

を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
第
五
十
条
か
ら
前
条
ま
で
」
と

あ
る
の
は
「
第
五
十
条
、
第
五
十
二
条
又
は
前
二
条
」
と
、
法
第
六
十
四
条

あ
る
の
は
「
第
五
十
条
、
第
五
十
二
条
又
は
前
二
条
」
と
、
法
第
六
十
四
条

に
お
い
て
準
用
す
る
同
項
中
「
第
六
十
三
条
、
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
三

に
お
い
て
準
用
す
る
同
項
中
「
第
六
十
三
条
、
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
三

条
第
一
項
、
」
と
、
法
第
六
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
項
中
「
第

条
第
一
項
、
」
と
、
法
第
六
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
項
中
「
第

五
十
一
条
、
第
五
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
三
条
」
と
、
法
第
六
十

五
十
一
条
、
第
五
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
三
条
」
と
、
法
第
六
十



- 36 -

八
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
同
項
中
「
第
五
十
一
条
若
し
く
は
第
五
十

八
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
同
項
中
「
第
五
十
一
条
若
し
く
は
第
五
十

三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
三
条
」
と
す
る
。

三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
三
条
」
と
す
る
。

９

（
略
）

８

（
略
）

法
第
八
十
条
第
八
項
に
規
定
す
る
医
療
機
器
（
緊
急
に
使
用
さ
れ
る
必
要

９

法
第
八
十
条
第
八
項
に
規
定
す
る
医
療
機
器
（
緊
急
に
使
用
さ
れ
る
必
要

10
が
あ
る
た
め
、
そ
の
医
療
機
器
又
は
そ
の
直
接
の
容
器
若
し
く
は
直
接
の
被

が
あ
る
た
め
、
そ
の
医
療
機
器
又
は
そ
の
直
接
の
容
器
若
し
く
は
直
接
の
被

包
に
法
第
六
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
記
載
を
す
る
い
と
ま
が
な
い
と
認
め
ら

包
に
法
第
六
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
記
載
を
す
る
い
と
ま
が
な
い
と
認
め
ら

れ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て

れ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て

法
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「

法
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「

そ
の
医
療
機
器
又
は
そ
の
直
接
の
容
器
若
し
く
は
直
接
の
被
包
に
、
」
と
あ

そ
の
医
療
機
器
又
は
そ
の
直
接
の
容
器
若
し
く
は
直
接
の
被
包
」
と
あ
る
の

る
の
は
、
「
こ
れ
に
添
付
す
る
文
書
又
は
そ
の
容
器
若
し
く
は
被
包
に
、
」

は
、
「
こ
れ
に
添
付
す
る
文
書
又
は
そ
の
容
器
若
し
く
は
被
包
」
と
す
る
。

と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

11

10

法
第
八
十
条
第
八
項
に
規
定
す
る
再
生
医
療
等
製
品
（
緊
急
に
使
用
さ
れ

法
第
八
十
条
第
八
項
に
規
定
す
る
再
生
医
療
等
製
品
（
緊
急
に
使
用
さ
れ

12

11

る
必
要
が
あ
る
た
め
、
そ
の
直
接
の
容
器
又
は
直
接
の
被
包
に
法
第
六
十
五

る
必
要
が
あ
る
た
め
、
そ
の
直
接
の
容
器
又
は
直
接
の
被
包
に
法
第
六
十
五

条
の
二
の
規
定
に
よ
る
記
載
を
す
る
い
と
ま
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と

条
の
二
の
規
定
に
よ
る
記
載
を
す
る
い
と
ま
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と

し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
法
第
六
十
五

し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
法
第
六
十
五

条
の
二
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
中
「
そ
の
直
接
の
容

条
の
二
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
中
「
そ
の
直
接
の
容

器
又
は
直
接
の
被
包
に
、
」
と
あ
る
の
は
、
「
こ
れ
に
添
付
す
る
文
書
又
は

器
若
し
く
は
直
接
の
被
包
」
と
あ
る
の
は
、
「
こ
れ
に
添
付
す
る
文
書
又
は

そ
の
容
器
若
し
く
は
被
包
に
、
」
と
す
る
。

そ
の
容
器
若
し
く
は
被
包
」
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

13

12

法
第
八
十
条
第
八
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
、
医
療
機
器
、
体
外
診
断
用
医

法
第
八
十
条
第
八
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
、
医
療
機
器
、
体
外
診
断
用
医

14

13

薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
（
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
（
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

る
法
第
五
十
二
条
第
一
項
、
第
六
十
三
条
の
二
第
一
項
又
は
第
六
十
五
条
の

る
法
第
五
十
二
条
第
一
項
、
第
六
十
三
条
の
二
第
一
項
又
は
第
六
十
五
条
の

三
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
医
薬
品
、
医
療
機
器
、
体
外
診
断
用
医
薬
品
又
は

三
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
医
薬
品
、
医
療
機
器
、
体
外
診
断
用
医
薬
品
又
は

再
生
医
療
等
製
品
に
添
付
す
る
文
書
又
は
そ
の
容
器
若
し
く
は
被
包
に
、
こ

再
生
医
療
等
製
品
に
添
付
す
る
文
書
又
は
そ
の
容
器
若
し
く
は
被
包
に
、
こ

れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
が
記
載
さ
れ
て
い
る

れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
が
記
載
さ
れ
て
い
る

も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
法
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
六
十
八
条

も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
法
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
六
十
八
条

の
二
の
二
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
注

の
二
の
二
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
注

意
事
項
等
情
報
」
と
あ
る
の
は
、
「
注
意
事
項
等
情
報
及
び
第
十
四
条
の
二

意
事
項
等
情
報
」
と
あ
る
の
は
、
「
注
意
事
項
等
情
報
及
び
第
十
四
条
の
二

の
二
の
二
第
一
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

の
二
第
一
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

む
。
）
若
し
く
は
第
十
四
条
の
三
第
一
項
（
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準

）
若
し
く
は
第
十
四
条
の
三
第
一
項
（
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
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用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
第
十
四
条
若
し
く
は
第
十
九
条
の

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
第
十
四
条
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
の

二
の
承
認
を
受
け
て
い
る
旨
の
情
報
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項

承
認
を
受
け
て
い
る
旨
の
情
報
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
（
第

（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し

若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
第
一

く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
第
二
十
三
条
の
二

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五

の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
て
い
る
旨
の
情
報

若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の
承
認
を
受
け
て
い
る
旨
の
情
報
又
は

又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項

第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項

一
項
（
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

（
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

の
規
定
に
よ
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の

定
に
よ
る
第
二
十
三
条
の
二
十
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認

承
認
を
受
け
て
い
る
旨
の
情
報
」
と
す
る
。

を
受
け
て
い
る
旨
の
情
報
」
と
す
る
。

法
第
八
十
条
第
八
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
、
医
療
機
器
、
体
外
診
断
用
医

法
第
八
十
条
第
八
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
、
医
療
機
器
、
体
外
診
断
用
医

15

14

薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
（
第
五
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
（
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

え
て
適
用
す
る
法
第
五
十
二
条
第
一
項
、
第
六
十
三
条
の
二
第
一
項
又
は
第

る
法
第
五
十
二
条
第
一
項
、
第
六
十
三
条
の
二
第
一
項
又
は
第
六
十
五
条
の

六
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
医
薬
品
、
医
療
機
器
、
体
外
診
断
用

三
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
医
薬
品
、
医
療
機
器
、
体
外
診
断
用
医
薬
品
又
は

医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
に
添
付
す
る
文
書
又
は
そ
の
容
器
若
し
く
は

再
生
医
療
等
製
品
に
添
付
す
る
文
書
又
は
そ
の
容
器
若
し
く
は
被
包
に
、
法

被
包
に
、
法
第
六
十
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
注
意
事
項
等
情
報
が
記

第
六
十
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
注
意
事
項
等
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い

載
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
法
第
六
十
八
条
の
二
第
一

る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
法
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
六
十

項
、
第
六
十
八
条
の
二
の
二
及
び
第
六
十
八
条
の
二
十
の
二
の
規
定
は
、
適

八
条
の
二
の
二
及
び
第
六
十
八
条
の
二
十
の
二
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

用
し
な
い
。

・

（
略
）

・

（
略
）

16

17

15

16

（
都
道
府
県
等
が
処
理
す
る
事
務
）

（
都
道
府
県
等
が
処
理
す
る
事
務
）

第
八
十
条

法
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
、

第
八
十
条

法
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
、

次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
都
道
府
県
知
事
（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
販

次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
都
道
府
県
知
事
（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
販

売
を
し
、
又
は
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
を
製
造
す
る
薬
局
の
所
在
地
が
保
健

売
を
し
、
又
は
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
を
製
造
す
る
薬
局
の
所
在
地
が
保
健

所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又

所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又

は
区
長
）
が
行
う
こ
と
と
す
る
。

は
区
長
）
が
行
う
こ
と
と
す
る
。

一

薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
販
売
に
係
る
法
第
十
二
条
第
一
項
並
び

一

薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
販
売
に
係
る
法
第
十
二
条
第
一
項
並
び

に
第
十
四
条
第
一
項
、
第
十
三
項
及
び
第
十
四
項
に
規
定
す
る
権
限
に
属

に
第
十
四
条
第
一
項
、
第
十
五
項
及
び
第
十
六
項
に
規
定
す
る
権
限
に
属

す
る
事
務

す
る
事
務
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二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
医
薬
品
（
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
除
く
。

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
医
薬
品
（
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
除
く
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
に
係
る
次
に

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
に
係
る
次
に

掲
げ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
は
、
第
一
号
、
第
二
号
、
第

掲
げ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
は
、
第
一
号
、
第
二
号
、
第

五
号
、
第
六
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
権
限
に
属
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
こ

五
号
、
第
六
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
権
限
に
属
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
こ

れ
ら
の
号
に
規
定
す
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
を
製
造
販
売
し

れ
ら
の
号
に
規
定
す
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
を
製
造
販
売
し

よ
う
と
す
る
者
の
法
第
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
等
総
括
製
造
販

よ
う
と
す
る
者
の
法
第
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
等
総
括
製
造
販

売
責
任
者
が
そ
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
が
、
第

売
責
任
者
が
そ
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
が
、
第

三
号
、
第
四
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
権
限
に
属
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
製

三
号
、
第
四
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
権
限
に
属
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
製

造
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
厚
生
労

造
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
厚
生
労

働
大
臣
が
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
権
限
に
属
す
る
事
務
（
法
第
七
十

働
大
臣
が
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
権
限
に
属
す
る
事
務
（
法
第
七
十

二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
十
二
条
の
二
の
二
、
第
七
十
二
条
の
四
、

二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
十
二
条
の
二
の
二
、
第
七
十
二
条
の
四
、

第
七
十
三
条
、
第
七
十
五
条
第
一
項
並
び
に
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規

第
七
十
三
条
、
第
七
十
五
条
第
一
項
並
び
に
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
第
六
号
に
掲
げ
る
権
限
に
属
す
る
事
務
を

定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
第
六
号
に
掲
げ
る
権
限
に
属
す
る
事
務
を

自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

法
第
十
四
条
第
一
項
、
第
十
三
項
及
び
第
十
四
項
に
規
定
す
る
権
限
に

五

法
第
十
四
条
第
一
項
、
第
十
五
項
及
び
第
十
六
項
に
規
定
す
る
権
限
に

属
す
る
事
務
の
う
ち
、
風
邪
薬
、
健
胃
消
化
薬
、
駆
虫
薬
そ
の
他
の
厚
生

属
す
る
事
務
の
う
ち
、
風
邪
薬
、
健
胃
消
化
薬
、
駆
虫
薬
そ
の
他
の
厚
生

労
働
大
臣
の
指
定
す
る
種
類
に
属
す
る
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
そ
の
有
効
成

労
働
大
臣
の
指
定
す
る
種
類
に
属
す
る
医
薬
品
で
あ
つ
て
、
そ
の
有
効
成

分
の
種
類
、
配
合
割
合
及
び
分
量
、
用
法
及
び
用
量
、
効
能
及
び
効
果
そ

分
の
種
類
、
配
合
割
合
及
び
分
量
、
用
法
及
び
用
量
、
効
能
及
び
効
果
そ

の
他
そ
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
係
る
事
項
に
つ
き
当
該
厚
生
労

の
他
そ
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
係
る
事
項
に
つ
き
当
該
厚
生
労

働
大
臣
の
指
定
す
る
種
類
ご
と
に
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
範
囲
内
の
も

働
大
臣
の
指
定
す
る
種
類
ご
と
に
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
範
囲
内
の
も

の
（
注
射
剤
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す

の
（
注
射
剤
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す

る
医
薬
部
外
品
に
係
る
も
の

る
医
薬
部
外
品
に
係
る
も
の

六

（
略
）

六

（
略
）

七

法
第
十
四
条
第
六
項
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

七

法
第
十
四
条
第
七
項
（
同
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
及
び
第
八
項
、
第
十
四
条
の
二
（
第
四
項
を
除
く
。
）
、
第
十
四

む
。
）
及
び
第
九
項
、
第
十
四
条
の
二
（
第
四
項
を
除
く
。
）
、
第
十
四

条
の
七
の
二
第
三
項
並
び
に
第
八
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限
に
属
す

条
の
七
の
二
第
三
項
並
び
に
第
八
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限
に
属
す

る
事
務
の
う
ち
、
国
内
の
製
造
所
に
お
い
て
製
造
さ
れ
る
医
薬
品
（
専
ら

る
事
務
の
う
ち
、
国
内
の
製
造
所
に
お
い
て
製
造
さ
れ
る
医
薬
品
（
専
ら

動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
及
び
次
に

動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
及
び
次
に

掲
げ
る
も
の
（
法
第
十
四
条
の
二
（
第
四
項
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
権

掲
げ
る
も
の
（
法
第
十
四
条
の
二
（
第
四
項
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
権
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限
に
属
す
る
事
務
に
あ
つ
て
は
、
イ
、
ロ
、
ニ
及
び
ホ
）
を
除
く
。
）
又

限
に
属
す
る
事
務
に
あ
つ
て
は
、
イ
、
ロ
、
ニ
及
び
ホ
）
を
除
く
。
）
又

は
医
薬
部
外
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ

は
医
薬
部
外
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ

て
い
る
も
の
及
び
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る

て
い
る
も
の
及
び
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る

も
の

も
の

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
新
医
薬
品
（
法
第
十

ハ

法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
新
医
薬
品
（
法
第
十

四
条
第
六
項
に
規
定
す
る
期
間
を
経
過
す
る
ご
と
に
行
わ
れ
る
調
査
の

四
条
第
七
項
に
規
定
す
る
期
間
を
経
過
す
る
ご
と
に
行
わ
れ
る
調
査
の

う
ち
同
条
第
一
項
の
承
認
の
取
得
後
初
め
て
行
わ
れ
る
調
査
を
受
け
た

う
ち
同
条
第
一
項
の
承
認
の
取
得
後
初
め
て
行
わ
れ
る
調
査
を
受
け
た

も
の
を
除
く
。
）

も
の
を
除
く
。
）

ニ
・
ホ

（
略
）

ニ
・
ホ

（
略
）

八

（
略
）

八

（
略
）

３
～
９

（
略
）

３
～
９

（
略
）

（
事
務
の
区
分
）

（
事
務
の
区
分
）

第
八
十
一
条

第
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

第
八
十
一
条

第
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
同
条
第
一
項
、
第
五
条
第
二
項
並
び
に
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
に
お
い

る
同
条
第
一
項
、
第
五
条
第
二
項
並
び
に
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
に
お
い

て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
、
第
六
条
第
二
項
及
び
第
四
項
並

て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
、
第
六
条
第
二
項
及
び
第
四
項
並

び
に
同
条
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第

び
に
同
条
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第

二
項
及
び
第
四
項
、
第
七
条
第
一
項
並
び
に
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お

二
項
及
び
第
四
項
、
第
七
条
第
一
項
並
び
に
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お

い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項

い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項

に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
十
一
条
第
二
項
及
び

に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
十
一
条
第
二
項
及
び

第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
十
二
条
第
二

第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
十
二
条
第
二

項
並
び
に
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同

項
並
び
に
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同

条
第
二
項
、
第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
同
条
第
五
項
及
び
第
六

条
第
二
項
、
第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
同
条
第
五
項
及
び
第
六

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
十
四

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
十
四

条
第
一
項
並
び
に
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ

条
第
一
項
並
び
に
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
同
条
第
一
項
、
第
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

れ
る
同
条
第
一
項
、
第
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
十
六
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
十
六
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
十
六
条
の
四
第
二
項
及
び
同
条
第
四
項
に
お

適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
十
六
条
の
四
第
二
項
及
び
同
条
第
四
項
に
お

い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
、
第
十
六
条
の
五
第
二
項
及
び

い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
、
第
十
六
条
の
五
第
二
項
及
び

第
四
項
並
び
に
同
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二

第
四
項
並
び
に
同
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
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項
及
び
第
四
項
、
第
十
六
条
の
六
第
一
項
及
び
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み

項
及
び
第
四
項
、
第
十
六
条
の
六
第
一
項
及
び
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
十
六
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
十
六
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い

替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い

て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て

て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
（
第
七
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
（
第
七
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
（
第
七
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
（
第
七
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
六
条
の
二
、
第
二
十
六
条
の
四
第
六
項

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
六
条
の
二
、
第
二
十
六
条
の
四
第
六
項

に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
、
第
二
十
六
条
の
五
第
七

に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
、
第
二
十
六
条
の
五
第
七

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
二
十

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
二
十

六
条
の
六
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
三

六
条
の
六
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
三

十
二
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第

十
二
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第

三
十
二
条
の
五
、
第
三
十
二
条
の
六
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ

三
十
二
条
の
五
、
第
三
十
二
条
の
六
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
同
条
第
一
項
、
第
三
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

れ
る
同
条
第
一
項
、
第
三
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
同
条
第
一
項
、
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
及
び
同
条
第
四
項
に
お
い
て
読

る
同
条
第
一
項
、
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
及
び
同
条
第
四
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
、
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
及
び
第
四

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
、
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
及
び
第
四

項
並
び
に
同
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
及

項
並
び
に
同
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
及

び
第
四
項
、
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替

び
第
四
項
、
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
三
十
七
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
読
み

え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
三
十
七
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
三
十
七
条
の
八
第
二
項
に
お
い
て
読

替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
三
十
七
条
の
八
第
二
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
（
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
（
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
七
条
の
九
第
二
項
及
び
同
条
第
四
項
に
お
い
て
読

合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
七
条
の
九
第
二
項
及
び
同
条
第
四
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
五
十
五
条
に
お

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
五
十
五
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
七
条
の
十
第
二
項
及
び
第
四
項

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
七
条
の
十
第
二
項
及
び
第
四
項

並
び
に
同
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
及
び

並
び
に
同
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
及
び

第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
、
第
三
十
七
条
の
十
一
第
一
項
及
び
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え

。
）
、
第
三
十
七
条
の
十
一
第
一
項
及
び
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準

て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
七
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
七
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
（
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
（
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
第
四
十
三
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

含
む
。
）
、
第
四
十
三
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
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同
条
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
四
第
二
項
及
び
同
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み

同
条
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
四
第
二
項
及
び
同
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
、
第
四
十
三
条
の
五
第
二
項
及
び
第
四
項

替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
、
第
四
十
三
条
の
五
第
二
項
及
び
第
四
項

並
び
に
同
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
及
び

並
び
に
同
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
及
び

第
四
項
、
第
四
十
三
条
の
六
第
一
項
及
び
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え

第
四
項
、
第
四
十
三
条
の
六
第
一
項
及
び
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替

て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
十
一
第
二
項
、
第
四
十
三

え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
十
一
第
二
項
、
第
四
十
三

条
の
十
二
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
四
十
三
条
の
十
三
、
第
七
十
三
条
、
第

条
の
十
二
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
四
十
三
条
の
十
三
、
第
五
十
八
条
か
ら

七
十
四
条
第
一
項
、
第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
七
十
四
条
の
三
第
一
項

第
六
十
条
ま
で
、
第
六
十
一
条
第
二
項
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
四
条
第
一

、
第
七
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
三

項
、
第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
七
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
七
十
四
条

項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
八
十
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り

の
四
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項

都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和

並
び
に
第
八
十
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処

二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号

理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務

と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
動
物
用
医
薬
品
等
）

（
動
物
用
医
薬
品
等
）

第
八
十
三
条

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
で

第
八
十
三
条

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
医
療
機
器
又
は
再
生
医
療
等
製
品
で

あ
つ
て
、
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も

あ
つ
て
、
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も

の
に
関
し
て
は
、
こ
の
政
令
（
第
二
条
の
七
、
第
二
条
の
八
第
二
項
、
第
二

の
に
関
し
て
は
、
こ
の
政
令
（
第
二
条
の
七
、
第
二
条
の
八
第
二
項
、
第
二

条
の
九
第
二
項
、
第
二
条
の
十
、
第
二
条
の
十
一
第
一
項
及
び
前
条
を
除
く

条
の
九
第
二
項
、
第
二
条
の
十
、
第
二
条
の
十
一
第
一
項
及
び
前
条
を
除
く

。
）
中
「
厚
生
労
働
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
省
令
」
と
、
「
厚
生

。
）
中
「
厚
生
労
働
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
省
令
」
と
、
「
厚
生

労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
大
臣
」
と
、
第
二
条
中
「
次
の
と
お

労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
大
臣
」
と
、
第
二
条
中
「
次
の
と
お

り
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で

り
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で

及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
法
令
」
と
、
第
二
条
の
二
中
「
都
道
府
県
知
事
（
薬

及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
法
令
」
と
、
第
二
条
の
二
中
「
都
道
府
県
知
事
（
薬

局
の
所
在
地
が
地
域
保
健
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
一
号
）
第
五
条
第

局
の
所
在
地
が
地
域
保
健
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
一
号
）
第
五
条
第

一
項
の
政
令
で
定
め
る
市
（
以
下
「
保
健
所
を
設
置
す
る
市
」
と
い
う
。
）

一
項
の
政
令
で
定
め
る
市
（
以
下
「
保
健
所
を
設
置
す
る
市
」
と
い
う
。
）

又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
条
か

又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
条
か

ら
第
二
条
の
六
ま
で
及
び
第
二
条
の
十
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
り
、

ら
第
二
条
の
六
ま
で
及
び
第
二
条
の
十
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
り
、

第
四
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
販
売

第
四
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
販
売

を
す
る
薬
局
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ

を
す
る
薬
局
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
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る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
条
第
四
項
、
第
六
条
第
五
項
、

る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
条
第
四
項
、
第
六
条
第
五
項
、

第
七
条
第
二
項
、
第
八
条
第
二
項
及
び
第
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。

第
七
条
第
二
項
、
第
八
条
第
二
項
及
び
第
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
」
と
あ
り
、
及
び
「
都
道
府
県
知
事
（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
販

）
」
と
あ
り
、
及
び
「
都
道
府
県
知
事
（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
販

売
を
す
る
薬
局
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に

売
を
す
る
薬
局
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に

あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
」
と
あ
り
、
第
五
条
第
四
項
、

あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
」
と
あ
り
、
第
五
条
第
四
項
、

第
六
条
第
五
項
、
第
十
二
条
第
四
項
及
び
第
十
三
条
第
五
項
中
「
都
道
府
県

第
六
条
第
五
項
、
第
十
二
条
第
四
項
及
び
第
十
三
条
第
五
項
中
「
都
道
府
県

知
事
（
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る

知
事
（
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る

場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
」
と
あ
り
、
第
七
条
第
二
項
中
「
都

場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
」
と
あ
り
、
第
七
条
第
二
項
中
「
都

道
府
県
知
事
（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
販
売
を
す
る
薬
局
の
所
在
地

道
府
県
知
事
（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
販
売
を
す
る
薬
局
の
所
在
地

が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

当
該
許
可
を
受
け
た
市
長
又
は
区
長
）
」
と
あ
り
、
第
八
条
第
二
項
及
び
第

当
該
許
可
を
受
け
た
市
長
又
は
区
長
）
」
と
あ
り
、
第
八
条
第
二
項
及
び
第

十
九
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
販
売

十
九
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
販
売

を
す
る
薬
局
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ

を
す
る
薬
局
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ

る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
」
と
あ
り
、
第
十
一
条
第
二
項
中

る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
」
と
あ
り
、
第
十
一
条
第
二
項
中

「
都
道
府
県
知
事
（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
を
製
造
す
る
薬
局
の
所
在
地
が

「
都
道
府
県
知
事
（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
を
製
造
す
る
薬
局
の
所
在
地
が

保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市

保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市

長
又
は
区
長
。
次
条
第
四
項
、
第
十
三
条
第
五
項
、
第
十
四
条
第
二
項
及
び

長
又
は
区
長
。
次
条
第
四
項
、
第
十
三
条
第
五
項
、
第
十
四
条
第
二
項
及
び

第
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
り
、
及
び
「
都
道
府
県
知
事

第
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
り
、
及
び
「
都
道
府
県
知
事

（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
を
製
造
す
る
薬
局
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す

（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
を
製
造
す
る
薬
局
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す

る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
」

る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
」

と
あ
り
、
第
十
四
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品

と
あ
り
、
第
十
四
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品

を
製
造
す
る
薬
局
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域

を
製
造
す
る
薬
局
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域

に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
許
可
を
受
け
た
市
長
又
は
区
長
）
」
と
あ

に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
許
可
を
受
け
た
市
長
又
は
区
長
）
」
と
あ

り
、
並
び
に
第
十
五
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
薬
局
製
造
販
売
医
薬

り
、
並
び
に
第
十
五
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
薬
局
製
造
販
売
医
薬

品
を
製
造
す
る
薬
局
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区

品
を
製
造
す
る
薬
局
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区

域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府

域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府

県
知
事
」
と
、
第
二
十
五
条
の
二
及
び
第
四
十
三
条
の
二
十
八
中
「
ア
メ
リ

県
知
事
」
と
、
第
四
十
一
条
の
二
第
三
号
、
第
六
十
六
条
の
二
第
三
号
、
第

カ
合
衆
国
、
英
国
、
カ
ナ
ダ
、
ド
イ
ツ
又
は
フ
ラ
ン
ス
」
と
あ
る
の
は
「
ア

六
十
七
条
の
二
第
三
号
、
第
七
十
条
第
三
号
及
び
第
七
十
九
条
の
二
第
三
号

イ
ル
ラ
ン
ド
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
英
国
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
オ
ラ
ン
ダ

中
「
第
二
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第

、
ス
ペ
イ
ン
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
又
は
南
ア
フ
リ
カ
共
和

五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
及
び
第
十
号
」
と
、
第
四
十
四
条
中
「
都
道
府
県
知

国
」
と
、
第
四
十
一
条
の
二
第
三
号
、
第
六
十
六
条
の
二
第
三
号
、
第
六
十

事
（
店
舗
販
売
業
に
あ
つ
て
は
そ
の
店
舗
の
所
在
地
が
、
高
度
管
理
医
療
機
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七
条
の
二
第
三
号
、
第
七
十
条
第
三
号
及
び
第
七
十
九
条
の
二
第
三
号
中
「

器
等
（
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
高
度
管
理
医
療
機
器
等
を
い
う

第
二
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
五
号

。
以
下
同
じ
。
）
の
販
売
業
又
は
貸
与
業
に
あ
つ
て
は
そ
の
営
業
所
の
所
在

か
ら
第
八
号
ま
で
及
び
第
十
号
」
と
、
第
四
十
四
条
中
「
都
道
府
県
知
事
（

地
が
、
そ
れ
ぞ
れ
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合

店
舗
販
売
業
に
あ
つ
て
は
そ
の
店
舗
の
所
在
地
が
、
高
度
管
理
医
療
機
器
等

に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
条
か
ら
第
四
十
八
条
ま
で
に
お
い
て
同

（
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
高
度
管
理
医
療
機
器
等
を
い
う
。
以

じ
。
）
は
、
医
薬
品
の
販
売
業
、
高
度
管
理
医
療
機
器
等
」
と
あ
る
の
は
「

下
同
じ
。
）
の
販
売
業
又
は
貸
与
業
に
あ
つ
て
は
そ
の
営
業
所
の
所
在
地
が

都
道
府
県
知
事
は
、
医
薬
品
の
販
売
業
、
高
度
管
理
医
療
機
器
等
（
法
第
三

、
そ
れ
ぞ
れ
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お

十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
高
度
管
理
医
療
機
器
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
条
か
ら
第
四
十
八
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。

）
」
と
、
第
四
十
八
条
中
「
及
び
第
四
十
条
の
五
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「

）
は
、
医
薬
品
の
販
売
業
、
高
度
管
理
医
療
機
器
等
」
と
あ
る
の
は
「
都
道

、
第
四
十
条
の
五
第
一
項
及
び
第
八
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」
と
、
第
七

府
県
知
事
は
、
医
薬
品
の
販
売
業
、
高
度
管
理
医
療
機
器
等
（
法
第
三
十
九

十
四
条
の
四
第
六
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造

条
第
一
項
に
規
定
す
る
高
度
管
理
医
療
機
器
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」

販
売
を
す
る
薬
局
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域

と
、
第
四
十
八
条
中
「
及
び
第
四
十
条
の
五
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
、
第

に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
」
と
あ
り
、
及
び
「
都
道
府

四
十
条
の
五
第
一
項
及
び
第
八
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
」
と
、
第
七
十
四

県
知
事
（
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ

条
の
四
第
六
項
中
「
都
道
府
県
知
事
（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
販
売

る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
」
と
あ
り
、
第
八
十
条
第
一
項
中

を
す
る
薬
局
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ

「
都
道
府
県
知
事
（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
販
売
を
し
、
又
は
薬
局

る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
」
と
あ
り
、
及
び
「
都
道
府
県
知

製
造
販
売
医
薬
品
を
製
造
す
る
薬
局
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又

事
（
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場

は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
」
と
あ
り

合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
」
と
あ
り
、
第
八
十
条
第
一
項
中
「
都

、
並
び
に
同
条
第
八
項
中
「
都
道
府
県
知
事
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市

道
府
県
知
事
（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
の
製
造
販
売
を
し
、
又
は
薬
局
製
造

長
又
は
特
別
区
の
区
長
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
都
道
府
県
知
事
等
」
と

販
売
医
薬
品
を
製
造
す
る
薬
局
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特

い
う
。
）
」
と
あ
り
、
及
び
「
都
道
府
県
知
事
等
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府

別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
」
と
あ
り
、
並

県
知
事
」
と
す
る
。

び
に
同
条
第
八
項
中
「
都
道
府
県
知
事
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又

は
特
別
区
の
区
長
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
都
道
府
県
知
事
等
」
と
い
う

。
）
」
と
あ
り
、
及
び
「
都
道
府
県
知
事
等
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知

事
」
と
す
る
。



- 44 -

○

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
九
十
一
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
及
び
化
粧
品
の
製
造
販
売
の
承
認
の
申
請
に
係
る

（
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
及
び
化
粧
品
の
製
造
販
売
の
承
認
の
申
請
に
係
る

手
数
料
の
額
）

手
数
料
の
額
）

第
七
条

法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り

第
七
条

法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り

国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
承
認

国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
承
認

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
承
認

イ
か
ら
ハ

一

法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
承
認

イ
か
ら
ハ

ま
で
に
掲
げ
る
承
認
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め

ま
で
に
掲
げ
る
承
認
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め

る
額

る
額

イ

医
薬
品
に
つ
い
て
の
承
認

⑴
か
ら
⒂
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
の
区

イ

医
薬
品
に
つ
い
て
の
承
認

⑴
か
ら
⒂
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
⑴
か
ら
⒂
ま
で
に
定
め
る
額

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
⑴
か
ら
⒂
ま
で
に
定
め
る
額

⑴

日
本
薬
局
方
に
収
め
ら
れ
て
い
る
医
薬
品
及
び
既
に
製
造
販
売
の

⑴

日
本
薬
局
方
に
収
め
ら
れ
て
い
る
医
薬
品
及
び
既
に
製
造
販
売
の

承
認
を
与
え
ら
れ
て
い
る
医
薬
品
（
法
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第

承
認
を
与
え
ら
れ
て
い
る
医
薬
品
（
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項

一
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

。
）
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
製
造
販
売
の
承
認
を

の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
製
造
販
売
の
承
認
を
与
え

与
え
ら
れ
て
い
る
医
薬
品
並
び
に
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
第
一
号

ら
れ
て
い
る
医
薬
品
並
び
に
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
第
一
号
（
法

（
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定

第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る

す
る
新
医
薬
品
（
以
下
イ
に
お
い
て
「
新
医
薬
品
」
と
い
う
。
）
で

新
医
薬
品
（
以
下
イ
に
お
い
て
「
新
医
薬
品
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ

あ
っ
て
そ
の
製
造
販
売
の
承
認
の
あ
っ
た
日
後
同
号
に
規
定
す
る
調

て
そ
の
製
造
販
売
の
承
認
の
あ
っ
た
日
後
同
号
に
規
定
す
る
調
査
期

査
期
間
（
法
第
十
四
条
の
四
第
三
項
（
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て

間
（
法
第
十
四
条
の
四
第
三
項
（
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
延
長
が
行
わ
れ
た
と
き

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
延
長
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、

は
、
そ
の
延
長
後
の
期
間
。
以
下
イ
に
お
い
て
「
調
査
期
間
」
と
い

そ
の
延
長
後
の
期
間
。
以
下
イ
に
お
い
て
「
調
査
期
間
」
と
い
う
。

う
。
）
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
及
び
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
第

）
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
及
び
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
第
二
号

二
号
（
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下

（
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
⑴
に

⑴
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
指
示
す
る
医

お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
指
示
す
る
医
薬
品

薬
品
で
あ
っ
て
同
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
指
示
す
る
期
間

で
あ
っ
て
同
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
指
示
す
る
期
間
を
経

を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
既
承

過
し
て
い
な
い
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
既
承
認
医
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認
医
薬
品
」
と
い
う
。
）
と
有
効
成
分
若
し
く
は
そ
の
配
合
割
合
又

薬
品
」
と
い
う
。
）
と
有
効
成
分
若
し
く
は
そ
の
配
合
割
合
又
は
投

は
投
与
経
路
が
異
な
る
医
薬
品
（
有
効
成
分
の
配
合
割
合
の
み
が
異

与
経
路
が
異
な
る
医
薬
品
（
有
効
成
分
の
配
合
割
合
の
み
が
異
な
る

な
る
医
薬
品
に
あ
っ
て
は
、
医
療
用
医
薬
品
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣

医
薬
品
に
あ
っ
て
は
、
医
療
用
医
薬
品
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定

が
定
め
る
も
の
（
以
下
「
医
療
用
医
薬
品
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。

め
る
も
の
（
以
下
「
医
療
用
医
薬
品
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
）
。

）
。
た
だ
し
、
防
除
用
医
薬
品
（
人
の
保
健
の
た
め
に
す
る
ね
ず
み

た
だ
し
、
防
除
用
医
薬
品
（
人
の
保
健
の
た
め
に
す
る
ね
ず
み
、
は

、
は
え
、
蚊
、
の
み
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
生
物
の
防
除
の
目
的

え
、
蚊
、
の
み
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
生
物
の
防
除
の
目
的
の
た

の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
医
薬
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
専
ら
疾

め
に
使
用
さ
れ
る
医
薬
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
専
ら
疾
病
の

病
の
診
断
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
の
う

診
断
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
の
う
ち
人

ち
人
又
は
動
物
の
皮
膚
に
貼
り
付
け
ら
れ
る
も
の
及
び
専
ら
動
物
の

又
は
動
物
の
皮
膚
に
貼
り
付
け
ら
れ
る
も
の
及
び
専
ら
動
物
の
た
め

た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
を
除
く
。

に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
を
除
く
。

五

五
十
三
万
三
千
八
百
円

十
三
万
三
千
八
百
円

⑵
～
⒀

（
略
）

⑵
～
⒀

（
略
）

⒁

専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医

⒁

専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医

薬
品
で
あ
っ
て
、
日
本
薬
局
方
に
収
め
ら
れ
て
い
る
医
薬
品
及
び
既

薬
品
で
あ
っ
て
、
日
本
薬
局
方
に
収
め
ら
れ
て
い
る
医
薬
品
及
び
既

に
製
造
販
売
の
承
認
を
与
え
ら
れ
て
い
る
医
薬
品
（
法
第
八
十
三
条

に
製
造
販
売
の
承
認
を
与
え
ら
れ
て
い
る
医
薬
品
（
法
第
八
十
三
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
四
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
四
条
の
二

の
二
の
二
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

の
二
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
製
造
販

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
製
造
販
売
の

売
の
承
認
を
与
え
ら
れ
て
い
る
医
薬
品
並
び
に
新
医
薬
品
で
あ
っ
て

承
認
を
与
え
ら
れ
て
い
る
医
薬
品
並
び
に
新
医
薬
品
で
あ
っ
て
そ
の

そ
の
製
造
販
売
の
承
認
の
あ
っ
た
日
後
調
査
期
間
を
経
過
し
て
い
な

製
造
販
売
の
承
認
の
あ
っ
た
日
後
調
査
期
間
を
経
過
し
て
い
な
い
も

い
も
の
及
び
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

の
及
び
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

用
さ
れ
る
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
第
二
号
（
法
第
十
九
条
の
四
に

れ
る
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
第
二
号
（
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
⒁
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
⒁
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す

定
す
る
農
林
水
産
大
臣
が
指
示
す
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
法
第
八
十
三

る
農
林
水
産
大
臣
が
指
示
す
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
法
第
八
十
三
条
第

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
号
に
規
定
す

一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
号
に
規
定
す
る
農

る
農
林
水
産
大
臣
が
指
示
す
る
期
間
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
を
除

林
水
産
大
臣
が
指
示
す
る
期
間
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
を
除
く
。

く
。
）
と
有
効
成
分
又
は
投
与
経
路
が
異
な
る
医
薬
品
。
た
だ
し
、

）
と
有
効
成
分
又
は
投
与
経
路
が
異
な
る
医
薬
品
。
た
だ
し
、
専
ら

専
ら
疾
病
の
診
断
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
薬

疾
病
の
診
断
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
の

品
の
う
ち
、
動
物
の
皮
膚
に
貼
り
付
け
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。

六

う
ち
、
動
物
の
皮
膚
に
貼
り
付
け
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。

六
十
万

十
万
千
円

千
円

⒂

（
略
）

⒂

（
略
）
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ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

二

法
第
十
四
条
第
十
三
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

二

法
第
十
四
条
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
承
認
の
区
分
に

る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
承
認
の
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

２

前
項
に
規
定
す
る
者
（
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

２

前
項
に
規
定
す
る
者
（
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
四
条
又
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
の
申
請
を
す
る
者

て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
四
条
又
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
の
申
請
を
す
る
者

に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規

に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
四
条
第
三
項
（
同
条
第
十
三
項

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
四
条
第
三
項
（
同
条
第
十
五
項

（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法

（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法

第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

り
添
付
す
る
当
該
申
請
に
係
る
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る

り
添
付
す
る
当
該
申
請
に
係
る
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る

こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
医
薬
部
外
品
（
専
ら
動

こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
医
薬
部
外
品
（
専
ら
動

物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の

物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の

品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
資
料
に
つ
き
、
農
林
水
産
大
臣
が
、

安
全
性
に
関
す
る
試
験
そ
の
他
の
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
に
つ
き

法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
四

、
農
林
水
産
大
臣
が
、
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

条
第
二
項
第
三
号
（
同
条
第
十
三
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て

適
用
さ
れ
る
法
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
（
同
条
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
十
九
条
の
二

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
行
う

当
該
資
料
を
収
集
し
、
又
は
作
成
し
た
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要

た
め
、
当
該
職
員
を
、
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ

が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八

る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第

条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

七
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か

、
同
項
に
定
め
る
額
に
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る

わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
額
に
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額

。

と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
医
薬
品
の
条
件
付
承
認
の
中
間
評
価
に
当
た
っ
て
の
調
査
に
係
る
手
数
料

（
医
薬
品
の
条
件
付
き
承
認
の
中
間
評
価
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

の
額
）

第
七
条
の
二

法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
者
（
法
第
十
四
条
の

第
七
条
の
二

法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
者
（
法
第
十
四
条
第

二
の
二
第
三
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

十
三
項
（
同
条
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
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る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
限
る
。

場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

）
が
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
申
請
す
る
者
に
限
る
。
）
が
法
第
七
十

手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は

定
め
る
額
と
す
る
。

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す

る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

前
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

２

前
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
規
定
す
る
者
が
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

に
規
定
す
る
者
が
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

さ
れ
る
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第

さ
れ
る
法
第
十
四
条
第
十
二
項
（
同
条
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五

六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
医
薬

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に

品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
医
薬
品
（
専

限
る
。
）
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
に
関
す
る
資
料
に

ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。

つ
き
、
農
林
水
産
大
臣
が
、
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

）
の
使
用
の
成
績
等
に
関
す
る
資
料
に
つ
き
、
農
林
水
産
大
臣
が
、
法
第
八

え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
三
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五

十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
四
条
第
十

項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査

三
項
（
同
条
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
当
該
資
料
を
収
集
し
、
又
は
作
成
し
た
施
設

合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
前
項
に
規

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
当
該
使
用
の

定
す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は

成
績
等
に
関
す
る
調
査
を
実
施
し
た
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が

、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
号
に
定
め
る
額
に
、
次
に
掲
げ
る
額
の

あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条

合
計
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

同
号
に
定
め
る
額
に
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
動
物
用
医
薬
品
及
び
動
物
用
医
薬
部
外
品
の
製
造
販
売
の
承
認
に
当
た
っ

（
動
物
用
医
薬
品
及
び
動
物
用
医
薬
部
外
品
の
製
造
販
売
の
承
認
に
当
た
っ

て
の
調
査
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

て
の
調
査
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
八
条

法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
者
（
法
第
八
十
三
条
第
一

第
八
条

法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
者
（
法
第
八
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
四
条
第
六
項
（
同
条
第

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
四
条
第
七
項
（
同
条
第

十
三
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

及
び
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し

及
び
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し

く
は
第
八
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

く
は
第
九
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
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。
）
又
は
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
二
項
（
医
薬
品
の
製
造
所
に
お
け
る

。
）
又
は
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
（
医
薬
品
の
製
造
所
に
お
け
る
製
造

製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、

管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第

法
第
十
四
条
の
三
第
二
項
（
法
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

十
四
条
の
三
第
二
項
（
法
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
申
請
す
る
者
に
限
る
。
）
が
法
第
七
十
八
条
第

の
規
定
に
よ
る
調
査
を
申
請
す
る
者
に
限
る
。
）
が
法
第
七
十
八
条
第
一
項

一
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
一
万

の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
一
万
二
千

二
千
百
円
と
す
る
。

百
円
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

２

前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
四
条
第
六
項
（
同
条
第
十
三
項
（
法
第
十
九
条

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
四
条
第
七
項
（
同
条
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条

の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
十
九
条
の
二

の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
十
九
条
の
二

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
八
項
（
法
第
十

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
九
項
（
法
第
十

九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
四
条
の

九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
四
条
の

二
の
二
の
二
第
二
項
（
医
薬
品
の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
又
は
品
質
管

二
の
二
第
二
項
（
医
薬
品
の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の

理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
十
四
条
の
三
第
二

方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
十
四
条
の
三
第
二
項
（

項
（
法
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十

法
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条

九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
実

の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
実
地
の

地
の
調
査
の
申
請
に
つ
き
、
農
林
水
産
大
臣
が
、
当
該
調
査
を
行
う
た
め
、

調
査
の
申
請
に
つ
き
、
農
林
水
産
大
臣
が
、
当
該
調
査
を
行
う
た
め
、
当
該

当
該
職
員
を
、
当
該
調
査
を
行
う
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ

職
員
を
、
当
該
調
査
を
行
う
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と

る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第

認
め
る
場
合
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
一
項

一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同

の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に

項
に
定
め
る
額
に
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

定
め
る
額
に
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

３

法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
者
（
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の

３

法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
者
（
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
二
項

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
（
法

（
法
第
十
四
条
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部

第
十
四
条
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に

分
に
限
り
、
法
第
十
四
条
の
三
第
二
項
（
法
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準

限
り
、
法
第
十
四
条
の
三
第
二
項
（
法
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
申

を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
申
請
す

請
す
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
法
第
八
十
三

る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
法
第
八
十
三
条
第

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
四
条
の
二
の
二

一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二

の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
実
地
の
調
査
の
申
請
に
つ
き
、
農
林
水
産
大
臣

項
の
規
定
に
よ
る
実
地
の
調
査
の
申
請
に
つ
き
、
農
林
水
産
大
臣
が
、
当
該
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が
、
当
該
調
査
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
当
該
調
査
を
行
う
施
設
の
所

調
査
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
当
該
調
査
を
行
う
施
設
の
所
在
地
に
出

在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
同
号
に
掲
げ
る

張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
同
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る

者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
次
に

法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額

掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

の
合
計
額
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

４

（
略
）

４

（
略
）

（
医
薬
品
の
再
審
査
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

（
医
薬
品
の
再
審
査
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
九
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

２

前
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

２

前
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
規
定
す
る
者
が
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

に
規
定
す
る
者
が
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

さ
れ
る
法
第
十
四
条
の
四
第
五
項
（
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る

さ
れ
る
法
第
十
四
条
の
四
第
五
項
（
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
添
付
す
る
当
該
申
請
に
係
る
医
薬
品
（
専

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
添
付
す
る
当
該
申
請
に
係
る
医
薬
品
（
専

ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。

ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。

）
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
資
料
に
つ
き
、
農
林
水
産
大
臣

）
の
使
用
成
績
等
に
関
す
る
資
料
に
つ
き
、
農
林
水
産
大
臣
が
、
法
第
八
十

が
、
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
四
条
の
四
第

十
四
条
の
四
第
四
項
（
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

四
項
（
法
第
十
九
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
当
該
資
料
を
収
集

よ
る
確
認
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
当
該
使
用
成
績
等
に
関
す
る
調
査

し
、
又
は
作
成
し
た
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

を
実
施
し
た
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に

場
合
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定

お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料

手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
号
に
定
め
る
額
に
、
次

の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
号
に
定
め
る
額
に
、
次
に
掲
げ

に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

る
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
の
承
認
の
申
請
に
係
る

（
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
の
承
認
の
申
請
に
係
る

手
数
料
の
額
）

手
数
料
の
額
）

第
十
二
条

法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
十
三
号
に
掲
げ
る
者
が
同
項
の
規
定
に

第
十
二
条

法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
十
三
号
に
掲
げ
る
者
が
同
項
の
規
定
に

よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

承
認
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

承
認
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
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一

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一

一

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一

項
の
承
認

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
承
認
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
及

項
の
承
認

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
承
認
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
及

び
ロ
に
定
め
る
額

び
ロ
に
定
め
る
額

イ

医
療
機
器
に
つ
い
て
の
承
認

⑴
か
ら
⑾
ま
で
に
掲
げ
る
医
療
機
器

イ

医
療
機
器
に
つ
い
て
の
承
認

⑴
か
ら
⑾
ま
で
に
掲
げ
る
医
療
機
器

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
⑴
か
ら
⑾
ま
で
に
定
め
る
額

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
⑴
か
ら
⑾
ま
で
に
定
め
る
額

⑴

特
定
高
度
管
理
医
療
機
器
（
高
度
管
理
医
療
機
器
の
う
ち
、
特
別

⑴

特
定
高
度
管
理
医
療
機
器
（
高
度
管
理
医
療
機
器
の
う
ち
、
特
別

の
注
意
を
要
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
も
の
を

の
注
意
を
要
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
も
の
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
、
既
に
製
造
販
売
の
承
認
を
与
え
ら

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
、
既
に
製
造
販
売
の
承
認
を
与
え
ら

れ
て
い
る
医
療
機
器
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
（
法

れ
て
い
る
医
療
機
器
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
（
法

第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
製
造
販
売
の
承
認
を

。
）
の
規
定
に
よ
り
条
件
及
び
期
限
を
付
し
た
製
造
販
売
の
承
認
を

与
え
ら
れ
て
い
る
医
療
機
器
並
び
に
法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
一

与
え
ら
れ
て
い
る
医
療
機
器
並
び
に
法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
一

項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
以
下
⑴
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
医
療
機
器
（
そ
の
製
造

。
以
下
⑴
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
医
療
機
器
（
そ
の
製
造

販
売
の
承
認
の
際
同
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。

販
売
の
承
認
の
際
同
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。

）
で
あ
っ
て
そ
の
製
造
販
売
の
承
認
の
あ
っ
た
日
後
同
項
に
規
定
す

）
で
あ
っ
て
そ
の
製
造
販
売
の
承
認
の
あ
っ
た
日
後
同
項
に
規
定
す

る
調
査
期
間
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条

る
調
査
期
間
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条

の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

延
長
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
後
の
期
間
）
を
経
過
し
て
い

延
長
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
後
の
期
間
）
を
経
過
し
て
い

な
い
も
の
を
除
く
。
以
下
「
既
承
認
医
療
機
器
」
と
い
う
。
）
と
構

な
い
も
の
を
除
く
。
以
下
「
既
承
認
医
療
機
器
」
と
い
う
。
）
と
構

造
、
使
用
方
法
、
効
果
又
は
性
能
が
明
ら
か
に
異
な
る
も
の
で
あ
っ

造
、
使
用
方
法
、
効
果
又
は
性
能
が
明
ら
か
に
異
な
る
も
の
で
あ
っ

て
、
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る

て
、
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る

医
療
機
器
で
な
い
も
の

十
万
円

医
療
機
器
で
な
い
も
の

十
万
円

⑵

特
定
高
度
管
理
医
療
機
器
の
う
ち
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第

⑵

特
定
高
度
管
理
医
療
機
器
の
う
ち
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第

三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
以
下
⑵
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省

合
を
含
む
。
以
下
⑵
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
医
療
機
器
で
あ
っ
て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三

令
で
定
め
る
医
療
機
器
で
あ
っ
て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
に
同
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
の
う
ち
厚

項
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
に
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料

生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
添
付
し
て
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

そ
の
他
の
資
料
の
う
ち
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
添
付
し
て

い
も
の
（
⑴
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

十
万
円

申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
（
⑴
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

十
万
円
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⑶

（
略
）

⑶

（
略
）

⑷

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七

⑷

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
⑷
に
お
い
て
同
じ

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
⑷
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
機
器
で
あ
っ
て
、

。
）
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
機
器
で
あ
っ
て
、

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
に
同
項
前

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
に
臨
床
試

段
に
規
定
す
る
資
料
の
う
ち
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
添
付

験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
そ
の
他
の
資
料
の
う
ち
厚
生
労
働
省

し
て
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
（
⑴
か
ら
⑶
ま
で
に
掲
げ
る

令
で
定
め
る
も
の
を
添
付
し
て
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
（

も
の
を
除
く
。
）

十
万
円

⑴
か
ら
⑶
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

十
万
円

⑸
～
⑾

（
略
）

⑸
～
⑾

（
略
）

ロ

体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
の
承
認

⑴
か
ら
⑺
ま
で
に
掲
げ
る

ロ

体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
の
承
認

⑴
か
ら
⑺
ま
で
に
掲
げ
る

体
外
診
断
用
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
⑴
か
ら
⑺
ま
で
に
定

体
外
診
断
用
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
⑴
か
ら
⑺
ま
で
に
定

め
る
額

め
る
額

⑴

（
略
）

⑴

（
略
）

⑵

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
（
法
第
二
十
三
条
の
二

⑵

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
（
法
第
二
十
三
条
の
二

の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
審
査
に
係

の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
審
査
に
係

る
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
う
ち
、
法
第

る
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
う
ち
、
法
第

二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項

二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
⑵
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
⑵
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
っ
て

規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
っ
て

、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
に
同
項

、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
に
臨
床

前
段
に
規
定
す
る
資
料
を
添
付
し
て
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
を
添
付
し
て
申
請
し
な
け
れ
ば
な

の
（
⑴
及
び
⑺
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

四
万
三
千
二
百
円

ら
な
い
も
の
（
⑴
及
び
⑺
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

四
万
三
千

二
百
円

⑶
・
⑷

（
略
）

⑶
・
⑷

（
略
）

⑸

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七

⑸

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
⑸
に
お
い
て
同
じ

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
⑸
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
で

。
）
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
で

あ
っ
て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
書

あ
っ
て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
書

に
同
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
を
添
付
し
て
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら

に
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
を
添
付
し
て
申
請
し
な
け

な
い
も
の
（
⑴
、
⑵
及
び
⑺
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

二
万
三

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
（
⑴
、
⑵
及
び
⑺
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

千
五
百
円

二
万
三
千
五
百
円
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⑹
・
⑺

（
略
）

⑹
・
⑺

（
略
）

二

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第

二

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認

イ
か
ら
ニ
ま
で
に

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認

イ
か
ら
ニ
ま
で
に

掲
げ
る
承
認
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
額

掲
げ
る
承
認
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
額

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

２

前
項
に
規
定
す
る
者
（
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

２

前
項
に
規
定
す
る
者
（
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の

て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の

承
認
の
申
請
を
す
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
法
第

承
認
の
申
請
を
す
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
法
第

八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条

八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条

の
二
の
五
第
三
項
（
同
条
第
十
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項

の
二
の
五
第
三
項
（
同
条
第
十
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
添
付
す
る
当
該

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
添
付
す
る
当
該

申
請
に
係
る
医
療
機
器
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と

申
請
に
係
る
医
療
機
器
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と

さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た

さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
専
ら
動
物
の
た

め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
品
質
、

め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
安
全
性

有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
資
料
に
つ
き
、
農
林
水
産
大
臣
が
、
法
第
八

に
関
す
る
試
験
そ
の
他
の
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
に
つ
き
、
農
林

十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の

水
産
大
臣
が
、
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

二
の
五
第
二
項
第
三
号
（
同
条
第
十
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第

れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
二
項
第
三
号
（
同
条
第
十
五
項
（
法
第
二

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十

十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法

七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
行

第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
当
該
資
料
を
収
集
し
、
又
は
作
成
し
た
施
設
の
所

規
定
に
よ
る
審
査
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
当
該
試
験
を
実
施
し
た
施

在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す

設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
前
項
に

る
者
に
係
る
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

る
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定

用
さ
れ
る
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
項

に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
額
に
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
加
算

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
額
に
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

し
た
額
と
す
る
。

を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
削
る
）

４

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項

の
承
認
の
た
め
に
厚
生
労
働
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
試
験
の
対
象
と
な
る
体

外
診
断
用
医
薬
品
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
当
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該
承
認
の
申
請
を
す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る

額
は
、
第
一
項
第
一
号
ロ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
号
ロ
に
定
め
る
額
に

十
五
万
二
千
百
円
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

（
動
物
用
医
療
機
器
及
び
動
物
用
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
の
承
認

（
動
物
用
医
療
機
器
及
び
動
物
用
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
の
承
認

に
当
た
っ
て
の
調
査
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

に
当
た
っ
て
の
調
査
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
十
三
条

法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
十
四
号
に
掲
げ
る
者
（
法
第
八
十
三
条

第
十
三
条

法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
十
四
号
に
掲
げ
る
者
（
法
第
八
十
三
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五

第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
三
項
（
法
第
二
十

第
七
項
若
し
く
は
第
九
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
五
項
（
法
第
二
十

三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第

三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第

二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は

二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は

第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
二
項
（
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品

第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
（
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品

の
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り

の
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り

、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項

、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
申
請
す
る

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
申
請
す
る

者
に
限
る
。
）
が
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ

者
に
限
る
。
）
が
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
一
万
二
千
百
円
と
す
る
。

ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
一
万
二
千
百
円
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

２

前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
（

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
七
項
若
し
く
は
第
九
項
（

こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に

こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二

第
二
項
（
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理

第
二
項
（
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理

の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八

の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八

第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
実
地
の
調
査
の
申
請
に
つ
き
、
農
林
水
産
大
臣

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
実
地
の
調
査
の
申
請
に
つ
き
、
農
林
水
産
大
臣

が
、
当
該
調
査
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
当
該
調
査
を
行
う
施
設
の
所

が
、
当
該
調
査
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
当
該
調
査
を
行
う
施
設
の
所

在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す

在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す

る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前

る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
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項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
額
に
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
額
に
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計

額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

３

法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
十
四
号
に
掲
げ
る
者
（
法
第
八
十
三
条
第
一
項

３

法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
十
四
号
に
掲
げ
る
者
（
法
第
八
十
三
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第

二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
に
つ
い
て

二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
に
つ
い
て

の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
二
項
（
法
第
二

の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
二
項
（
法
第
二

十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第

十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第

二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ

二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
申
請
す
る
者
に
限
る
。
以

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
申
請
す
る
者
に
限
る
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
二
項
の
規
定

り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
実
地
の
調
査
の
申
請
に
つ
き
、
農
林
水
産
大
臣
が
、
当
該
調
査
を
行

に
よ
る
実
地
の
調
査
の
申
請
に
つ
き
、
農
林
水
産
大
臣
が
、
当
該
調
査
を
行

う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
当
該
調
査
を
行
う
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る

う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
当
該
調
査
を
行
う
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
同
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る
法
第
七
十

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
同
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る
法
第
七
十

八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

と
す
る
。

と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

４

（
略
）

４

（
略
）

（
動
物
用
医
療
機
器
及
び
動
物
用
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
条
件
付
承
認
の
中

（
動
物
用
医
療
機
器
及
び
動
物
用
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
条
件
付
き
承
認
の

間
評
価
に
当
た
っ
て
の
調
査
に
係
る
手
数
料
の
額
）

中
間
評
価
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
十
三
条
の
二

法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
十
四
号
に
掲
げ
る
者
（
法
第
八
十

第
十
三
条
の
二

法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
十
四
号
に
掲
げ
る
者
（
法
第
八
十

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二

の
六
の
二
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お

の
五
第
十
三
項
（
同
条
第
十
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五

者
に
限
る
。
）
が
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
申
請
す
る

ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
二
万
六
千
七
百
円
と
す
る
。

者
に
限
る
。
）
が
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
二
万
六
千
七
百
円
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
者
が
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

２

前
項
に
規
定
す
る
者
が
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の

て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
二
項
（
同
条
第
十
五
項
（
法
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二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及

定
に
よ
り
提
出
し
た
医
療
機
器
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が

び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
専
ら
動

）
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
医
療
機
器
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る

物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の

こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
（

品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
調
査
に
関
す
る
資
料
に
つ
き
、
農
林

専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る

水
産
大
臣
が
、
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

。
）
の
使
用
の
成
績
等
に
関
す
る
資
料
に
つ
き
、
農
林
水
産
大
臣
が
、
法
第

れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七

八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条

第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

の
二
の
五
第
十
三
項
（
同
条
第
十
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五

調
査
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
当
該
資
料
を
収
集
し
、
又
は
作
成
し
た

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七

施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
前
項

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
行
う

に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

た
め
、
当
該
職
員
を
、
当
該
使
用
の
成
績
等
に
関
す
る
調
査
を
実
施
し
た
施

適
用
さ
れ
る
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前

設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
前
項
に

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
額
に
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計

規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

用
さ
れ
る
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
額
に
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
使
用
成
績
評
価
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

（
使
用
成
績
評
価
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
十
四
条

（
略
）

第
十
四
条

（
略
）

２

前
項
（
第
一
号
ハ
及
び
第
二
号
ロ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に

２

前
項
（
第
一
号
ハ
及
び
第
二
号
ロ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
者
が
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
者
が
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
四
項
（
法
第
二
十
三

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
九
第
四
項
（
法
第
二
十
三

条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
添
付

条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
添
付

す
る
当
該
申
請
に
係
る
医
療
機
器
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と

す
る
当
該
申
請
に
係
る
医
療
機
器
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と

が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
専
ら

が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
専
ら

動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
資
料
に
つ
き
、
農
林
水
産
大
臣
が

の
使
用
成
績
等
に
関
す
る
資
料
に
つ
き
、
農
林
水
産
大
臣
が
、
法
第
八
十
三

、
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の

十
三
条
の
二
の
九
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す

九
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
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る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
当

。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
当
該
使
用
成
績
等

該
資
料
を
収
集
し
、
又
は
作
成
し
た
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が

に
関
す
る
調
査
を
実
施
し
た
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と

あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
八
十
三
条

認
め
る
場
合
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
八
十
三
条
第
一
項

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で

政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一

定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
ハ
又

号
ハ
又
は
第
二
号
ロ
に
定
め
る
額
に
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
加
算
し

は
第
二
号
ロ
に
定
め
る
額
に
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
と

た
額
と
す
る
。

す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
の
承
認
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

（
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
の
承
認
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
二
十
二
条

法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
者
が
同
項
の
規

第
二
十
二
条

法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
者
が
同
項
の
規

定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲

定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
承
認
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

げ
る
承
認
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五

二

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
（
イ
に
お
い
て
「
承
認

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
（
イ
に
お
い
て
「
承
認

」
と
い
う
。
）

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品
の
区
分
に

」
と
い
う
。
）

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
再
生
医
療
等
製
品
の
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

２

前
項
（
第
一
号
ニ
及
び
ホ
並
び
に
第
二
号
ハ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下

２

前
項
（
第
一
号
ニ
及
び
ホ
並
び
に
第
二
号
ハ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
者
が
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
者
が
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
（
同

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
（
同

条
第
十
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

条
第
十
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
添
付
す
る
当
該
申
請
に
係
る
再
生
医
療
等
製

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
添
付
す
る
当
該
申
請
に
係
る
再
生
医
療
等
製

品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に

品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に

限
る
。
）
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
資
料
に
つ
き
、
農
林
水

限
る
。
）
の
安
全
性
に
関
す
る
試
験
そ
の
他
の
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る

産
大
臣
が
、
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

資
料
に
つ
き
、
農
林
水
産
大
臣
が
、
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
（
同
条
第
十
三
項
（
法
第
二
十

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
二
項
第
三
号
（
同
条

三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二

第
十
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
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十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

よ
る
審
査
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
当
該
資
料
を
収
集
し
、
又
は
作
成

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
行
う
た
め
、
当
該
職
員
を
、
当
該
試
験

し
た
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る

を
実
施
し
た
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に

前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数

お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め

料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
ニ
若
し
く
は
ホ
又

る
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
ニ
若
し
く

は
第
二
号
ハ
に
定
め
る
額
に
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
と

は
ホ
又
は
第
二
号
ハ
に
定
め
る
額
に
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
加
算
し

す
る
。

た
額
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
動
物
用
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
の
承
認
に
当
た
っ
て
の
調
査
に
係

（
動
物
用
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
の
承
認
に
当
た
っ
て
の
調
査
の
申

る
手
数
料
の
額
）

請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
二
十
三
条

法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
二
十
四
号
に
掲
げ
る
者
（
法
第
八
十

第
二
十
三
条

法
第
七
十
八
条
第
一
項
第
二
十
四
号
に
掲
げ
る
者
（
法
第
八
十

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二

十
五
第
六
項
（
同
条
第
十
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い

十
五
第
六
項
（
同
条
第
十
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
八
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
八
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三

十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二

十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二

十
六
の
二
第
二
項
（
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
又
は

十
六
の
二
第
二
項
（
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
又
は

品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条

品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条

の
二
十
八
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

の
二
十
八
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
限
る
。
）
が

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
申
請
す
る
者
に
限
る
。
）
が
法
第
七

法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数

十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額

料
の
額
は
、
一
万
二
千
百
円
と
す
る
。

は
、
一
万
二
千
百
円
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

２

前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
（
同
条
第
十
三
項
（

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
（
同
条
第
十
一
項
（

法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及

法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及

び
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

び
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

若
し
く
は
第
八
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

若
し
く
は
第
八
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
（
再
生
医
療
等

場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
（
再
生
医
療
等
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製
品
の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調

製
品
の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調

査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
二
項
（
法
第
二
十
三

査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
二
項
（
法
第
二
十
三

条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条

条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条

の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
実

の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
実

地
の
調
査
の
申
請
に
つ
き
、
農
林
水
産
大
臣
が
、
当
該
調
査
を
行
う
た
め
、

地
の
調
査
の
申
請
に
つ
き
、
農
林
水
産
大
臣
が
、
当
該
調
査
を
行
う
た
め
、

当
該
職
員
を
、
当
該
調
査
を
行
う
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ

当
該
職
員
を
、
当
該
調
査
を
行
う
施
設
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第

る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第

一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同

一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同

項
に
定
め
る
額
に
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

項
に
定
め
る
額
に
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
再
生
医
療
等
製
品
の
再
審
査
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

（
再
生
医
療
等
製
品
の
再
審
査
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
二
十
四
条

（
略
）

第
二
十
四
条

（
略
）

２

前
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

２

前
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
規
定
す
る
者
が
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

に
規
定
す
る
者
が
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
四
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お

さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
四
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
添
付
す
る
当
該
申
請
に
係

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
添
付
す
る
当
該
申
請
に
係

る
再
生
医
療
等
製
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ

る
再
生
医
療
等
製
品
（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ

れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
に
関
す
る
資
料

れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
使
用
成
績
等
に
関
す
る
資
料
に
つ
き
、
農
林

に
つ
き
、
農
林
水
産
大
臣
が
、
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

水
産
大
臣
が
、
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の

れ
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
九
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
九
に
お
い

三
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
行
う

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
行
う
た
め
、
当
該
職

た
め
、
当
該
職
員
を
、
当
該
資
料
を
収
集
し
、
又
は
作
成
し
た
施
設
の
所
在

員
を
、
当
該
使
用
成
績
等
に
関
す
る
調
査
を
実
施
し
た
施
設
の
所
在
地
に
出

地
に
出
張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す
る

張
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係

者
に
係
る
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

る
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
七

法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に

十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ

か
か
わ
ら
ず
、
同
号
に
定
め
る
額
に
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
加
算
し

ら
ず
、
同
号
に
定
め
る
額
に
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
と

た
額
と
す
る
。

す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）
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（
医
薬
品
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
業
の
許
可
証
等
の
書
換
え
交
付
の

（
医
薬
品
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
業
の
許
可
証
等
の
書
換
え
交
付
の

申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
二
十
九
条

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
医
療
機
器
、
体
外
診
断
用
医
薬
品
若

第
二
十
九
条

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
医
療
機
器
、
体
外
診
断
用
医
薬
品
若

し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
若
し
く
は
製
造
業
者
、
法
第
十

し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
者
若
し
く
は
製
造
業
者
、
法
第
十

三
条
の
二
の
二
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
、
法
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の

三
条
の
二
の
二
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
、
法
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の

認
定
を
受
け
た
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
、
法
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項

認
定
を
受
け
た
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
、
法
第
十
三
条
の
三
の
二
第
一
項

の
登
録
を
受
け
た
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
、
基
準
確
認
証
（
法
第
十
四
条

の
登
録
を
受
け
た
医
薬
品
等
外
国
製
造
業
者
、
基
準
確
認
証
（
法
第
十
四
条

の
二
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

の
二
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
基
準
確
認
証
を
い
う
。
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
交
付
を

含
む
。
）
の
基
準
確
認
証
を
い
う
。
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
交
付
を

受
け
た
者
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
医
療
機
器

受
け
た
者
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
四
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
医
療
機
器

等
外
国
製
造
業
者
、
基
準
適
合
証
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
第
一
項
の
基

等
外
国
製
造
業
者
、
基
準
適
合
証
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
第
一
項
の
基

準
適
合
証
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
を
受
け
た
者
、
法
第
二
十
三
条

準
適
合
証
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
を
受
け
た
者
、
法
第
二
十
三
条

の
二
十
四
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
再
生
医
療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
又
は

の
二
十
四
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
再
生
医
療
等
製
品
外
国
製
造
業
者
又
は

医
療
機
器
の
修
理
業
者
（
次
条
に
お
い
て
「
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
業
者
等

医
療
機
器
の
修
理
業
者
（
次
条
に
お
い
て
「
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
業
者
等

」
と
い
う
。
）
が
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性

」
と
い
う
。
）
が
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性

の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
十
一
号
。
以
下

の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
十
一
号
。
以
下

「
令
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
三
項
、
第
十
二
条
第
三
項
、
第
十
六
条
の
四

「
令
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
三
項
、
第
十
二
条
第
三
項
、
第
十
六
条
の
四

第
三
項
、
第
十
八
条
の
二
第
三
項
、
第
十
八
条
の
八
第
三
項
、
第
二
十
六
条

第
三
項
、
第
十
八
条
の
二
第
三
項
、
第
十
八
条
の
八
第
三
項
、
第
二
十
六
条

の
四
第
三
項
、
第
三
十
七
条
の
二
第
三
項
、
第
三
十
七
条
の
九
第
三
項
（
令

の
四
第
三
項
、
第
三
十
七
条
の
二
第
三
項
、
第
三
十
七
条
の
九
第
三
項
（
令

第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
七
条
の
十
五

第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
七
条
の
十
五

第
三
項
、
第
三
十
七
条
の
二
十
八
第
三
項
、
第
四
十
三
条
の
四
第
三
項
、
第

第
三
項
、
第
三
十
七
条
の
二
十
六
第
三
項
、
第
四
十
三
条
の
四
第
三
項
、
第

四
十
三
条
の
十
一
第
三
項
、
第
四
十
三
条
の
十
八
第
三
項
又
は
第
四
十
三
条

四
十
三
条
の
十
一
第
三
項
、
第
四
十
三
条
の
十
八
第
三
項
又
は
第
四
十
三
条

の
三
十
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の

の
三
十
一
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の

額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
換
え
交
付
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
換
え
交
付
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
額
と
す
る
。

め
る
額
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

（
医
薬
品
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
業
の
許
可
証
等
の
再
交
付
の
申
請

（
医
薬
品
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
業
の
許
可
証
等
の
再
交
付
の
申
請

に
係
る
手
数
料
の
額
）

に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
三
十
条

医
薬
品
等
の
製
造
販
売
業
者
等
が
、
令
第
六
条
第
三
項
、
第
十
三

第
三
十
条

医
薬
品
等
の
製
造
販
売
業
者
等
が
、
令
第
六
条
第
三
項
、
第
十
三
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条
第
三
項
、
第
十
六
条
の
五
第
三
項
、
第
十
八
条
の
三
第
三
項
、
第
十
八
条

条
第
三
項
、
第
十
六
条
の
五
第
三
項
、
第
十
八
条
の
三
第
三
項
、
第
十
八
条

の
九
第
三
項
、
第
二
十
六
条
の
五
第
三
項
、
第
三
十
七
条
の
三
第
三
項
、
第

の
九
第
三
項
、
第
二
十
六
条
の
五
第
三
項
、
第
三
十
七
条
の
三
第
三
項
、
第

三
十
七
条
の
十
第
三
項
（
令
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

三
十
七
条
の
十
第
三
項
（
令
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
、
第
三
十
七
条
の
十
六
第
三
項
、
第
三
十
七
条
の
二
十
九
第
三
項
、
第

。
）
、
第
三
十
七
条
の
十
六
第
三
項
、
第
三
十
七
条
の
二
十
七
第
三
項
、
第

四
十
三
条
の
五
第
三
項
、
第
四
十
三
条
の
十
二
第
三
項
、
第
四
十
三
条
の
十

四
十
三
条
の
五
第
三
項
、
第
四
十
三
条
の
十
二
第
三
項
、
第
四
十
三
条
の
十

九
第
三
項
又
は
第
四
十
三
条
の
三
十
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な

九
第
三
項
又
は
第
四
十
三
条
の
三
十
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
再
交
付
の
区
分
に

け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
再
交
付
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

（
機
構
に
よ
る
医
薬
品
等
に
係
る
審
査
及
び
調
査
に
係
る
手
数
料
の
額
）

（
機
構
に
よ
る
医
薬
品
等
に
係
る
審
査
及
び
調
査
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
三
十
二
条

機
構
が
法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第

第
三
十
二
条

機
構
が
法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第

五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行

五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行

う
法
第
十
四
条
又
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
の
た
め
の
審
査
を
受
け
よ
う
と

う
法
第
十
四
条
又
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
の
た
め
の
審
査
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば

す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
審
査
の
区
分
に
応
じ
、
当

な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
審
査
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
十
四
条
第
十
三
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

二

法
第
十
四
条
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
イ
⑿
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
承
認
に
つ
い
て
の
審
査

る
場
合
を
含
む
。
イ
⑿
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
承
認
に
つ
い
て
の
審
査

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
承
認
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
承
認
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま

で
に
定
め
る
額

で
に
定
め
る
額

イ

医
薬
品
に
つ
い
て
の
承
認

⑴
か
ら
⒇
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
の
区

イ

医
薬
品
に
つ
い
て
の
承
認

⑴
か
ら
⒇
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
⑴
か
ら
⒇
ま
で
に
定
め
る
額

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
⑴
か
ら
⒇
ま
で
に
定
め
る
額

⑴
～
⑾

（
略
）

⑴
～
⑾

（
略
）

⑿

⑾
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
係
る
法
第
十
四
条
第
十
三
項
の
承
認
の
申

⑿

⑾
に
掲
げ
る
医
薬
品
に
係
る
法
第
十
四
条
第
十
五
項
の
承
認
の
申

請
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
承
認
申
請
」
と
い
う
。
）
を
し
た
者

請
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
承
認
申
請
」
と
い
う
。
）
を
し
た
者

が
、
当
該
承
認
申
請
を
し
た
日
か
ら
一
月
以
内
に
当
該
承
認
申
請
に

が
、
当
該
承
認
申
請
を
し
た
日
か
ら
一
月
以
内
に
当
該
承
認
申
請
に

係
る
医
薬
品
と
名
称
の
み
が
異
な
る
医
薬
品
に
係
る
承
認
申
請
を
す

係
る
医
薬
品
と
名
称
の
み
が
異
な
る
医
薬
品
に
係
る
承
認
申
請
を
す

る
場
合
に
お
け
る
当
該
医
薬
品

千
四
百
四
十
七
万
八
千
四
百
円

る
場
合
に
お
け
る
当
該
医
薬
品

千
四
百
四
十
七
万
八
千
四
百
円

⒀
～
⒇

（
略
）

⒀
～
⒇

（
略
）
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ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

２

機
構
が
法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び

２

機
構
が
法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び

第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
十

第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
十

四
条
第
五
項
（
同
条
第
十
三
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

四
条
第
六
項
（
同
条
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
二
項
（
法
第
十
四
条
第

場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
（
法
第
十
四
条
第
三
項

三
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第

前
段
に
規
定
す
る
資
料
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
十
四

十
四
条
の
三
第
二
項
（
法
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

条
の
三
第
二
項
（
法
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

）
及
び
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

の
規
定
に
よ
る
調
査
の
う
ち
書
面
に
よ
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、

定
に
よ
る
調
査
の
う
ち
書
面
に
よ
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第

法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手

七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料

数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

め
る
額
と
す
る
。

額
と
す
る
。

一

法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
承
認
（
法
第
十
四

一

法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
承
認
（
法
第
十
四

条
の
二
の
二
の
二
第
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

条
の
二
の
二
第
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請
に
係
る
承
認
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
調
査

合
を
含
む
。
）
の
申
請
に
係
る
承
認
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
調
査

イ

イ
か
ら
リ
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら

か
ら
リ
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
リ
ま

リ
ま
で
に
定
め
る
額

で
に
定
め
る
額

イ
～
リ

（
略
）

イ
～
リ

（
略
）

二

法
第
十
四
条
第
十
三
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

二

法
第
十
四
条
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
（
法
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
五
項
（
法

る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
（
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
五
項
（
法
第
十

第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請
に

九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請
に
係
る

係
る
承
認
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
調
査

イ
か
ら
リ
ま
で
に
掲
げ
る
医

承
認
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
調
査

イ
か
ら
リ
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品

薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
リ
ま
で
に
定
め
る
額

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
リ
ま
で
に
定
め
る
額

イ
～
リ

（
略
）

イ
～
リ

（
略
）

三

法
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お

三

法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請
に
係
る
承
認
に
つ
い
て
の
調
査

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請
に
係
る
承
認
に
つ
い
て
の
調
査

イ

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら

か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま

ハ
ま
で
に
定
め
る
額

で
に
定
め
る
額

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）
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４

機
構
が
法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び

４

機
構
が
法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び

第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
十

第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
十

四
条
第
五
項
（
同
条
第
十
三
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

四
条
第
六
項
（
同
条
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
二
項
（
法
第
十
四
条
第

場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
（
法
第
十
四
条
第
三
項

三
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第

前
段
に
規
定
す
る
資
料
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
十
四

十
四
条
の
三
第
二
項
（
法
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

条
の
三
第
二
項
（
法
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

）
及
び
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

の
規
定
に
よ
る
調
査
の
う
ち
実
地
の
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第

定
に
よ
る
調
査
の
う
ち
実
地
の
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十

七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料

八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額

の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と

額
と
す
る
。

す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

医
薬
品
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
又
は
医
薬
品
の
製
造
販
売
後
の
調

二

医
薬
品
の
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
又
は
医
薬
品
の
製
造
販
売
後
の
調

査
及
び
試
験
の
実
施
の
基
準
に
係
る
調
査

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
調

査
及
び
試
験
の
実
施
の
基
準
に
係
る
調
査

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
調

査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

イ

法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
承
認
（
法
第
十

イ

法
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
承
認
（
法
第
十

四
条
の
二
の
二
の
二
第
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準

四
条
の
二
の
二
第
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請
に
係
る
承
認
を
除
く
。
）
に
つ
い
て

る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請
に
係
る
承
認
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
調

の
調
査

⑴
か
ら
⑹
ま
で
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

査

⑴
か
ら
⑹
ま
で
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
⑴
か

⑴
か
ら
⑹
ま
で
に
定
め
る
額

ら
⑹
ま
で
に
定
め
る
額

⑴
～
⑹

（
略
）

⑴
～
⑹

（
略
）

ロ

法
第
十
四
条
第
十
三
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

ロ

法
第
十
四
条
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
（
法
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
五
項

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
（
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
五
項
（
法

（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請

申
請
に
係
る
承
認
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
調
査

⑴
か
ら
⑹
ま
で
に

に
係
る
承
認
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
調
査

⑴
か
ら
⑹
ま
で
に
掲
げ

掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
⑴
か
ら
⑹
ま
で
に
定
め
る
額

る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
⑴
か
ら
⑹
ま
で
に
定
め
る
額

⑴
～
⑹

（
略
）

⑴
～
⑹

（
略
）

ハ

法
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に

ハ

法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請
に
係
る
承
認
に
つ
い
て
の

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請
に
係
る
承
認
に
つ
い
て
の
調
査

調
査

⑴
か
ら
⑹
ま
で
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
⑴

⑴
か
ら
⑹
ま
で
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
⑴
か
ら
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か
ら
⑹
ま
で
に
定
め
る
額

⑹
ま
で
に
定
め
る
額

⑴
～
⑹

（
略
）

⑴
～
⑹

（
略
）

５

機
構
が
法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び

５

機
構
が
法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び

第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
十

第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
十

四
条
第
六
項
（
同
条
第
十
三
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

四
条
第
七
項
（
同
条
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
八
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て

場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
九
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
二
項
（
医
薬

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
四
条
の
二
の
二
第
二
項
（
医
薬
品
の

品
の
製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査

製
造
所
に
お
け
る
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に
係

に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
十
四
条
の
三
第
二
項
（
法
第
二
十
条
第
一
項
に

る
部
分
に
限
り
、
法
第
十
四
条
の
三
第
二
項
（
法
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法

、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数

手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

定
め
る
額
と
す
る
。

る
額
と
す
る
。

一

法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項

一

法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
医

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
医

薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
の
承
認
に
つ
い
て
の
調
査
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の

薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
の
承
認
に
つ
い
て
の
調
査
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。
）

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
の
区

を
除
く
。
）

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
額

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
額

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

二

法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項

二

法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
医

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
医

薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
の
承
認
に
つ
い
て
の
調
査
（
医
薬
品
又
は
医
薬
部

薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
の
承
認
に
つ
い
て
の
調
査
（
医
薬
品
又
は
医
薬
部

外
品
の
製
造
工
程
の
う
ち
包
装
、
表
示
又
は
保
管
の
み
に
つ
い
て
行
う
も

外
品
の
製
造
工
程
の
う
ち
包
装
、
表
示
又
は
保
管
の
み
に
つ
い
て
行
う
も

の
に
限
る
。
）

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

の
に
限
る
。
）

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
額

ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
額

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

三

法
第
十
四
条
第
六
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

三

法
第
十
四
条
第
七
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
ご
と
の
医
薬
品
若

場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
ご
と
の
医
薬
品
若

し
く
は
医
薬
部
外
品
に
つ
い
て
の
調
査
又
は
法
第
十
四
条
第
八
項
（
法
第

し
く
は
医
薬
部
外
品
に
つ
い
て
の
調
査
又
は
法
第
十
四
条
第
九
項
（
法
第
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十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
医
薬
品
若

十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
医
薬
品
若

し
く
は
医
薬
部
外
品
に
つ
い
て
の
調
査

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬

し
く
は
医
薬
部
外
品
に
つ
い
て
の
調
査

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬

品
又
は
医
薬
部
外
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め

品
又
は
医
薬
部
外
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め

る
額

る
額

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

６

前
項
に
規
定
す
る
者
が
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
の
試
験
検
査
を
製
造
所

６

前
項
に
規
定
す
る
者
が
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
の
試
験
検
査
を
製
造
所

以
外
の
施
設
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第
八
項
ま
で
に
お
い
て
「
施
設
」
と
い
う

以
外
の
施
設
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第
八
項
ま
で
に
お
い
て
「
施
設
」
と
い
う

。
）
に
お
い
て
行
っ
た
場
合
（
他
に
委
託
し
て
行
っ
た
場
合
を
含
む
。
）
に

。
）
に
お
い
て
行
っ
た
場
合
（
他
に
委
託
し
て
行
っ
た
場
合
を
含
む
。
）
に

お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め

お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め

る
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
額
に
、

る
手
数
料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
額
に
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
加
算

次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
加
算

し
た
額
と
す
る
。

し
た
額
と
す
る
。

一

法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項

一

法
第
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
医

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
医

薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
の
承
認
に
つ
い
て
の
調
査

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る

薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
の
承
認
に
つ
い
て
の
調
査

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る

調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

二

法
第
十
四
条
第
六
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

二

法
第
十
四
条
第
七
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
ご
と
の
医
薬
品
若

場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
ご
と
の
医
薬
品
若

し
く
は
医
薬
部
外
品
に
つ
い
て
の
調
査
又
は
法
第
十
四
条
第
八
項
（
法
第

し
く
は
医
薬
部
外
品
に
つ
い
て
の
調
査
又
は
法
第
十
四
条
第
九
項
（
法
第

十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
医
薬
品
若

十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
医
薬
品
若

し
く
は
医
薬
部
外
品
に
つ
い
て
の
調
査

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
調
査
の
区

し
く
は
医
薬
部
外
品
に
つ
い
て
の
調
査

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
調
査
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

７
・
８

（
略
）

７
・
８

（
略
）

９

機
構
が
法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び

９

機
構
が
法
第
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び

第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
十

第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
十

四
条
の
二
の
二
第
三
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て

四
条
第
十
三
項
（
同
条
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第

手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
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定
め
る
額
と
す
る
。

の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

額
と
す
る
。

一

法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
三
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六

一

法
第
十
四
条
第
十
三
項
（
同
条
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
（
次
号
及

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に

び
第
三
号
に
掲
げ
る
調
査
を
除
く
。
）

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
（
次
号
及
び
第

品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
額

三
号
に
掲
げ
る
調
査
を
除
く
。
）

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
医
薬
品
の

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
額

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

二

法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
三
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六

二

法
第
十
四
条
第
十
三
項
（
同
条
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
書
面
に
よ
る
調

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に

査
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
調
査
」
と
い
う
。
）

イ
又
は
ロ
に
掲
げ

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
書
面
に
よ
る
調
査
（

る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
調
査
」
と
い
う
。
）

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
調

査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

三

法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
三
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六

三

法
第
十
四
条
第
十
三
項
（
同
条
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
実
地
の
調
査
（

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
調
査
」
と
い
う
。
）

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
調

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
実
地
の
調
査
（
以
下

査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

こ
の
号
に
お
い
て
「
調
査
」
と
い
う
。
）

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
調
査
の

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

（
略
）

（
略
）

10

10

機
構
が
法
第
八
十
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
の
二
第
一

機
構
が
法
第
八
十
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
の
二
第
一

11

11

項
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
（
医
薬
品

項
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
（
医
薬
品

又
は
医
薬
部
外
品
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法

又
は
医
薬
部
外
品
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法

第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数

第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数

料
の
額
に
つ
い
て
は
、
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
（
国
内
に
あ
る
製
造
所

料
の
額
に
つ
い
て
は
、
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
（
国
内
に
あ
る
製
造
所

に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
第
五
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
六
項
第
一
号
中
「
法
第
十
四

い
て
、
第
五
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
六
項
第
一
号
中
「
法
第
十
四

条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
五
項
（
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
医
薬
品
又
は
医
薬
部

す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
医
薬
品
又
は
医
薬
部

外
品
の
承
認
に
つ
い
て
の
調
査
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
八
十
条
第
一
項
の
製

外
品
の
承
認
に
つ
い
て
の
調
査
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
八
十
条
第
一
項
の
製
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造
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
の
調
査
」
と
、
第
五

造
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
医
薬
品
又
は
医
薬
部
外
品
の
調
査
」
と
、
第
五

項
第
三
号
及
び
第
六
項
第
二
号
中
「
法
第
十
四
条
第
六
項
（
法
第
十
九
条
の

項
第
三
号
及
び
第
六
項
第
二
号
中
「
法
第
十
四
条
第
七
項
（
法
第
十
九
条
の

二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
八

二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
八

十
条
第
一
項
」
と
、
「
調
査
又
は
法
第
十
四
条
第
八
項
（
法
第
十
九
条
の
二

十
条
第
一
項
」
と
、
「
調
査
又
は
法
第
十
四
条
第
九
項
（
法
第
十
九
条
の
二

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
医
薬
品
若
し
く
は
医
薬
部

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
医
薬
品
若
し
く
は
医
薬
部

外
品
に
つ
い
て
の
調
査
」
と
あ
る
の
は
「
調
査
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

外
品
に
つ
い
て
の
調
査
」
と
あ
る
の
は
「
調
査
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

る
。

～

（
略
）

～

（
略
）

12

14

12

14

（
機
構
に
よ
る
医
療
機
器
等
審
査
等
に
係
る
手
数
料
の
額
）

（
機
構
に
よ
る
医
療
機
器
等
審
査
等
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
三
十
三
条

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の

第
三
十
三
条

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の

二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の

定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
の

承
認
の
た
め
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の

承
認
の
た
め
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号

規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
審
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

に
掲
げ
る
審
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一

一

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一

項
の
承
認
に
つ
い
て
の
審
査

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
承
認
の
区
分
に

項
の
承
認
に
つ
い
て
の
審
査

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
承
認
の
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
の
承
認
（
ハ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

ロ

体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
の
承
認
（
ハ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

。
）

⑴
か
ら
⑹
ま
で
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ

。
）

⑴
か
ら
⑹
ま
で
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ

、
そ
れ
ぞ
れ
⑴
か
ら
⑹
ま
で
に
定
め
る
額

、
そ
れ
ぞ
れ
⑴
か
ら
⑹
ま
で
に
定
め
る
額

⑴

（
略
）

⑴

（
略
）

⑵

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑵
又
は
⑸
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医

⑵

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑵
又
は
⑸
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医

薬
品
（
特
定
の
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
と
と
も
に
使
用
す
る

薬
品
（
特
定
の
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
と
と
も
に
使
用
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
申
請
書
に
当
該
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等

三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
申
請
書
に
当
該
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等

製
品
の
同
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

製
品
の
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
と

る
も
の
を
除
く
。
）

二
百
五
十
三
万
四
千
円

さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

二
百
五
十
三
万
四
千
円

⑶

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑵
又
は
⑸
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医

⑶

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑵
又
は
⑸
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
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薬
品
（
特
定
の
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
と
と
も
に
使
用
す
る

薬
品
（
特
定
の
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
と
と
も
に
使
用
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
申
請
書
に
当
該
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等

三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
申
請
書
に
当
該
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等

製
品
の
同
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

製
品
の
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
と

る
も
の
に
限
る
。
）

四
百
二
十
九
万
五
千
円

さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

四
百
二
十
九
万
五
千
円

⑷
～
⑹

（
略
）

⑷
～
⑹

（
略
）

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

二

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第

二

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
に
つ
い
て
の
審
査

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
に
つ
い
て
の
審
査

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
承
認
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
承
認
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め

る
額

る
額

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
の
承
認

⑴
か
ら
⑺
ま
で
に
掲
げ
る

ロ

体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
の
承
認

⑴
か
ら
⑺
ま
で
に
掲
げ
る

体
外
診
断
用
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
⑴
か
ら
⑺
ま
で
に
定

体
外
診
断
用
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
⑴
か
ら
⑺
ま
で
に
定

め
る
額

め
る
額

⑴

（
略
）

⑴

（
略
）

⑵

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
ハ
⑵
又
は
⑸
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医

⑵

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
ハ
⑵
又
は
⑸
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医

薬
品
（
特
定
の
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
と
と
も
に
使
用
す
る

薬
品
（
特
定
の
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
と
と
も
に
使
用
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
申
請
書
に
当
該
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等

三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
申
請
書
に
当
該
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等

製
品
の
同
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

製
品
の
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
と

る
も
の
を
除
く
。
）

百
四
万
八
千
二
百
円

さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

百
四
万
八
千
二
百
円

⑶

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
ハ
⑵
又
は
⑸
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医

⑶

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
ハ
⑵
又
は
⑸
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医

薬
品
（
特
定
の
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
と
と
も
に
使
用
す
る

薬
品
（
特
定
の
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
と
と
も
に
使
用
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
申
請
書
に
当
該
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等

三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
申
請
書
に
当
該
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等

製
品
の
同
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

製
品
の
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
と

る
も
の
に
限
る
。
）

百
九
十
九
万
六
千
六
百
円

さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

百
九
十
九
万
六
千
六
百
円

⑷

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
ハ
⑶
又
は
⑹
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医

⑷

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
ハ
⑶
又
は
⑹
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医

薬
品
（
特
定
の
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
と
と
も
に
使
用
す
る

薬
品
（
特
定
の
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
と
と
も
に
使
用
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
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三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
申
請
書
に
当
該
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等

三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
申
請
書
に
当
該
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等

製
品
の
同
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

製
品
の
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
と

る
も
の
を
除
く
。
）

二
十
九
万
五
千
六
百
円

さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

二
十
九
万
五
千
六
百
円

⑸

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
ハ
⑶
又
は
⑹
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医

⑸

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
ハ
⑶
又
は
⑹
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医

薬
品
（
特
定
の
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
と
と
も
に
使
用
す
る

薬
品
（
特
定
の
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
と
と
も
に
使
用
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
申
請
書
に
当
該
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等

三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
申
請
書
に
当
該
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等

製
品
の
同
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

製
品
の
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
と

る
も
の
に
限
る
。
）

百
万
七
千
二
百
円

さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

百
万
七
千
二
百
円

⑹
・
⑺

（
略
）

⑹
・
⑺

（
略
）

２

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七

２

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七

第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り

第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り

行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
五
項
（
同
条
第
十
三
項
（
法
第
二
十
三
条

行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
（
同
条
第
十
五
項
（
法
第
二
十
三
条

の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十

の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十

三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二

三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二

十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
前
段
に

十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
前
段
に

規
定
す
る
資
料
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の

規
定
す
る
資
料
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の

二
の
八
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

二
の
八
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
う
ち
書
面
に
よ
る
調
査
を
受
け

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
う
ち
書
面
に
よ
る
調
査
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な

よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応

け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一

一

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一

項
の
承
認
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の

項
の
承
認
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の

二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請
に
係
る

二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請
に
係
る

承
認
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
調
査

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
医
療
機

承
認
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
調
査

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
医
療
機

器
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

器
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

イ

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
⑴
又
は
⑶
に
掲
げ
る
医
療
機
器
で
あ
っ

イ

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
⑴
又
は
⑶
に
掲
げ
る
医
療
機
器
で
あ
っ

て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
に
つ
い

て
、
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
に
つ
い
て
の
調
査
の
対
象

て
の
調
査
の
対
象
と
な
る
も
の

百
二
十
八
万
九
千
九
百
円

と
な
る
も
の

百
二
十
八
万
九
千
九
百
円
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ロ

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
⑵
又
は
⑷
に
掲
げ
る
医
療
機
器
で
あ
っ

ロ

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
⑵
又
は
⑷
に
掲
げ
る
医
療
機
器
で
あ
っ

て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
の
う
ち

て
、
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
そ
の
他
の
資
料
の
う
ち
厚

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
調
査
の
対
象
と
な
る
も
の

生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
調
査
の
対
象
と
な
る
も
の

百
三
万
二
千
円

百
三
万
二
千
円

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

二

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第

二

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
（
法
第
二
十
三
条
の

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
（
法
第
二
十
三
条
の

二
の
六
の
三
第
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準

二
の
六
の
二
第
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請
に
係
る
承
認
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請
に
係
る
承
認
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の

調
査

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
医
療
機
器
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

調
査

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
医
療
機
器
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

イ

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑴
又
は
⑶
に
掲
げ
る
医
療
機
器
で
あ
っ

イ

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑴
又
は
⑶
に
掲
げ
る
医
療
機
器
で
あ
っ

て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
に
つ
い

て
、
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
に
つ
い
て
の
調
査
の
対
象

て
の
調
査
の
対
象
と
な
る
も
の

百
二
十
八
万
九
千
九
百
円

と
な
る
も
の

百
二
十
八
万
九
千
九
百
円

ロ

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑵
又
は
⑷
に
掲
げ
る
医
療
機
器
で
あ
っ

ロ

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑵
又
は
⑷
に
掲
げ
る
医
療
機
器
で
あ
っ

て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
資
料
の
う
ち

て
、
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
そ
の
他
の
資
料
の
う
ち
厚

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
調
査
の
対
象
と
な
る
も
の

生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
調
査
の
対
象
と
な
る
も
の

百
三
万
二
千
円

百
三
万
二
千
円

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

三

法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七

三

法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請
に
係
る
承
認
に
つ

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請
に
係
る
承
認
に
つ

い
て
の
調
査

九
十
七
万
百
円

い
て
の
調
査

九
十
七
万
百
円

３

（
略
）

３

（
略
）

４

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七

４

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七

第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り

第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り

行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
五
項
（
同
条
第
十
三
項
（
法
第
二
十
三
条

行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
（
同
条
第
十
五
項
（
法
第
二
十
三
条

の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十

の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十

三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二

三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二

十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
前
段
に

十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
前
段
に

規
定
す
る
資
料
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の

規
定
す
る
資
料
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の

二
の
八
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

二
の
八
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
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場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
う
ち
実
地
の
調
査
を
受
け
よ
う

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
う
ち
実
地
の
調
査
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ

と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、

ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

５

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七

５

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七

第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り

第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り

行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
（
こ
れ
ら
の
規
定

行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
七
項
若
し
く
は
第
九
項
（
こ
れ
ら
の
規
定

を
同
条
第
十
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

を
同
条
第
十
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準

る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
二
項
（
医
療

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
（
医
療

機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い

機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い

て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
二
項
（
法
第

て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
二
項
（
法
第

二
十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び

二
十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び

第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
第
二
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業

規
定
に
よ
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
第
二
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業

許
可
を
受
け
た
者
（
次
項
及
び
第
三
十
四
条
の
二
に
お
い
て
「
第
二
種
医
療

許
可
を
受
け
た
者
（
次
項
及
び
第
三
十
四
条
の
二
に
お
い
て
「
第
二
種
医
療

機
器
製
造
販
売
業
者
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二

機
器
製
造
販
売
業
者
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の

項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一

一

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一

項
の
承
認
に
つ
い
て
の
調
査

次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

項
の
承
認
に
つ
い
て
の
調
査

次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

イ

五
万
四
百
円
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
調

イ

五
万
四
百
円
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
調

査
に
あ
っ
て
は
、
零
円
）
に
、
⑴
か
ら
⑸
ま
で
に
掲
げ
る
医
療
機
器
又

査
に
あ
っ
て
は
、
零
円
）
に
、
⑴
か
ら
⑸
ま
で
に
掲
げ
る
医
療
機
器
又

は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
⑴
か
ら
⑸
ま
で
に
定

は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
⑴
か
ら
⑸
ま
で
に
定

め
る
額
を
加
算
し
た
額

め
る
額
を
加
算
し
た
額

⑴
～
⑸

（
略
）

⑴
～
⑸

（
略
）

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

二

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第

二

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
に
つ
い
て
の
調
査

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
に
つ
い
て
の
調
査



- 71 -

次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

イ

五
万
四
百
円
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用

イ

五
万
四
百
円
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
あ
っ
て
は
、
零
円
）
に
、
⑴

す
る
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
あ
っ
て
は
、
零
円
）
に
、
⑴

か
ら
⑷
ま
で
に
掲
げ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
区
分
に

か
ら
⑷
ま
で
に
掲
げ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
区
分
に

応
じ
そ
れ
ぞ
れ
⑴
か
ら
⑷
ま
で
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額

応
じ
そ
れ
ぞ
れ
⑴
か
ら
⑷
ま
で
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額

⑴
～
⑷

（
略
）

⑴
～
⑷

（
略
）

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

三

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五

三

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
七
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過

す
る
ご
と
の
調
査

次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

す
る
ご
と
の
調
査

次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

イ

五
万
四
百
円
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
調

イ

五
万
四
百
円
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
調

査
に
あ
っ
て
は
、
零
円
）
に
、
⑴
か
ら
⑷
ま
で
に
掲
げ
る
医
療
機
器
又

査
に
あ
っ
て
は
、
零
円
）
に
、
⑴
か
ら
⑷
ま
で
に
掲
げ
る
医
療
機
器
又

は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
⑴
か
ら
⑷
ま
で
に
定

は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
⑴
か
ら
⑷
ま
で
に
定

め
る
額
を
加
算
し
た
額

め
る
額
を
加
算
し
た
額

⑴
～
⑷

（
略
）

⑴
～
⑷

（
略
）

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

６

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七

６

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七

第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り

第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り

行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
（
こ
れ
ら
の
規
定

行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
七
項
若
し
く
は
第
九
項
（
こ
れ
ら
の
規
定

を
同
条
第
十
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

を
同
条
第
十
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準

る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
二
項
（
医
療

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
（
医
療

機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い

機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い

て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
二
項
（
法
第

て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
二
項
（
法
第

二
十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び

二
十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び

第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
第
二
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業

規
定
に
よ
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
第
二
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業

者
に
限
る
。
）
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な

者
に
限
る
。
）
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応

け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一

一

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一
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項
の
承
認
に
つ
い
て
の
調
査

次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

項
の
承
認
に
つ
い
て
の
調
査

次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

イ

五
万
四
百
円
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
調

イ

五
万
四
百
円
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
調

査
に
あ
っ
て
は
、
零
円
）
に
、
⑴
か
ら
⑶
ま
で
に
掲
げ
る
医
療
機
器
の

査
に
あ
っ
て
は
、
零
円
）
に
、
⑴
か
ら
⑶
ま
で
に
掲
げ
る
医
療
機
器
の

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額

⑴
～
⑶

（
略
）

⑴
～
⑶

（
略
）

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

二

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第

二

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
に
つ
い
て
の
調
査

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
に
つ
い
て
の
調
査

次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

イ

五
万
四
百
円
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用

イ

五
万
四
百
円
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
あ
っ
て
は
、
零
円
）
に
、
⑴

す
る
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
あ
っ
て
は
、
零
円
）
に
、
⑴

又
は
⑵
に
掲
げ
る
医
療
機
器
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
⑴
又
は
⑵
に

又
は
⑵
に
掲
げ
る
医
療
機
器
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
⑴
又
は
⑵
に

定
め
る
額
を
加
算
し
た
額

定
め
る
額
を
加
算
し
た
額

⑴
・
⑵

（
略
）

⑴
・
⑵

（
略
）

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

三

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五

三

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
七
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過

す
る
ご
と
の
調
査

次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

す
る
ご
と
の
調
査

次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

イ

五
万
四
百
円
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
調

イ

五
万
四
百
円
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
調

査
に
あ
っ
て
は
、
零
円
）
に
、
⑴
又
は
⑵
に
掲
げ
る
医
療
機
器
の
区
分

査
に
あ
っ
て
は
、
零
円
）
に
、
⑴
又
は
⑵
に
掲
げ
る
医
療
機
器
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
⑴
又
は
⑵
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
⑴
又
は
⑵
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額

⑴
・
⑵

（
略
）

⑴
・
⑵

（
略
）

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

７

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七

７

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七

第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り

第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り

行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
（
こ
れ
ら
の
規
定

行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
七
項
若
し
く
は
第
九
項
（
こ
れ
ら
の
規
定

を
同
条
第
十
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

を
同
条
第
十
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準

る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
二
項
（
医
療

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
（
医
療

機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い

機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い

て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
二
項
（
法
第

て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
二
項
（
法
第
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二
十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び

二
十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び

第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
る
調
査
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
が
次
の
各
号

規
定
に
よ
る
調
査
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
が
次
の
各
号

に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
第
五
項
に
規
定
す

に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
第
五
項
に
規
定
す

る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
第

る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
第

五
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
額
に
、
四
万
七
千
五
百
円
に

五
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
額
に
、
四
万
七
千
五
百
円
に

そ
の
該
当
す
る
条
件
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

そ
の
該
当
す
る
条
件
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

８

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七

８

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七

第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り

第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り

行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
（
こ
れ
ら
の
規
定

行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
七
項
若
し
く
は
第
九
項
（
こ
れ
ら
の
規
定

を
同
条
第
十
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

を
同
条
第
十
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準

る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
二
項
（
医
療

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
（
医
療

機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い

機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い

て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
二
項
（
法
第

て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
二
項
（
法
第

二
十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び

二
十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び

第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
る
調
査
に
係
る
医
療
機
器
が
前
項
各
号
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ

規
定
に
よ
る
調
査
に
係
る
医
療
機
器
が
前
項
各
号
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
第
六
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八

か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
第
六
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八

条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
第
六
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
第
六
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
同
項
に
定
め
る
額
に
、
三
万
三
千
二
百
円
に
そ
の
該
当
す
る
条
件
の
数

ず
、
同
項
に
定
め
る
額
に
、
三
万
三
千
二
百
円
に
そ
の
該
当
す
る
条
件
の
数

を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

９

（
略
）

９

（
略
）

第
五
項
か
ら
前
項
ま
で
に
規
定
す
る
者
が
同
時
に
二
以
上
の
品
目
に
つ
い

第
五
項
か
ら
前
項
ま
で
に
規
定
す
る
者
が
同
時
に
二
以
上
の
品
目
に
つ
い

10

10

て
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を

て
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
七
項
若
し
く
は
第
九
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を

同
条
第
十
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
条
第
十
五
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用

場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
二
項
（
医
療
機

す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
二
項
（
医
療
機

器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て

器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て

の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
二
項
（
法
第
二

の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
二
項
（
法
第
二
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十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第

十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第

二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
調
査
を
申
請
す
る
場
合
に
お
け
る
第
五
項
か
ら
前
項
ま
で
に
規
定

定
に
よ
る
調
査
を
申
請
す
る
場
合
に
お
け
る
第
五
項
か
ら
前
項
ま
で
に
規
定

す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、

す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、

第
五
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
五
項
か
ら
前
項
ま
で
に

第
五
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
五
項
か
ら
前
項
ま
で
に

定
め
る
額
か
ら
、
こ
れ
ら
の
品
目
に
つ
い
て
の
第
五
項
第
一
号
イ
⑴
か
ら
⑸

定
め
る
額
か
ら
、
こ
れ
ら
の
品
目
に
つ
い
て
の
第
五
項
第
一
号
イ
⑴
か
ら
⑸

ま
で
に
掲
げ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
区
分
及
び
当
該
調
査

ま
で
に
掲
げ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
区
分
及
び
当
該
調
査

に
係
る
製
造
所
又
は
製
造
所
以
外
の
施
設
の
重
複
の
状
況
を
勘
案
し
て
厚
生

に
係
る
製
造
所
又
は
製
造
所
以
外
の
施
設
の
重
複
の
状
況
を
勘
案
し
て
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

～

（
略
）

～

（
略
）

11

16

11

16

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七

17

17

第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り

第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り

行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
適
合
証
の
書
換

行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
適
合
証
の
書
換

え
交
付
又
は
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
令
第
三
十
七
条
の
二
十
八

え
交
付
又
は
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
令
第
三
十
七
条
の
二
十
六

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
三
項
又
は
令
第
三

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
三
項
又
は
令
第
三

十
七
条
の
二
十
九
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第

十
七
条
の
二
十
七
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
一

三
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
一

万
千
円
と
す
る
。

万
千
円
と
す
る
。

（
機
構
に
よ
る
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
承
認
さ
れ
た
事
項
に

（
機
構
に
よ
る
医
療
機
器
及
び
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
承
認
さ
れ
た
事
項
に

係
る
変
更
計
画
の
確
認
等
に
係
る
手
数
料
の
額
）

係
る
変
更
計
画
の
確
認
等
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
三
十
四
条
の
二

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
九
項
（
法
第
二

第
三
十
四
条
の
二

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
九
項
（
法
第
二

十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り

十
三
条
の
二
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り

行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九

行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
の
二
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
九

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、

法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手

法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手

数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
確
認
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
確
認
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
額
と
す
る
。

め
る
額
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
の
確
認
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

三

体
外
診
断
用
医
薬
品
に
つ
い
て
の
確
認
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

。
）

イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、

。
）

イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
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そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
定
め
る
額

そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
定
め
る
額

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

第
十
四
条
の
二
第
三
号
ロ
又
は
ホ
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
（

ロ

第
十
四
条
の
二
第
三
号
ロ
又
は
ホ
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
（

特
定
の
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
と
と
も
に
使
用
す
る
こ
と
と
さ

特
定
の
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
と
と
も
に
使
用
す
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
の
規
定

れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
そ
の
申
請
書
に
当
該
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
同
項
前

に
よ
り
そ
の
申
請
書
に
当
該
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
臨
床
試

段
に
規
定
す
る
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。

験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の

）

百
九
十
九
万
六
千
六
百
円

に
限
る
。
）

百
九
十
九
万
六
千
六
百
円

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

ニ

第
十
四
条
の
二
第
三
号
ハ
又
は
ヘ
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
（

ニ

第
十
四
条
の
二
第
三
号
ハ
又
は
ヘ
に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
（

特
定
の
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
と
と
も
に
使
用
す
る
こ
と
と
さ

特
定
の
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
と
と
も
に
使
用
す
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
の
規
定

れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
そ
の
申
請
書
に
当
該
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
同
項
前

に
よ
り
そ
の
申
請
書
に
当
該
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
臨
床
試

段
に
規
定
す
る
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。

験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の

）

百
万
七
千
二
百
円

に
限
る
。
）

百
万
七
千
二
百
円

ホ
・
ヘ

（
略
）

ホ
・
ヘ

（
略
）

四

（
略
）

四

（
略
）

２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

（
機
構
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
に
係
る
審
査
及
び
調
査
に
係
る
手
数
料
の

（
機
構
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
に
係
る
審
査
及
び
調
査
に
係
る
手
数
料
の

額
）

額
）

第
三
十
六
条

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の

第
三
十
六
条

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の

三
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

三
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
り
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認

に
よ
り
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
の
承
認

の
た
め
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定

の
た
め
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲

に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
審
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

げ
る
審
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五

二

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
に
つ
い
て
の
審
査

イ

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
に
つ
い
て
の
審
査

イ

又
は
ロ
に
掲
げ
る
承
認
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る

又
は
ロ
に
掲
げ
る
承
認
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
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額

額

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

２

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第

２

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第

五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行

五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行

う
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
五
項
（
同
条
第
十
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の

う
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
五
項
（
同
条
第
十
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の

三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条

三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条

の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条

の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条

の
二
十
六
の
二
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
前
段
に
規
定
す

の
二
十
六
の
二
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
前
段
に
規
定
す

る
資
料
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
十
八

る
資
料
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
十
八

第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
う
ち
書
面
に
よ
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
う
ち
書
面
に
よ
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
額
と
す
る
。

に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五

二

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
（
法
第
二
十
三
条
の
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
（
法
第
二
十
三
条
の
二

十
六
の
二
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

十
六
の
二
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
五

る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
五

項
の
申
請
に
係
る
承
認
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
調
査

イ
又
は
ロ
に
掲

項
の
申
請
に
係
る
承
認
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
調
査

イ
又
は
ロ
に
掲

げ
る
再
生
医
療
等
製
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る

げ
る
再
生
医
療
等
製
品
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る

額

額

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

三

（
略
）

三

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

４

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第

４

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第

五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行

五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行

う
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
五
項
（
同
条
第
十
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の

う
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
五
項
（
同
条
第
十
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の

三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条

三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条

の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条

の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条



- 77 -

の
二
十
六
の
二
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
前
段
に
規
定
す

の
二
十
六
の
二
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
前
段
に
規
定
す

る
資
料
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
十
八

る
資
料
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
十
八

第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
う
ち
実
地
の
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、

。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
う
ち
実
地
の
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、

法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手

法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手

数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
額
と
す
る
。

め
る
額
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

５

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第

５

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第

五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行

五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行

う
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
（
同
条
第
十
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の

う
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
（
同
条
第
十
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の

三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条

三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条

の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
八
項

の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
八
項

（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
（
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
所
に

又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
二
項
（
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
所
に

お
け
る
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に

お
け
る
製
造
管
理
又
は
品
質
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に

限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項

限
り
、
法
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
受
け
よ
う
と

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば

す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当

な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
（
法
第
二
十
三

一

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
一
項
（
法
第
二
十
三

条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十

条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十

三
条
の
三
十
七
第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
の
調
査
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の

三
条
の
三
十
七
第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
の
調
査
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。
）

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ

を
除
く
。
）

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ

又
は
ロ
に
定
め
る
額

又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

二

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
（
法
第
二
十
三

二

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
一
項
（
法
第
二
十
三

条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十

条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
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三
条
の
三
十
七
第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
の
調
査
（
再
生
医
療
等
製
品
の

三
条
の
三
十
七
第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
の
調
査
（
再
生
医
療
等
製
品
の

製
造
工
程
の
う
ち
包
装
、
表
示
又
は
保
管
の
み
に
つ
い
て
行
う
も
の
に
限

製
造
工
程
の
う
ち
包
装
、
表
示
又
は
保
管
の
み
に
つ
い
て
行
う
も
の
に
限

る
。
）

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は

る
。
）

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は

ロ
に
定
め
る
額

ロ
に
定
め
る
額

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

三

（
略
）

三

（
略
）

６

前
項
に
規
定
す
る
者
が
再
生
医
療
等
製
品
の
試
験
検
査
を
製
造
所
以
外
の

６

前
項
に
規
定
す
る
者
が
再
生
医
療
等
製
品
の
試
験
検
査
を
製
造
所
以
外
の

施
設
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第
八
項
ま
で
に
お
い
て
「
施
設
」
と
い
う
。
）
に

施
設
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第
八
項
ま
で
に
お
い
て
「
施
設
」
と
い
う
。
）
に

お
い
て
行
っ
た
場
合
（
他
に
委
託
し
て
行
っ
た
場
合
を
含
む
。
）
に
お
け
る

お
い
て
行
っ
た
場
合
（
他
に
委
託
し
て
行
っ
た
場
合
を
含
む
。
）
に
お
け
る

前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数

前
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数

料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
額
に
、
次
の
各

料
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
額
に
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額

号
に
掲
げ
る
調
査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額

と
す
る
。

と
す
る
。

一

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
（
法
第
二
十
三

一

法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
一
項
（
法
第
二
十
三

条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十

条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十

三
条
の
三
十
七
第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
の
調
査

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る

三
条
の
三
十
七
第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
の
調
査

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る

調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

調
査
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

７
・
８

（
略
）

７
・
８

（
略
）

９

機
構
が
法
第
八
十
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十

９

機
構
が
法
第
八
十
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十

三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
八
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を

三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
八
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納

受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
第
五
項
及
び
第
六
項
の

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
第
五
項
及
び
第
六
項
の

規
定
（
国
内
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を

規
定
（
国
内
に
あ
る
製
造
所
に
つ
い
て
の
調
査
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第

六
項
第
一
号
中
「
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
（

六
項
第
一
号
中
「
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
若
し
く
は
第
十
一
項
（

法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又

法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又

は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
の
調
査
」
と
あ
る
の
は

は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
の
調
査
」
と
あ
る
の
は

「
法
第
八
十
条
第
三
項
の
製
造
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
調
査
」
と
、
第
五

「
法
第
八
十
条
第
三
項
の
製
造
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
調
査
」
と
、
第
五

項
第
三
号
及
び
第
六
項
第
二
号
中
「
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
（
法

項
第
三
号
及
び
第
六
項
第
二
号
中
「
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
六
項
（
法
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第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と

第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と

あ
る
の
は
「
法
第
八
十
条
第
三
項
」
と
、
「
調
査
又
は
法
第
二
十
三
条
の
二

あ
る
の
は
「
法
第
八
十
条
第
三
項
」
と
、
「
調
査
又
は
法
第
二
十
三
条
の
二

十
五
第
八
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

十
五
第
八
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
調
査
」
と
あ
る
の
は
「
調
査
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

を
含
む
。
）
の
調
査
」
と
あ
る
の
は
「
調
査
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

。

。

～

（
略
）

～

（
略
）

10

12

10

12

（
機
構
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
の
基
準
確
認
証
の
交
付
に
当
た
っ
て
の
調

（
機
構
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
の
基
準
確
認
証
の
交
付
に
当
た
っ
て
の
調

査
に
係
る
手
数
料
の
額
）

査
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
三
十
七
条

（
略
）

第
三
十
七
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第

４

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十

三
条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定

三
条
の
二
十
五
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
基
準
確
認
証
の
交
付
を
受
け
た
者
が
、
令
第
四
十
三
条
の
三
十
二
第

に
よ
る
基
準
確
認
証
の
交
付
を
受
け
た
者
が
、
令
第
四
十
三
条
の
三
十
一
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
三
項
又
は
令
第
四
十

四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
三
項
又
は
令
第
四
十

三
条
の
三
十
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
三

三
条
の
三
十
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
一
万

項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
一
万

千
円
と
す
る
。

千
円
と
す
る
。

附

則

附

則

（
機
構
に
よ
る
医
薬
品
の
審
査
に
係
る
手
数
料
の
額
の
特
例
）

（
機
構
に
よ
る
医
薬
品
の
審
査
に
係
る
手
数
料
の
額
の
特
例
）

第
四
条

法
第
十
四
条
第
一
項
の
承
認
に
係
る
品
目
（
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定

第
四
条

法
第
十
四
条
第
一
項
の
承
認
に
係
る
品
目
（
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定

す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
不
妊
治
療
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と

す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
不
妊
治
療
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
そ
の
効
能
、
効
果
、
用
法
又
は
用
量
を
変
更
し
よ
う
と
す
る

を
目
的
と
し
て
そ
の
効
能
、
効
果
、
用
法
又
は
用
量
を
変
更
し
よ
う
と
す
る

場
合
に
お
い
て
、
機
構
が
法
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

場
合
に
お
い
て
、
機
構
が
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行

り
行
う
法
第
十
四
条
第
十
三
項
の
承
認
の
た
め
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る

う
法
第
十
四
条
第
十
五
項
の
承
認
の
た
め
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が

者
が
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手

い
手
数
料
の
額
は
、
当
分
の
間
、
第
三
十
二
条
第
一
項
（
第
二
号
イ
⑴
、
⑵

数
料
の
額
は
、
当
分
の
間
、
第
三
十
二
条
第
一
項
（
第
二
号
イ
⑴
、
⑵
、
⑺

、
⑺
及
び
⑻
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号

及
び
⑻
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲



- 80 -

に
掲
げ
る
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

げ
る
医
薬
品
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）
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○

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
一

第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
一
条
関
係
）

別
表
第
一

第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
一
条
関
係
）

備
考

こ
の
表
の
下
欄
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
、
上
欄
に
掲
げ
る

備
考

こ
の
表
の
下
欄
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
、
上
欄
に
掲
げ
る

政
令
に
お
け
る
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

政
令
に
お
け
る
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

政

令

事

務

政

令

事

務

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

医
薬
品
、
医
療
機

一

第
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
読
み

医
薬
品
、
医
療
機

一

第
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
読
み

器
等
の
品
質
、
有

替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
五
条
第

器
等
の
品
質
、
有

替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
五
条
第

効
性
及
び
安
全
性

二
項
並
び
に
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
に
お
い

効
性
及
び
安
全
性

二
項
並
び
に
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
に
お
い

の
確
保
等
に
関
す

て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
、
第

の
確
保
等
に
関
す

て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
、
第

る
法
律
施
行
令
（

六
条
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
同
条
第
五
項

る
法
律
施
行
令
（

六
条
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
同
条
第
五
項

昭
和
三
十
六
年
政

及
び
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

昭
和
三
十
六
年
政

及
び
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

令
第
十
一
号
）

る
同
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
七
条
第
一
項

令
第
十
一
号
）

る
同
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
七
条
第
一
項

並
び
に
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
読

並
び
に
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
八
条

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
八
条

第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適

第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適

用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
十
一
条
第
二
項
及

用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
十
一
条
第
二
項
及

び
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

び
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

同
条
第
一
項
、
第
十
二
条
第
二
項
並
び
に
同
条

同
条
第
一
項
、
第
十
二
条
第
二
項
並
び
に
同
条

第
四
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適

第
四
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適

用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
、
第
十
三
条
第
二
項
及

用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
、
第
十
三
条
第
二
項
及

び
第
四
項
並
び
に
同
条
第
五
項
及
び
第
六
項
に

び
第
四
項
並
び
に
同
条
第
五
項
及
び
第
六
項
に

お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項

お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項

及
び
第
四
項
、
第
十
四
条
第
一
項
並
び
に
同
条

及
び
第
四
項
、
第
十
四
条
第
一
項
並
び
に
同
条

第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適

第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適

用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
十
五
条
第
二
項
及

用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
十
五
条
第
二
項
及

び
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

び
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る



- 82 -

同
条
第
一
項
、
第
十
六
条
の
三
第
二
項
に
お
い

同
条
第
一
項
、
第
十
六
条
の
三
第
二
項
に
お
い

て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第

て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第

十
六
条
の
四
第
二
項
及
び
同
条
第
四
項
に
お
い

十
六
条
の
四
第
二
項
及
び
同
条
第
四
項
に
お
い

て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
、
第

て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
、
第

十
六
条
の
五
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
同
条

十
六
条
の
五
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
同
条

第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同

第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同

条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
十
六
条
の
六
第
一

条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
十
六
条
の
六
第
一

項
及
び
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適

項
及
び
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適

用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
十
六
条
の
七
第
二

用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
十
六
条
の
七
第
二

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第

一
項
、
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い

一
項
、
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い

て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第

て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第

二
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用

二
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用

さ
れ
る
同
条
第
一
項
（
第
七
十
二
条
第
一
項
に

さ
れ
る
同
条
第
一
項
（
第
七
十
二
条
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十

三
条
、
第
二
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替

三
条
、
第
二
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
（
第
七
十
二
条

え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
（
第
七
十
二
条

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

、
第
二
十
六
条
の
二
、
第
二
十
六
条
の
四
第
六

、
第
二
十
六
条
の
二
、
第
二
十
六
条
の
四
第
六

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第

二
項
、
第
二
十
六
条
の
五
第
七
項
に
お
い
て
読

二
項
、
第
二
十
六
条
の
五
第
七
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
及
び
第
四

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
及
び
第
四

項
、
第
二
十
六
条
の
六
第
三
項
に
お
い
て
読
み

項
、
第
二
十
六
条
の
六
第
三
項
に
お
い
て
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
三
十
二

替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
三
十
二

条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ

条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
同
条
第
一
項
、
第
三
十
二
条
の
五
、
第
三

れ
る
同
条
第
一
項
、
第
三
十
二
条
の
五
、
第
三

十
二
条
の
六
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適

十
二
条
の
六
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適

用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
三
十
七
条
第
二
項

用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
三
十
七
条
第
二
項

に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一

に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一

項
、
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
及
び
同
条
第
四

項
、
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
及
び
同
条
第
四

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
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二
項
、
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
及
び
第
四
項

二
項
、
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
及
び
第
四
項

並
び
に
同
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適

並
び
に
同
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適

用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
三
十

用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
三
十

七
条
の
四
第
一
項
及
び
同
条
第
二
項
に
お
い
て

七
条
の
四
第
一
項
及
び
同
条
第
二
項
に
お
い
て

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
三

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
三

十
七
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適

十
七
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適

用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
三
十
七
条
の
八
第

用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
三
十
七
条
の
八
第

二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条

二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条

第
一
項
（
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

第
一
項
（
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
七
条
の
九
第
二
項
及

合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
七
条
の
九
第
二
項
及

び
同
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ

び
同
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
同
条
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
五
十

れ
る
同
条
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
五
十

五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

第
三
十
七
条
の
十
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に

第
三
十
七
条
の
十
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に

同
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

同
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
同
条
第
二
項
及
び
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定

る
同
条
第
二
項
及
び
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定

を
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

を
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
三
十
七
条
の
十
一
第
一
項
及
び
同

む
。
）
、
第
三
十
七
条
の
十
一
第
一
項
及
び
同

条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

同
条
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
五
十
五
条

同
条
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
五
十
五
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三

十
七
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

十
七
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
（
第
五
十
五
条
に
お

適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
（
第
五
十
五
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
三

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
三

条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ

条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
同
条
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
四
第
二
項

れ
る
同
条
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
四
第
二
項

及
び
同
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用

及
び
同
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用

さ
れ
る
同
条
第
二
項
、
第
四
十
三
条
の
五
第
二

さ
れ
る
同
条
第
二
項
、
第
四
十
三
条
の
五
第
二

項
及
び
第
四
項
並
び
に
同
条
第
五
項
に
お
い
て

項
及
び
第
四
項
並
び
に
同
条
第
五
項
に
お
い
て

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
及
び
第

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
及
び
第

四
項
、
第
四
十
三
条
の
六
第
一
項
及
び
同
条
第

四
項
、
第
四
十
三
条
の
六
第
一
項
及
び
同
条
第
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二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条

二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条

第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て

第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
四

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
、
第
四

十
三
条
の
十
一
第
二
項
、
第
四
十
三
条
の
十
二

十
三
条
の
十
一
第
二
項
、
第
四
十
三
条
の
十
二

第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
四
十
三
条
の
十
三
、

第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
四
十
三
条
の
十
三
、

第
七
十
三
条
、
第
七
十
四
条
第
一
項
、
第
七
十

第
五
十
八
条
か
ら
第
六
十
条
ま
で
、
第
六
十
一

四
条
の
二
第
一
項
、
第
七
十
四
条
の
三
第
一
項

条
第
二
項
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
四
条
第
一

、
第
七
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替

項
、
第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
七
十
四
条

え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並

の
三
第
一
項
、
第
七
十
四
条
の
四
第
六
項
に
お

び
に
第
八
十
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規

い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
三
項
及

定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ

び
第
四
項
並
び
に
第
八
十
条
第
一
項
か
ら
第
四

て
い
る
事
務

項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

二

（
略
）

二

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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○

地
方
財
政
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
二
百
六
十
七
号
）
（
抄
）
（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
土
地
の
利
用
関
係
の
調
整
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
地
方
公
共
団
体
が
負
担

（
土
地
の
利
用
関
係
の
調
整
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
地
方
公
共
団
体
が
負
担

す
べ
き
経
費
）

す
べ
き
経
費
）

第
十
六
条

法
第
十
条
の
四
第
六
号
に
掲
げ
る
経
費
の
う
ち
、
当
分
の
間
、
地

第
十
六
条

法
第
十
条
の
四
第
七
号
に
掲
げ
る
経
費
の
う
ち
、
当
分
の
間
、
地

方
公
共
団
体
が
負
担
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

方
公
共
団
体
が
負
担
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）
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○

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
三
十
五
号
）
（
抄
）
（
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
死
体
の
焼
却
等
の
義
務
の
除
外
）

（
死
体
の
焼
却
等
の
義
務
の
除
外
）

第
六
条

法
第
二
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に

第
六
条

法
第
二
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に

掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関

一

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
十
三
条
第
一
項
若

す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
十
三
条
第
一
項
若

し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
一
項
の
許
可
若
し
く
は
同
法
第
二
十
三

し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
二
第
一
項
の
許
可
若
し
く
は
同
法
第
二
十
三

条
の
二
の
三
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
い
る
医
薬
品
若
し
く
は
再
生
医
療

条
の
二
の
三
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
い
る
医
薬
品
若
し
く
は
再
生
医
療

等
製
品
（
同
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
再
生
医
療
等
製
品
を
い
う
。

等
製
品
（
同
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
再
生
医
療
等
製
品
を
い
う
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
製
造
業
者
に
よ
つ
て
生
物
学
的
製
剤

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
製
造
業
者
に
よ
つ
て
生
物
学
的
製
剤

若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
の
た
め
係
留
さ
れ
、
当
該
製
造
の
た

若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
の
た
め
係
留
さ
れ
、
当
該
製
造
の
た

め
患
畜
若
し
く
は
疑
似
患
畜
と
な
つ
た
家
畜
の
死
体
又
は
同
法
第
八
十
三

め
患
畜
若
し
く
は
疑
似
患
畜
と
な
つ
た
家
畜
の
死
体
又
は
同
法
第
八
十
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
法
第
四
十
三
条
第

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
法
第
四
十
三
条
第

一
項
の
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
し
た
者
に
よ
つ
て
同
条
の
検
査
の
た
め
係

一
項
の
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
し
た
者
に
よ
つ
て
同
条
の
検
定
の
た
め
係

留
さ
れ
、
当
該
検
査
の
た
め
患
畜
若
し
く
は
疑
似
患
畜
と
な
つ
た
家
畜
の

留
さ
れ
、
当
該
検
定
の
た
め
患
畜
若
し
く
は
疑
似
患
畜
と
な
つ
た
家
畜
の

死
体
が
こ
れ
ら
の
者
の
施
設
又
は
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
施
設
内
に

死
体
が
こ
れ
ら
の
者
の
施
設
又
は
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
施
設
内
に

あ
る
場
合

あ
る
場
合

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）
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○

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
（
抄
）
（
第
六
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
品
質
、
着
色
及
び
表
示
）

（
品
質
、
着
色
及
び
表
示
）

第
十
二
条

法
第
三
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
モ
ノ
フ
ル
オ
ー
ル
酢
酸

第
十
二
条

法
第
三
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
モ
ノ
フ
ル
オ
ー
ル
酢
酸

の
塩
類
を
含
有
す
る
製
剤
の
品
質
、
着
色
及
び
表
示
の
基
準
を
次
の
よ
う
に

の
塩
類
を
含
有
す
る
製
剤
の
品
質
、
着
色
及
び
表
示
の
基
準
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

定
め
る
。

一

モ
ノ
フ
ル
オ
ー
ル
酢
酸
の
塩
類
の
含
有
割
合
が
二
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で

一

モ
ノ
フ
ル
オ
ー
ル
酢
酸
の
塩
類
の
含
有
割
合
が
二
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で

あ
り
、
か
つ
、
そ
の
製
剤
が
固
体
状
の
も
の
で
あ
る
と
き
は
イ
、
ロ
又
は

あ
り
、
か
つ
、
そ
の
製
剤
が
固
体
状
の
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
医
薬
品
、

ハ
に
掲
げ
る
も
の
が
〇
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
割
合
で
混
入
さ
れ
、
そ

医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（

の
製
剤
が
液
体
状
の
も
の
で
あ
る
と
き
は
ニ
、
ホ
又
は
ヘ
に
掲
げ
る
も
の

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
に
規
定
す
る
日
本
薬
局
方
で
定
め

を
五
分
の
一
に
濃
縮
し
た
も
の
が
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
割
合
で
混
入
さ

る
基
準
に
適
合
す
る
ト
ウ
ガ
ラ
シ
末
が
〇
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
割
合

れ
て
い
る
こ
と
。

で
混
入
さ
れ
、
そ
の
製
剤
が
液
体
状
の
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
同
法
に
規

定
す
る
日
本
薬
局
方
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
ト
ウ
ガ
ラ
シ
チ
ン
キ
を

五
分
の
一
に
濃
縮
し
た
も
の
が
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
割
合
で
混
入
さ
れ

て
い
る
こ
と
。

イ

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に

（
新
設
）

関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
日
本
薬

局
方
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
日
本
薬
局
方
」
と
い
う
。
）
で
定
め

る
基
準
に
適
合
す
る
ト
ウ
ガ
ラ
シ
末

ロ

日
本
薬
局
方
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
い
ト
ウ
ガ
ラ
シ
末
で
あ
つ

（
新
設
）

て
、
そ
の
性
状
及
び
品
質
が
適
正
な
も
の
と
し
て
医
薬
品
医
療
機
器
等

法
第
十
四
条
又
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
受
け
た
も
の

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
ト
ウ
ガ
ラ
シ
末

（
新
設
）

ニ

日
本
薬
局
方
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
ト
ウ
ガ
ラ
シ
チ
ン
キ

（
新
設
）

ホ

日
本
薬
局
方
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
い
ト
ウ
ガ
ラ
シ
チ
ン
キ
で

（
新
設
）

あ
つ
て
、
そ
の
性
状
及
び
品
質
が
適
正
な
も
の
と
し
て
医
薬
品
医
療
機

器
等
法
第
十
四
条
又
は
第
十
九
条
の
二
の
承
認
を
受
け
た
も
の
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ヘ

ニ
及
び
ホ
に
掲
げ
る
ト
ウ
ガ
ラ
シ
チ
ン
キ

（
新
設
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）
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○

特
許
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
十
六
号
）
（
抄
）
（
第
七
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
特
許
法
第
六
十
七
条
第
四
項
の
延
長
登
録
の
出
願
の
理
由
と
な
る
処
分
）

（
特
許
法
第
六
十
七
条
第
四
項
の
延
長
登
録
の
出
願
の
理
由
と
な
る
処
分
）

第
二
条

特
許
法
第
六
十
七
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
処
分
は
、
次
の
と
お

第
二
条

特
許
法
第
六
十
七
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
処
分
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

次
に
掲
げ
る
処
分

二

次
に
掲
げ
る
処
分

イ

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に

イ

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
「
医
薬
品

関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
「
医
薬
品

医
療
機
器
等
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
薬
品

医
療
機
器
等
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
薬
品

に
係
る
同
項
の
承
認
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
四
条
の
二
の
二
の

に
係
る
同
項
の
承
認
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
四
条
の
二
の
二
第

二
第
五
項
の
申
請
に
基
づ
く
も
の
を
除
く
。
）
、
医
薬
品
医
療
機
器
等

五
項
の
申
請
に
基
づ
く
も
の
を
除
く
。
）
、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第

法
第
十
四
条
第
十
三
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
九
条
の
二
第
五

十
四
条
第
十
五
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
（
医
薬
品
医
療
機
器

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法

等
法
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
五
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十

第
十
四
条
の
二
の
二
第
五
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
九
条
の
二

九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請
に
基

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請
に
基
づ
く
も
の

づ
く
も
の
を
除
く
。
）
及
び
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
九
条
の
二
第

を
除
く
。
）
及
び
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
承

一
項
の
承
認
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
医
薬
品
医
療
機
器
等

認
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
四

法
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
五
項
の
申
請
に
基
づ
く
も
の
を
除
く
。

条
の
二
の
二
第
五
項
の
申
請
に
基
づ
く
も
の
を
除
く
。
）

）
ロ

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る

ロ

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る

体
外
診
断
用
医
薬
品
に
係
る
同
項
の
承
認
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第

体
外
診
断
用
医
薬
品
に
係
る
同
項
の
承
認
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第

二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
五
項
の
申
請
に
基
づ
く
も
の
を
除
く
。
）

二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
五
項
の
申
請
に
基
づ
く
も
の
を
除
く
。
）

、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
三
項
（
医
薬
品

、
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
五
項
（
医
薬
品

医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二

場
合
を
含
む
。
）
の
承
認
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二

の
六
の
三
第
五
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七

の
六
の
二
第
五
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請
に
基
づ
く
も
の

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請
に
基
づ
く
も
の
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を
除
く
。
）
及
び
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第

を
除
く
。
）
及
び
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第

一
項
の
承
認
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
医
薬
品
医
療
機
器
等

一
項
の
承
認
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
医
薬
品
医
療
機
器
等

法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
五
項
の
申
請
に
基
づ
く
も
の
を
除
く

法
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
五
項
の
申
請
に
基
づ
く
も
の
を
除
く

。
）

。
）

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

ニ

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
の
承
認
（
医

ニ

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
の
承
認
（
医

薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
五
項
（
医
薬
品
医
療
機

薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
五
項
（
医
薬
品
医
療
機

器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
申
請
に
基
づ
く
も
の
を
除
く
。
）
、
医
薬
品
医
療
機
器

を
含
む
。
）
の
申
請
に
基
づ
く
も
の
を
除
く
。
）
、
医
薬
品
医
療
機
器

等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
三
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二

等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
十
一
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二

十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承

十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承

認
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
三
項
（
医

認
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
三
項
（
医

薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二

る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二

十
三
条
の
二
十
六
第
五
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
三

十
三
条
の
二
十
六
第
五
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
三

十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請
に
基
づ
く

十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請
に
基
づ
く

も
の
を
除
く
。
）
及
び
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七

も
の
を
除
く
。
）
及
び
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
三
十
七

第
一
項
の
承
認
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
医
薬
品
医
療
機
器

第
一
項
の
承
認
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
医
薬
品
医
療
機
器

等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
五
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十

等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
六
第
五
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十

三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第

三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第

二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
申
請
に
基
づ
く
も
の
を
除
く
。
）

）
の
申
請
に
基
づ
く
も
の
を
除
く
。
）
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○

独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
八
十
三
号
）
（
抄
）
（
第
八
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
手
数
料
を
徴
収
し
な
い
業
務
）

（
手
数
料
を
徴
収
し
な
い
業
務
）

第
一
条

独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
（
以
下
「
法
」
と
い

第
一
条

独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
（
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
十
五
条
第
一
項
第
五
号
ニ
の
政
令
で
定
め
る
業
務
は
、
同
号
イ
に

う
。
）
第
十
五
条
第
一
項
第
五
号
ニ
の
政
令
で
定
め
る
業
務
は
、
同
号
イ
に

掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
業
務
と
す

掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
業
務
と
す

る
。

る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
医
薬
品
医
療

二

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
医
薬
品
医
療

機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用

機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第

二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
三
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条

二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
三
項
（
同
条
第
十
五
項
（
医
薬
品
医
療
機
器
等

の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

の
規
定
に
よ
る
調
査
に
限
る
。
）

）
及
び
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
限
る
。
）

三
～
二
十
一

（
略
）

三
～
二
十
一

（
略
）
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○

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
二
百
七
十
五
号
）
（
抄
）
（
第
九
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
外
国
医
薬
品
等
の
輸
入
の
許
可
を
受
け
た
者
に
義
務
と
し
て
課
す
る
こ
と

（
外
国
医
薬
品
等
の
輸
入
の
許
可
を
受
け
た
者
に
義
務
と
し
て
課
す
る
こ
と

が
で
き
る
措
置
等
）

が
で
き
る
措
置
等
）

第
二
十
二
条

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保

第
二
十
二
条

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保

等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
十
一
号
）
第
二
十
八
条

等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
十
一
号
）
第
二
十
八
条

第
三
項
の
規
定
は
法
第
九
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
医
薬
品
医
療

第
三
項
の
規
定
は
法
第
九
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
医
薬
品
医
療

機
器
等
法
第
十
四
条
の
三
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
措
置
に
つ
い
て
、
同
令

機
器
等
法
第
十
四
条
の
三
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
措
置
に
つ
い
て
、
同
令

第
三
十
七
条
の
三
十
一
の
規
定
は
法
第
九
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

第
三
十
七
条
の
三
十
の
規
定
は
法
第
九
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

る
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
措

措
置
に
つ
い
て
、
同
令
第
四
十
三
条
の
三
十
七
の
規
定
は
法
第
九
十
二
条
第

置
に
つ
い
て
、
同
令
第
四
十
三
条
の
三
十
六
の
規
定
は
法
第
九
十
二
条
第
一

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第

項
に
お
い
て
準
用
す
る
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
三

三
項
の
政
令
で
定
め
る
措
置
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

項
の
政
令
で
定
め
る
措
置
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

同
令
第
二
十
八
条
第
三
項
第
三
号
中
「
法
第
十
四
条
の
三
第
一
項
」
と
あ
る

令
第
二
十
八
条
第
三
項
第
三
号
中
「
法
第
十
四
条
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の

の
は
「
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る

は
「
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法

法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
九
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
読

律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
九
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み

み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
の
三
第
一
項
」
と
、
「
第
十
四
条
又
は
第

替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
の
三
第
一
項
」
と
、
「
第
十
四
条
又
は
第
十

十
九
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
」
と
、
同
令
第
三
十
七
条
の
三
十

九
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
」
と
、
同
令
第
三
十
七
条
の
三
十
第

一
第
三
号
中
「
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の

三
号
中
「
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十

二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
武
力

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
武
力
攻
撃

攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
第
九
十

事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
第
九
十
二
条

二
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第

第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項

一
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と

」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
あ
る

あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
」
と
、
同
令
第
四
十
三
条
の
三
十
七
第

の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
」
と
、
同
令
第
四
十
三
条
の
三
十
六
第
三
号

三
号
中
「
法
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一

中
「
法
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
武
力
攻
撃
事
態

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
武
力
攻
撃
事
態
等
に

等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
第
九
十
二
条
第
一

お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
第
九
十
二
条
第
一
項
に

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
」
と

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
」
と
、
「
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、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
」
と
あ
る
の
は
「

第
二
十
三
条
の
二
十
五
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
」
と
あ
る
の
は
「
第
二

第
二
十
三
条
の
二
十
五
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

十
三
条
の
二
十
五
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す

２

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す

る
法
律
施
行
令
第
七
十
五
条
の
規
定
は
、
法
第
九
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て

る
法
律
施
行
令
第
七
十
五
条
の
規
定
は
、
法
第
九
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規

読
み
替
え
て
準
用
す
る
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
輸
入
さ
れ
る
医
薬
品
、
法
第
九
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替

定
に
よ
り
輸
入
さ
れ
る
医
薬
品
、
法
第
九
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替

え
て
準
用
す
る
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
の
規

え
て
準
用
す
る
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
輸
入
さ
れ
る
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
又
は
法
第

定
に
よ
り
輸
入
さ
れ
る
医
療
機
器
若
し
く
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
又
は
法
第

九
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
医
薬
品
医
療
機
器
等
法

九
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
医
薬
品
医
療
機
器
等
法

第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
輸
入
さ
れ
る
再
生
医
療
等
製

第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
輸
入
さ
れ
る
再
生
医
療
等
製

品
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
七
十
五
条
第
二
項

品
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
七
十
五
条
第
二
項

中
「
「
そ
の
直
接
の
容
器
又
は
直
接
の
被
包
」
と
あ
る
の
は
、
」
と
あ
る
の

中
「
「
そ
の
直
接
の
容
器
又
は
直
接
の
被
包
」
と
あ
る
の
は
、
」
と
あ
る
の

は
「
「
厚
生
労
働
大
臣
が
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
」
と
あ
る
の
は
「

は
「
「
厚
生
労
働
大
臣
が
薬
事
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
」
と
あ
る
の
は
「

厚
生
労
働
大
臣
が
」
と
、
「
そ
の
直
接
の
容
器
又
は
直
接
の
被
包
」
と
あ
る

厚
生
労
働
大
臣
が
」
と
、
「
そ
の
直
接
の
容
器
又
は
直
接
の
被
包
」
と
あ
る

の
は
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
（
第
十
九

の
は
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
（
第
十
九
条
の

条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。

二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若

）
若
し
く
は
第
十
四
条
の
三
第
一
項
（
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

し
く
は
第
十
四
条
の
三
第
一
項
（
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
第
十
四
条
若
し

合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
第
十
四
条
若
し
く
は

く
は
第
十
九
条
の
二
」
と
あ
り
、
及
び
「
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項

第
十
九
条
の
二
」
と
あ
り
、
及
び
「
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
又
は
第
十

又
は
第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
十
四
条
又
は
第
十
九
条
の
二

四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
十
四
条
又
は
第
十
九
条
の
二
」
と
あ
る

」
と
あ
る
の
は
「
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置

の
は
「
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る

に
関
す
る
法
律
第
九
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
十

法
律
第
九
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
三

四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
十
四
条
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
十
四
条
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第

六
の
三
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

一
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第

。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
（
第

一
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

二
十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に

。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く

お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十

は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
あ
り
、
及
び
「
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の

三
条
の
二
の
十
七
」
と
あ
り
、
及
び
「
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項

三
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
二
十
三
条

又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五

の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
あ
る
の
は
「
武
力
攻
撃
事
態

又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
あ
る
の
は
「
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け

等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
第
九
十
二
条
第
一

る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
第
九
十
二
条
第
一
項
に
お
い
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項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
の
規
定

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第

に
よ
る
第
二
十
三
条
の
二
の
五
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一

二
十
三
条
の
二
の
五
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
（
第
二

項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は

若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に

第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
武
力
攻
撃
事
態
等
に

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国

お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
第
九
十
二
条
第
一
項
に

民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
第
九
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
読

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
」
と
、
「
第

み
替
え
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条

二
十
三
条
の
二
十
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
」
と
あ
る
の
は
「
第

の
二
十
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条

二
十
三
条
の
二
十
五
」
と
、
同
条
第
七
項
中
「
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第

の
二
十
五
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
（
第
十
九

一
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第

条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
三
第

十
四
条
の
三
第
一
項
（
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

一
項
（
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十

。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第

三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
（
第
二
十
三

項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
三

）
、
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項

条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項

す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
（
第
二
十
三
条

（
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と

の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
武

あ
る
の
は
「
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関

力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
第
九

す
る
法
律
第
九
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
十
四
条

十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
三
第
一
項
、

の
三
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
八

第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
」
と
、

第
一
項
」
と
、
「
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
、
第
二
十
三
条

「
第
十
九
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
二
の
五
、
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
、

の
二
の
十
七
、
第
二
十
三
条
の
二
十
五
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
」
と
あ

第
二
十
三
条
の
二
十
五
又
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
」
と
あ
る
の
は
「
第
二

る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
」
と
、
「
医

十
三
条
の
二
の
五
又
は
第
二
十
三
条
の
二
十
五
」
と
、
「
医
薬
品
、
医
療
機

薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法

器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
と

律
施
行
令
」
と
あ
る
の
は
「
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た

あ
る
の
は
「
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関

め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
二
百
七
十
五
号
）

す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
二
百
七
十
五
号
）
第
二
十
二
条
第

第
二
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
医
薬
品
、
医
療
機
器

二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有

等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
と
、

効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
と
、
同
条
第
十
三
項

同
条
第
十
四
項
中
「
第
十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
（
第
十
九
条
の
二
第

中
「
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
（
第
十
九
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
十
四
条
の
三
第
一

す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
十
四
条
の
三
第
一
項
（
第
二
十
条
第
一

項
（
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
武
力
攻
撃
事
態
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は
「
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法

等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
第
九
十
二
条
第
一

律
第
九
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
三
第

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
十
四
条
の
三
第
一
項
」
と
、
「
第
十

一
項
」
と
、
「
第
十
四
条
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
十

四
条
若
し
く
は
第
十
九
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
」
と
、
「
第
二

四
条
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
六
の
三
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の

十
三
条
の
二
の
六
の
二
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い

十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三
条

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
（

の
二
の
八
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」

場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
第
九
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
読

と
あ
る
の
は
「
同
法
第
九
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

み
替
え
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条

第
二
十
三
条
の
二
の
八
第
一
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
若
し
く
は

の
二
の
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三

第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
の
五
」
と
、

条
の
二
の
五
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
（
第
二
十
三
条

「
第
二
十
三
条
の
二
十
六
の
二
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
三
十
七
第
五
項
に

の
三
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一

三
条
の
二
十
八
第
一
項
（
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

項
（
第
二
十
三
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」

場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
第
九
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
読

と
あ
る
の
は
「
同
法
第
九
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

み
替
え
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条

第
二
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
若
し
く
は

の
二
十
五
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
十
七
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条

第
二
十
三
条
の
三
十
七
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
の
二
十
五
」
と
読
み

の
二
十
五
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

替
え
る
も
の
と
す
る
。
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○

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
百
二
十
二
号
）
（
抄
）
（
第
十
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
指
定
公
共
機
関
）

（
指
定
公
共
機
関
）

第
三
条

法
第
二
条
第
七
号
の
政
令
で
定
め
る
公
共
的
機
関
及
び
公
益
的
事
業

第
三
条

法
第
二
条
第
七
号
の
政
令
で
定
め
る
公
共
的
機
関
及
び
公
益
的
事
業

を
営
む
法
人
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

を
営
む
法
人
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
十
九

（
略
）

一
～
十
九

（
略
）

二
十

次
に
掲
げ
る
法
人
の
う
ち
内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
し
て
公
示
す
る
も

二
十

次
に
掲
げ
る
法
人
の
う
ち
内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
し
て
公
示
す
る
も

の

の

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

ホ

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
二
条
第
一
項
の
医
薬
品
の
製
造
販
売
業

ホ

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
二
条
第
一
項
の
医
薬
品
の
製
造
販
売
業

の
許
可
を
受
け
た
者
の
組
織
す
る
法
人
で
あ
っ
て
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ

の
許
可
を
受
け
た
者
の
組
織
す
る
法
人
で
あ
っ
て
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
等
感
染
症
（
感
染
症
法
第
六
条
第
七
項
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ

ン
ザ
等
感
染
症
（
感
染
症
法
第
六
条
第
七
項
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
を
い
う
。
第
五
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。

ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
を
い
う
。
第
五
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
に
係
る
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
販
売
に
つ
い
て
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第

）
に
係
る
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
販
売
に
つ
い
て
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第

十
四
条
の
二
の
二
の
二
第
一
項
又
は
第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に

十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
又
は
第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

よ
り
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
た
も
の
（
当
該

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
十
四
条
の
承
認
を
受
け
た
も
の
（
当
該
承
認

承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
を
含
む
。
）
を
構
成
員
と
す
る
も
の

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
を
含
む
。
）
を
構
成
員
と
す
る
も
の

ヘ
～
ヨ

（
略
）

ヘ
～
ヨ

（
略
）
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○

厚
生
労
働
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
（
抄
）
（
第
十
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
監
視
指
導
・
麻
薬
対
策
課
の
所
掌
事
務
）

（
監
視
指
導
・
麻
薬
対
策
課
の
所
掌
事
務
）

第
五
十
四
条

監
視
指
導
・
麻
薬
対
策
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど

第
五
十
四
条

監
視
指
導
・
麻
薬
対
策
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど

る
。

る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

医
薬
品
等
及
び
医
療
機
器
等
の
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

四

医
薬
品
等
及
び
医
療
機
器
等
の
検
査
及
び
検
定
に
関
す
る
こ
と
。

五
～
十
二

（
略
）

五
～
十
二

（
略
）

（
国
立
医
薬
品
食
品
衛
生
研
究
所
）

（
国
立
医
薬
品
食
品
衛
生
研
究
所
）

第
百
三
十
六
条

国
立
医
薬
品
食
品
衛
生
研
究
所
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ

第
百
三
十
六
条

国
立
医
薬
品
食
品
衛
生
研
究
所
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ

か
さ
ど
る
。

か
さ
ど
る
。

一

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
四
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
検
査
を
要

一

国
家
検
定
を
要
す
る
医
薬
品
、
医
療
機
器
、
再
生
医
療
等
製
品
及
び
食

す
る
医
薬
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
検
査
並
び
に
こ
れ
に

品
等
の
試
験
及
び
検
査
並
び
に
こ
れ
に
必
要
な
研
究
を
行
う
こ
と
。

必
要
な
研
究
を
行
う
こ
と
。

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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